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平成26年知立市議会３月定例会市民福祉委員会 
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     議 事 係   加藤 智也 

  ７．会議に付した事件（又は協議事項）及び審査結果 

                  事  件  名                審査結果 

     議案第９号 知立市遺児手当支給条例の一部を改正する条例         原案可決 

     議案第10号 知立市次世代育成支援対策推進協議会条例の一部を改正する条例   〃 
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――――――――――――――――――――――― 

午前９時59分開会 

○池田福子委員長 

 定足数に達していますので、ただいまから市民

福祉委員会を開会いたします。 

 本委員会に付託されました案件は12件、すなわ

ち議案第９号、議案第10号、議案第11号、議案第

12号、議案第19号、議案第20号、議案第22号、議

案第24号、議案第25号、議案第28号、議案第29号、

議案第33号です。これらの案件を逐次議題といた

します。 

 議案第９号 知立市遺児手当支給条例の一部を

改正する条例の件を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 議案第９号ということで質問させていただきま

す。 

 これは児童手当と遺児手当等の支給日を統一す

るというためにこれが行われると書いてございま

す。これは、なぜ統一をするのか、それから、県

の遺児手当がありますよね。そういった全般の中

で統一するということについての方針を出したそ

の背景を伺います。 

○子ども課長 

 こちらにつきましては、平成26年４月１日より

福祉総合システムの入れかえがございまして、全

面的な再構築ということで、その話がきたときに、

ちょっといろいろ福祉の関係のシステムの中身を

見ている中で、市遺児手当が９月、３月の支払い

ということで、それでいろいろ受給者の方に聞く

と、なぜ違うのかという話もありますし、一緒だ

といいねという話もありましたので、その際、こ

ちらの児童扶養手当並びに県遺児手当と同時期の

支払いにするということであげさせていただいた

のが理由でございます。 

 また、もう一点、県遺児手当につきましても児

童扶養手当等同様、４月、８月、12月の支給にな

ります。それでこちらのほうが通りますと３つの

ひとり親世帯の３手当が同じ月に支給されるとい

うことになります。 

○中島委員 

 今は市の遺児手当が９月、３月、こういうこと

であります。２回ということで、大きな金額では

ないので２回のまとめてかなという。３回になる

と金額は尐なくなってばらけるわけですけれども、

今言われた県も含めて３つが全部統一されるとい

うことですね。県のほうは、もともと３回でなっ

てたと、そういうことですね。 

○子ども課長 

 御質問者の言われるように、３つとも同じにな

ります。ですので、当初よりいつごろかはあれで

すけど、児童扶養手当と県遺児手当につきまして

は４月、８月、12月で私どもの知立市の遺児手当

につきましては９月、３月ということでまとめて

ということで６カ月間その到達月まで支払ってお

りましたが、今回一緒のほうがいいんではないか

ということで、この福祉総合システムの更新に伴

いまして、ほかの２つの手当と同じ時期にしたい

ということで今回提案させていただいております。 

○中島委員 

 申請する手続というものが別々だと、それも面

倒くさかったかなという、こういうことが解消さ

れるということなんでしょうか。遺児手当は違う

月にということではありますけども、この手続は

それぞれ何月にやればよかったかとか、児扶も年

に１回やり直しますよね、申告しますよね。遺児

手当の申告とか、県の申告とか、それぞれ申請の

仕方、年に１回やるのか、どんなふうですかね。

申請も統一できて、とてもよいということなのか。 

○子ども課長 

 質問者のおっしゃられるように、現況届けとい

うのが児童手当もあるんですけど、こちらのひと

り親世帯の手当につきましても現況届けというの

がありまして、私が時期をしっかり覚えていかな

ければいけないんですけど、担当の方から聞いた

話では、その現況届けも一緒にできるという利点

はあります。 

 おっしゃられるように、届け出が年１回につい

て、ちょっと時期がずれて現況届けを市遺児手当

していただいたんですが、同じ時期ということで
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更新というか、４月、８月、12月の中で更新をさ

せていただきますので、その支払いの間で更新手

続をするということで、今まではそういうふうで

ちょっと離れてましたけど、今度３本一緒の現況

届けの時期ということで受給者にとっても都合が

よくなるというふうに思っております。 

○中島委員 

 たしか７月ぐらいだったかな、児童扶養手当、

年に１回現況届けを出す、ちょっと確認をして、

その時期に３つのものが毎年それが必要なのかど

うか。遺児手当の場合は片親になってる人がいた

だくわけですけども、再婚したりすれば、もうそ

れはなくなるわけで、もちろんそういうときには

手続が要るのかということにもなるかと思います

が、同じような状態でひとり親で子供を育ててい

るという状況が続く場合の現況届けですね、これ

は何月に統一されたのかということも一度明確に

していただきたいと思います。 

○子ども課長 

 申しわけございません。多分児童手当が終わっ

てからですので、質問者の言われる７月じゃなか

ったかと思いますけど、確認させていただきたい

かと思いますが、８月に統一ということでなりま

すので、受給者にとっても今までは多分２度お願

いしていたと思うですが、これで１度になります

ので、利便性が図れるというふうに考えておりま

す。 

○中島委員 

 ８月に家庭の環境が同じであれば、毎年８月に

年１回それぞれ３つの手当の申請をあわせて行う

ということができると。これ、毎年必要なんです

ね。児童扶養手当よく聞きましたけども、全部遺

児手当も毎年必要で８月に行われると、そういう

ことでいいですね。 

○子ども課長 

 児童扶養手当につきましては、所得要件を把握

する必要がありますので、それで届けていただく

と。なおかつ、３つの手当につきましては、いろ

いろと家庭の状況も変わってきますので、その際

の例えばアパートは誰が借りているだとかいろい

ろな審査がありますので、そういう聞き取り調査

も行いますので、年に１回は必ず必要ということ

でさせていただいております。 

○池田福子委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第９号について、挙手により採決します。 

 議案第９号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○池田福子委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第９号 知立

市遺児手当支給条例の一部を改正する条例の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第10号 知立市次世代育成支援対策推進協

議会条例の一部を改正する条例の件を議題としま

す。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 全体の背景は法律の大きな改正があったという

ことでありますが、今回の知立市子ども子育て会

議条例ということで新しく名前を変えてスタート

をするという条例になっております。 

 この中で、いま一度、次世代の項目についても

今回は含まれているということで、この子ども会

議の役割について、一度大まかに御説明ください。

その役割。 
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○子ども課長 

 子ども会議の役割につきましては、次世代の計

画が進捗がしっかりなされているかどうかという

ことと、次世代の関係について変更する必要があ

るかどうか、それの確認を年１度させていただい

ておる会議でございましたが、それに加えて今回

名前を子ども子育て会議とするに当たりまして、

12月の議会までは次世代のほうの会議でやってい

けますということで根拠をしっかりこちらのほう

も説明させていただきましたが、12月議会の中で

時代に合った名前は子ども子育てではないではな

いかということ御意見いただいて、そういうふう

にさせていただくということでありましたので、

今回提案させていただきまして、会議の役割でご

ざいますが、特に主なものをあげさせていただき

ますと、教育、保育施設や地域型保育事業の利用

定員を定める際に意見を頂戴したり、また、子ど

も子育て支援事業計画の策定変更する際に意見を

頂戴すると。また、実施状況等を調査、審議をす

るということでこちらの子ども子育て会議を制定

というか、名前を変えさせていただいてやってい

きたいということでございます。 

○中島委員 

 次世代育成の従来のものということについてい

うと、次世代育成の推進法に基づいて行っていた

わけですが、行動計画の進捗状況の管理に関する

ことをこれまでやってきたと。計画をつくった段

階で、あとは進捗状況の管理に関することという

ことになっておりまして、まずここのところで次

世代育成の計画も引き続きつながっていくという

そういう話を聞いてるわけですが、この子ども子

育て会議の中で、この次世代育成行動計画に関す

る事項を調査、審議することということが書いて

あります。 

 この進捗状況を把握していくという書き方がな

くなっているんですけども、この見通しというの

はどういうふうに思っていらっしゃいますか。 

○子ども課長 

 こちらにつきましては、同じくとりあえず10年

の時限立法ということで来年度まででございます

が、来年度も引き続き進捗状況等を各課に報告し

ていただいて、それについてはこちらのほうも状

況を把握していくということでやっていく所存で

ございます。 

○中島委員 

 そうすると、言葉としては進捗状況の管理とい

うふうには書いてはないわけですが、進捗状況を

これからもここで議論をするという、そういうこ

とでよろしいんですね。 

○子ども課長 

 質問者のおっしゃられるように、ここでちゃん

としっかり確認をしてまいります。 

○中島委員 

 それから、子ども子育ての支援法の第77条第１

項、各号に掲げる事務を処理すると、この事務の

中身を一度御報告ください。 

○子ども課長 

 第77条の各号の関係でございますが、特定教育

保育施設の利用定員の設定に関することについて、

この子ども子育て会議でやると。なおかつ、特定

地域型保育事業といいますけど、実際は家庭的保

育、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育

等の利用定員の設定に関して意見を頂戴すると。

もう一つ、先ほど言いましたけど、市の子ども子

育て支援事業に関して御意見をいただいて処理を

していくということで、それと計画後には、先ほ

どの次世代と同じように実施状況を調査、審議す

るということになっております。 

 以上です。 

○中島委員 

 今までの保育行政が行ってきた全体像とは今回

はがらっと変わるというのが支援法になっており

ますね。 

 保育所というふうな言い方、施設型の保育、地

域型の保育と大きく２つに分かれると。今までの

保育所は施設型の保育に入るわけですが、そこに

新たに幼稚園も施設型の保育という枞の中に入る。

幼稚園もね。そして、認定子ども園とかがもしあ

ればそこに入るということで、施設型保育という

のは幼稚園も一緒なんだよというふうになる分野
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でありますね。だから最初に言われた役割という

ところで教育とか保育とか地域型の保育とかとい

う説明をされましたけど、教育と保育が１つの施

設型保育というふうに枞にジャンルにはまると。

それと小規模のまた家庭的保育というようなもの

は、地域型の保育ということでジャンルが２つに

分かれると、大きく違ってくる制度になったわけ

ですね。 

 こういうものについてのこの会議では利用する

定員とか、あり方について議論をしていくと。そ

して計画を数値等を含めて載せた計画をつくって

いくと、その際の審議会の役割を果たすと、こう

いうことでいいですか。 

○子ども課長 

 これでアンケート終わりまして、これで集計し

て計画をつくってまいりますので、そのときに関

して質問者がおっしゃったとおりのことを子ども

子育て会議のほうにかけまして、それで御了解い

ただいて議会のほうに提出していくという運びに

なるかと思っております。 

○中島委員 

 今までの次世代育成の計画、子どもプランとい

うふうになっておりまして、ここの中でも主な施

策の目標事業量ということで見ますと、主に子供

の保育園がここには入ってますよね、幼稚園は入

っていない。保育園関係とか一時保育、特別保育

とか放課後児童健全育成事業とかファミリーサポ

ート、そういう意味では地域的な環境支援という

か、子育て環境支援というそういうものがずっと

あって、これらは一忚今回も項目的な書き方はと

もかく、こういうものも全部統括して子ども会議

のほうは議論をしていくという、こういうことに

なるんでしょうか。 

○子ども課長 

 アンケートのほうも必須事項と任意事項がある

んですが、知立市の場合は、そう削ってるものが

なくて、質問者のおっしゃられるように、次世代

のほうのアンケートと今回のアンケートを見比べ

ても、ものすごく大きく変わるものではないもの

ですから、多尐詳細な質問に変わっているものも

ありますけど、基本的に施策というかそういうも

のについてのアンケートについて、大体同じ項目

を聞いております。それは実態です。 

○中島委員 

 これ見てると、具体的な目標事業量ということ

で目標に掲げてる。この項目を見ますと、次世代

育成支援の行動計画をこれからもチェックしてい

くという、これなんですけど、あと尐しあるかな

と。あと１年あるわけですね。だから新しい計画

をあと１年先からできるわけですから、かぶらな

いというものなんですけども、あえて今あるから

載っているのであって、どうしてもそれがそのあ

と必要性があるのかどうなのかというところにつ

いての見解を求めていいですか。 

○子ども課長 

 それにつきましては、国のほうも次世代育成に

つきまして時限立法ということで５年、５年とい

うことで、来年度終わりということで実はなって

るんですけど、その中で、子ども子育て支援法附

則第２条において、政府は平成27年度以降の次世

代育成支援対策推進法の延長について検討を加え、

必要があると認めるときは、その結果に基づいて

必要な措置を講じるということで規定されており

まして、それに伴いまして厚労省につきましても、

次世代育成支援行動計画関連部分及び特定事業主

行動計画関連部分には各省庁において検討という

ことで、そういうふうになっておりまして、あと

もう一つは、一般事業主行動計画部分、労働政策

審議会において検討ということになっております

ので、うちの特定事業主、市町村のことだと思う

んですが、そういう面についても検討していくと

いうことになっておりますので、すぐさま時限立

法がきたからということでそちらのほうの計画が

終わりではなくて、今後まだもう１年しかないの

かと思うんですが、国のほうが何らかの見解を出

していくんではないかということで現在見てると

いうのが現状でございます。 

○中島委員 

 ダブる部分が90％ぐらいなのか、はっきりちょ

っとね、あと10％は何かというのは明確ではあり
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ませんが、ただ、これについてもこういう項目で

は計画は多分ならないだろうという感じもするん

ですけど、こういうものを残す意味も逆に価値が

あるのかという時期がひょっとしたら私はみえる

かもしれないという気もするんですけど、これが

全部フォローされるかどうかわからないので、新

しい計画の中でね。だから、経過措置ということ

で、これについてはそういうことということで理

解をしておきます。 

 この計画そのものの役割という意味では、次世

代の場合には入っていらっしゃるメンバー、今回

もメンバーのことが書かれるわけですけれども、

行政機関という場合でも今までの関係行政機関の

職員、現在、次世代の場合は児童相談センターは

よいでしょう。ハローワーク、公共安定所、労基

署、安城警察署というようなところが現在入って

ます。地域の安全というようなことがかかわった、

ちょっと幅広の計画だからかなと、こんなふうに

思うわけですけれども、今度の子育て会議という

ことについていうと関係行政機関はどのように考

えていらっしゃいますか。 

○子ども課長 

 その件でございますが、次回というか、新しい

メンバーにつきましては、各市既に条例は出て制

定されていることで調査させていただいたという

のと、今回も新しく名前を変えて子ども子育て会

議にしますが、前回も報告させていただいたよう

に、委員長のほうから尐しメンバーを次世代のほ

うの協議会の会長ですか、そちらのほうからメン

バーの見直しをしてくださいということもありま

したので、それで見直しをしまして、今の刈谷公

共職業安定所、職安ですか、労基署、安城警察署

につきましては、国のほうもどちらかというと子

育てに関係しているものをなるたけ多く幅広い関

係者を集めてくださいということでございました

ので、各市の状況も把握した上で、今の３つの行

政機関につきましては、新しいほうには入ってお

りません。 

○中島委員 

 いろんな形で協力いただける行政機関というふ

うにはもちろん思いますけども、この会議の趣旨

ということからすると次世代とは違った意味合い

なので、そこのところが違うのかなというふうに

私も思って、今ですと保健所、児童相談センター、

この辺は入るということでいいですかね。衣浦東

部保健所、児童相談センター、そして小・中学校

校長会の代表と。教育関係も今度大きくかかわり

ますので、これはそのまま残る。新たに行政機関

として入るものもあるんでしょうか。 

○子ども課長 

 先ほど５つ述べていただきまして、２つ今述べ

ていただいた衣浦東部保健所、刈谷児童相談セン

ター、先ほどの３件で５件なんですが、新しいほ

うにつきましては、関係行政機関の職員といたし

ましては衣浦東部保健所、刈谷児童相談センター、

この２団体となります。 

○中島委員 

 小・中学校の校長会は、ここには入らないとい

うことでいいですか。 

○子ども課長 

 小・中学校の校長会代表でございますが、こち

らにつきましては新しく医療、福祉及び学校教育

の関係者というのを新たにつくっておりますので、

そちらのほうに入ってございます。 

○中島委員 

 そこが一番どうなのかなというふうに思ったわ

けですが、改めてここにある委員は、１は学識経

験者ですね。２以降をもう一度、今尐し触れられ

ましたが、医療、福祉、学校と、こういうふうに

なってますので、その辺はどのような具体的なメ

ンバーを考えるのか。 

○子ども課長 

 今、申しました医療、福祉または学校教育の関

係者につきましてですが、こちらのほうは従前の

次世代のメンバーと入れかわりはないんですけど、

区分といたしましてちょっと変わりましたので、

まず初めに、社会福祉協議会代表、医師会代表、

幼稚園代表、小・中学校ＰＴＡ代表、今、申しま

した小・中学校校長会代表、新たに保育園代表、

特に私立保育園のほうでございますが、今まで入
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っておりませんでしたので、今回、保育園代表新

規ということで６代表ということでお願いするつ

もりでおります。 

 続きまして、地域団体または公共的団体を代表

するものといたしまして、こちらのほうは民生児

童委員代表、主任児童委員代表、２名おりました

けど１名ということでさせていただいております。 

 また、地域活動クラブ代表、こちらのほうは新

しく新規でございます。何かというと、子供会関

係でございます。それと、一般事業主代表、保育

所または幼稚園に在籍する児童の保護者というこ

とで幼稚園保護者代表、こちらのほうはいません

でしたので、今回新規となります。それと、保育

園保護者代表、続きまして、市内に居住し、通勤

し、または通学するというもので、労働者代表、

事業主代表はみえましたけど労働者代表はおりま

せんでしたので、国のほうの子育て会議のほうで

も入っておりましたので入れさせていただきまし

て、あと２名が公募による方です。 

 それと、関係行政機関の職員ということで、先

ほど言いました衣浦東部保健所、刈谷児童相談セ

ンター、市の職員ということで副市長、教育長と

いうことで合計20名になるかと思います。20名に

つきましては変更はございません。 

○中島委員 

 保護者の代表を重視しなさいというような動き

の中での先ほどの警察等の３つのあいた枞という

ところにいろいろそういうものが入ってくるとい

う全体の20名は変わらないということであります。 

 それから、公募に関係しては今どんなような状

況ですか。 

○子ども課長 

 公募につきましては、７人の方が公募をいただ

いておりまして、今現在こちらの提出書類におい

て審査をしておりまして、決定という運びに今か

らしていくということでございます。 

○中島委員 

 これから決定していくということで、まだ決定

はしていないという、そういうことですね。 

○子ども課長 

 委員会が終わったら市長までの決裁をとって、

こちらから通知をさせていただきたいかというふ

うに考えております。 

○中島委員 

 私は前にこういった議論の中で、新しく地域型

の保育というのがプランの中に出てくるというこ

とで、その地域型で類する保育活動をしている代

表も正式に入れていくべきじゃないかと。本来な

ら保育団体の中の１つと私は思っていましたけど

も、公募枞の中でということが可能かどうかとは

思いますけれども、地域型保育というのが改めて

これから条例もつくらなきゃいけない、どういう

ふうなあり方がいいのかというのが今まで全く市

としては条例化していない分野ということなので、

そういったものについてのあり方も代表に私は個

人的なあれじゃなく、入れるべきではないかなと

いうふうに思うわけですけれども、前はそういっ

たことも検討するという話はいただいております

けども、その辺はどうですか。 

○子ども課長 

 その件につきましては、こちらの募集要項の中

にもそういうお話はいただいてはおります。 

 それで、選考方法といたしましては、提出され

た申込書により書類選考の上、決定しますという

ことで、こちらのほうで書類の中身を点数化しま

して、それで上位２名の方をということで考えて

おります。 

○中島委員 

 点数化のところまではどういう点数かよくわか

らないんですが、公募ですからね、何の代表とい

うようなことではなくいろんな思いということな

のかもしれませんけれども、ぜひその辺は、本来

なら地域の保育団体という形の位置づけが望まし

いなと私は思って、公募枞とは違うところでそう

いう意見をきちんと聞くべきだと私は考えており

ましたけども、そういったところには代表にはそ

ういう人たちは入らないという形になってますの

で、今後の公募の決定というのは推移を見守りた

いと思います。 

 そういったメンバーでやっていって、大枞の役
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割は先ほどと話があったわけです。大きくシステ

ムが変わるということの中で、これに対忚する子

育て会議が必要と、計画をつくるためにこの会議

が必要と、こういうことになってきて、国のほう

が設置義務ということでこれが設置をされるとい

うことで、これが非常に子供の目線で全ての子供

に保育の保障、教育の保障、こういったものがき

ちんとされるかどうかというこの目線、これをし

っかりと確立することが大事だと思うんですね。 

 こういったマニュアルがきたからやりますとい

うようなアンケート等は上からきたものの項目を

選ばないで全部を取ったということですから、幅

広く意見を取ったということですから、それをど

うやって集約していくのかという、こういうこと

になるわけですけれども、知立市議会としては、

平成24年の12月議会と平成25年のついこの間の12

月議会と２回の意見書を国にもあげて、これは全

会一致であげたという、こういう経緯がございま

す。 

 子育て関連三法実施に当たっての意見書という

ところ、新法ができてしまった段階では制度実施

に当たっての意見書ということで、いずれも全て

の子供のほんとに今までの保育水準を下げない、

ここには公的な責任ということも具体的な言葉で

は書いてませんが、議会の答弁では、やはりこれ

まで培ってきた子育てに対する公的な責任という

ものをしっかりと守って、いろんな団体が保育の

教育の活動をするに当たっても市が大きく責任を

持ってリーダーシップをとっていこうと、こうい

った趣旨のやりとりを何回も議会でやってきたわ

けですけれども、そういった趣旨をしっかり踏ま

えた形で、この子育て会議の運営もなされるべき

だというふうに思うわけですが、この点は、どの

ようにお考えですか。 

○子ども課長 

 今、質問者が言われました議会でのいろんな議

論があったかと思いますが、私は全部知っている

わけではございませんが、そういう中で、保育水

準を下げないようにだとか、今おっしゃられた公

的責任をしっかり果たすべき、また、リーダーシ

ップも市がとっていくということにつきまして、

それを土台にして子ども子育て会議の中でどうい

うふうに議論されていくかというのを私のほうも

見ていきたいと思っております。 

○中島委員 

 福祉子ども部長もメンバーということになって

いくかなと思いますけども、よろしいでしょうか。 

○福祉子ども部長 

 今回の子ども子育て支援法については、やはり

基本的には皆さん御存じのとおり、待機児童解消

プランの前倒し等もあって、そちらのまずは施設

的な受け入れの部分の充実化させるということも

ありますので、そういった趣旨もありますし、当

然保育関係のかかわる方たちの条件も上げていく

というようなことも考えられますので、そういっ

たことも国の方向にあわせた形で支援法について

は当然やっていくし、事業計画のほうもそういっ

たことも加味しながら、やはり皆さんの声を聞い

て質を下げない、先ほど子ども課長も言ったよう

に、そういったいろんなところを皆さんに合った

というか、知立市に合ったというんですかね、そ

ういったのを進めていきたいと思っております。 

 以上です。 

○中島委員 

 基本はそういうことでやっていただけるという

ことでありますけれども、この制度を進めるに当

たって、いまだ見えてこない部分がお金なんです

ね。どういう公定価格が設定されていくのか、運

営にどれほどのお金を国が補填していただけるの

か、そういったことが非常にまだ全然見えてない

と。お金で縛られちゃうと手足が動かなくなっち

ゃうというね。出てきたお金でわっと思って手足

縛られちゃうというようなそんな危険性もとても

あるというふうに、最後までこれを出してこない。

当初は特別会計をつくるんだといって言ってるこ

ろもありました。企業からもお金をいただく、児

童手当みたいに企業の負担をここの中に入れると

か、具体的な案も出てたけど、それは全然まだ具

体的なものにはなってない。どういう会計処理が

されるのか、さっぱりこれもわかっていないとい
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うことで、かろうじていろいろ法律を児童福祉法

の第24条の第１項は守るということで、民間の今

行われている保育所、一忚３園ありますけど、そ

ういったところへの運営費補助は引き続き今と同

じように出していくということは改正されまして、

ちょっとその点では安心した改善がされたわけで

すけども、もっと全体像のものが出てこないとい

うことで、ほんとにそれは不安材料なんですね。

一番不安材料。お金がなければどうしようもない

という、こういうことになってくると言うままに

なっていっちゃうんじゃないかというね、お金で

つられたらここへ行くしかないとかね、そういう

話になっていってしまう。その辺の調整をきちん

と子供の目線でやっていけるかどうかということ

を信念がきちっと持たれていないとだめだと思う

んですけどもね、その辺も含めて、もう一度お答

えください。 

○子ども課長 

 質問者のおっしゃられるように、実際の肝心な

ところの利用者負担の確定については１年後では

ないかと。最後３月議会ぐらいになるのか、それ

とも早くて12月議会だとは思います。 

 それにつきましても認定子ども園ということで

幼稚園のほうも全国的に費用の面が決まらないも

のですから、移行しようかどうしようか迷ってい

るところも多いと聞いております。 

 ですので、そういう推移を見ながら、まだ全然

霧の中に入ってしまって、こちらに示されており

ませんので、その段階で確約できますかどうかと

言われても、ちょっと私のほうでは答えがなかな

かできませんので、そういう面については情報収

集して早目に皆さんに報告するということで、そ

して検討していきたいというふうに考えておりま

す。 

○中島委員 

 この子育て会議は設置義務ということでやって

いくし、なるべく公的な責任をしっかり踏まえつ

つという表明もいただいたし、それはそれなんで

すけども、これからは大変まだまだ不安材料がい

っぱいあるという、こういうこと。この会議の条

例の中で、これ以上深く計画というのが今度は予

算書の中で出てきますからね、そちらにも委ねな

きゃいけないわけですけれども、子育て会議につ

いては、そういった今までの法律についてのいろ

んな議論があったことも含めて、委員の皆さんに

も幼稚園、保育園代表で出てきてくださった方が、

この法律の中身いろいろ議論がされて今こうなっ

ているというこの経過がわからないと思うんです

ね。議会ではやりとりしているというのはあって

も、直接こういったところにかかわっていない方

たちからすると、何もわからないで委員になって

しまうということもあると思うんですね。 

 ですから、この会議については、今まで次世代

ということでやってはきたわけですけれども、改

めてこれについての知立市の今の現状と考え方の

到達点ということについて、しっかり委員の皆様

にもお話しする機会というのをつくっていただき

たいなというふうに思うんですけども、そんなお

考えはどうでしょうか。 

○子ども課長 

 おっしゃられることは十分わかります。それと

各私立幼稚園、保育園でございますが、各上部団

体というんですか、全国団体に加入されておりま

して、それぞれ相当詳しく情報が入っているよう

でございまして、中には私たち以上に情報を持っ

ておりますので、そういう面では全然わからない

状況の中で、あれあれという間に決まっていくわ

けではないと思っております。 

 それと、保育水準につきましては、現状よくこ

ちらも子ども会議のほうへ報告させていただいて、

新しい制度、今までの制度の中でどうなっていく

ということもしっかり報告させていただいて、比

較の上でどうするかというようにそういう面では

情報提供をさせていただいて、御意見いただきな

がらということで進めてまいりたいというふうに

考えております。 

○中島委員 

 今までほんとに直接関係団体であった方たちは、

当初から異議申し立てといいますか、こういう点

はおかしいよとか、こういうことはちゃんとやっ
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てもらわなきゃ認められないという厳しい声を上

げてきた皆さんですよね。そういうことは十分理

解しているし、私たちもお話を直接したこともあ

るんだけど、そうでないいろんな方たちもいるの

で、そういった全般的なお話を報告する、改めて

名前が変わるに当たって、この法律ができてどの

ようにするのかということは議会ではこんな議論

があった。何ならこの意見書を参考に配っていた

だいてもよろしいですし、そういったことを具体

的な方法で皆さんにお知らせする方向についても、

ある程度の今の考えをはっきりさせるということ

も必要ではないかなというふうに思うんです。 

 法律がこうだからこうしましょうだけのこうい

う調整だけを会議がやってはいけない、こうきた

けども、これはちょっとというような話も含めて、

皆さんが意思を強調しながら、いい保育環境をつ

くっていく、教育環境をつくっていくという、そ

ういう方向に進むべきだというふうに思いますの

で、改めて再度出てみえる委員の第１回といいま

すか、そういったところでは、しっかりその辺の

経過、知立市がどういうふうに今まで考えてきた

のか、これからどうしようと思っているのかとい

う経過の中にこういったものを入れていただきた

いというふうに思います。 

 意見書はいつでもお渡しします。ありますから

ね、議会の資料に、ということなんですよ、要は。

ぜひそういうほんとに子供にとって意味のある会

議のなるようにということで、スタートが肝心な

ので、名前が変わっただけですというふうでいっ

ちゃうというんじゃなくて、その辺の話をきちん

としていただきたいということをお願いをしたい

と思います。もう一度いいですか。 

○子ども課長 

 質問者のおっしゃられるようだと思います。そ

れで、やっぱり大きく変わるところは、今ですと

保育に欠けるということで保育園に入所していた

だいてこちらに来ていただいておりますが、新制

度の中では保育の必要量、どれだけ必要かという

ことで、それとまた、施設の向上もうたっており

ますので、そういう面を見まして、知立市におい

て、個々保育園とか幼稚園の利益じゃなくて、全

体の知立市の行政の中の保育行政として子ども子

育て三法の活用をして、どういう保育が一番いい

かというのを議論いただいて、その中で議論いた

だいて提案していただくなりしまして、そういう

ことで、よりよい保育ということで会議のほうを

進めさせていただきたいというふうに思っており

ます。 

○中島委員 

 今、保育の必要量とか出てきましたけども、こ

れもまだ具体的なシステムで今度、後から聞きま

すけど、こういったものも大きく変わってくるわ

けで、ただ、必要量で子供の保育の必要性が全て

図られるのかという問題もそこにはありますから、

知立市がそれに対してもどういう必要量を見てい

くのかということもかかわってきますので、単純

にスルーした形でやらないようにということを私

は特に申し上げていきたいと思います。 

 必要な条例が出てきますよね。そういったもの、

計画づくりに関与する、条例づくりというものに

対しても多尐はこれは関与するんですかどうです

か、その辺、聞いておきたいと思います。 

○子ども課長 

 かかわってきますものは支給認定基準というの

がありまして、保育の必要性の認定に当たってと

いうことで、事由だとか区分だとか優先利用とか

いうことで、そういう基準づくりだとか、あと、

教育、保育の利用料につきまして、これも条例ま

たは規則で定めるようになっております。 

 それと、認定教育、保育施設の運営基準、確認

基準でございますが、こちらにつきましても条例

のほうを制定していかなくちゃいけないというこ

とで、そのようなことがこれから示されるという

ことで、早ければ６月議会に上程するものも出て

くるかと思います。 

○中島委員 

 そういう条例づくりが義務になってくるわけで

すけれども、この子育て会議がそれは何かかかわ

りますかと聞いたんです。 

○子ども課長 
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 それにつきまして、まだちょっと詳細に区分し

ておりませんけど、子ども子育て会議の意見を得

て出していくというものあると聞いております。 

 以上です。 

○中島委員 

 当市としては、意見を聞いてそれをやっていこ

うと考えているということなんですか。 

○子ども課長 

 それにつきましては、第77条の中で意見を得る

べきだというものについては必ずそういうふうに

していきたいかと思っておりますが、まだちょっ

とどういうものが要るというのが私ではわかりま

せんので、そういう決まっておるのに御意見をい

ただかずに上程していくということはないと思っ

ております。 

○中島委員 

 その辺、どんなことを諮っていくのかというね、

さっきの第77条の第１項ということではあるんで

すけども、今言われた認定基準とか事業量、地域

施設のほうというか、どの辺までをという対象に

するのかという具体的なところも含めて、一度対

象とするものについて書面で一回出しておいてく

ださい。いいでしょうか。 

○子ども課長 

 また書面のほうで回答をということでさせてい

ただきますが、今現在ですと、例えば地域型保育

事業基準条例の制定ということで、地域型保育事

業の認可基準、認定を受けている施設事業の運営

基準、支給認定基準、放課後児童クラブの設備運

営基準、あと、先ほど遅くなるのではないかと言

っていた費用利用者負担等の確定、これは必ず条

例で策定しなくてはいけないものですから、これ

らのものが子ども子育ての計画に盛り込んでいか

なくちゃいけないものですから、そうすると子ど

も子育て会議のほうで多分認定というか承認とい

うか御意見をいただいていくことになるかと思い

ますので、ちょっと不確実なものもありますので、

一度詳細に調べまして、どういう条例規則なりあ

って、どういうものが意見を付すなりして意見を

頂戴していくかというのを一回お時間いただいて

調べていきたいかと思いますけど、ちょっとわか

る範囲でさせていただく予定でございます。 

○中島委員 

 子ども子育ての計画そのものが非常の膨大なわ

けであって、この膨大なものに対して意見を皆さ

んから聞くというこういうことで、非常に委員の

責任というのはすごく重いなという感じがします

よね。もちろん当局が事務局としてアンケートを

まとめたりね、つくっていくわけですけども、そ

れに対して、それぞれの認識を持っていないと、

ほんとに幅広くつくっていく計画なので、その辺

は何か新しいこういうものを出すたびに勉強会で

はないですけども、しっかりそれに対する理解を

していただきながら進めていただかないといけな

いなというふうに思います。 

 議会も議決事項に資するということに方向とし

ては決まってますので、私たちも責任が重い仕事

をするなという感じはしますけど、子育て会議の

ほうも大変ある意味では素人の方たちも多いとい

うね、その分野ではという方たちも多いので、丁

寧な説明、情報提供ということをやって、国の示

したマニュアルだから、はい、よろしいよという

ような進め方だけは決してしないでいただきたい

なと。一つ一つ子供の目線できちっと確認をして

いっていただくような丁寧な取り組みをしていた

だきたいなというふうに思います。 

 今年度、平成26年度でずっとつくっていくわけ

ですが、この子育て会議は予算のほうに出てます

が、何回か改めて聞きます。 

○子ども課長 

 会議の回数でございますが、１回が次世代の先

ほどの進捗状況の報告と、あと５回程度だったと

思いますが、５回にわたってやるということで、

計６回の会議開催予定ということで、たしか予算

があげてあったかと思います。 

○池田福子委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午前10時53分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午前11時03分 
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○池田福子委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第10号について、挙手により採決します。 

 議案第10号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○池田福子委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第10号 知立

市次世代育成支援対策推進協議会条例の一部を改

正する条例の件は、原案のとおり可決すべきもの

と決定しました。 

 議案第11号 知立市国民健康保険税条例の一部

を改正する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 これは市税条例と同じところの参考資料があっ

て、それと同じということではあるんですが、国

民健康保険税に今回上場株式等に係る配当所得に

係るこの保険税と、こういう形でつながってくる

わけですが、実際にはこの影響というのはどのぐ

らいあるものか、プラスになるのかマイナスのな

るのかちょっと見ててわからないなと思うんです

が、どういうふうに受けとめていらっしゃいます

か。 

○国保医療課長 

 影響がどの程度あるかという御質問については、

ちょっと読み切れないというような状況です。 

 ちょっと具体的に話をさせていただきますと、

国民健康保険でこうしたものがどういうふうに関

連してくるのかということになりますと、例えば

株式の譲渡益等の通常の方は源泉徴収でされてま

すので国保には賦課されていないということなん

ですが、これが確定申告等で所得としてあがって

きた場合に国保のほうに影響が出てくるというこ

とになりますので、こうした改正によって申告を

していただく方がふえるのか減るのかなというこ

とで影響が出てくる可能性はあるんですけども、

それについては今回の改正では国債等の利子や譲

渡益が株式と損益通算ができるようになりますよ

という改正なので、そんなに大きな影響はないの

かなとは思っていますけども、ただ、こういった

形の中で、株式等の取り引きが活発になってきて、

そうすると損益通算をするために申告をする人が

ふえてくるというような状況になれば国保のほう

は、ややプラスにいくのかなというところはある

とは思います。 

 マイナスに働くことはないのかなという感じは

してますけども、今まで申告されていた方が源泉

徴収等で済ませていくというふうに変わる可能性

は低いのかなということの中で、そういうふうに

ちょっと考えています。 

 以上です。 

○中島委員 

 大筋そういうこととして聞いたんですが、詳し

くなるとわからないというか、それが実態で私の

ね。 

 株式の関係で源泉徴収でやってるなんてことが

あるんですかね。それが私、思ったんですけど、

分離課税という形じゃなくて、源泉徴収で株式の

利益について乗せていくという、こういうことの

事例もあるということですね。 

○国保医療課長 

 私もその辺について全ての方どういうふうにし

ているかというのは知っているわけではありませ

んけども、税務課のほうの申告をしている担当に
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聞きますと、多くの方は源泉徴収を選択されてい

るのではないかと。譲渡損失等でそういうものが

出ると損益通算ができるので、確定申告を行って

還付を受ける申告するようになるというふうに聞

いております。 

○中島委員 

 そうすると、通算で損益のあれをやることがで

きるので、逆に言うと、マイナスだったときにそ

れを手続をしてすると安くなるという意味ではマ

イナス影響になるのかなって私は思うんですが、

趣旨からしたら。より皆さん、税金をこうしたら

安くなるということを考えますよね。マイナスの

部分を通算できるわけだから、逆に言うと、低く

なっていくんじゃないですか。 

○国保医療課長 

 ちょっと税務課のほうがほんとは専門なんです

けども、私の知識のほうから話をさせていただき

ますと、分離課税ですので、その分離した株式の

取り引きにかかわる部分の中で、それぞれ損失が

ある、利益があるということを計算を行って、マ

イナスになれば所得がゼロというふうに考えてい

きますので、そこでマイナスの出た部分を給与所

得から控除できるという制度ではありませんので、

減るという方向はないと思います。 

○中島委員 

 より今、政策的に言えば、株式とか国債とかど

んどんやってくださいよという政府の意図という

のがあるわけで、そういう人たちがやりやすいよ

うに環境づくりをするのかなという、政治的に思

えばそういうふうに私は受け取れるわけです。 

 より税金が重くなるということになると遠のき

ますからね、損したときと得したときと上手に調

整ができますよというような形が拡大されれば、

より株式の国債を買ったり証券を買ったりという

人たちがふえるかなと、そのための誘導策かなと

私は見ていたので、上がるというふうには全然思

ってなかったんですが、上がるのではないかとい

う見解ですね。これ以上、わからないですよね、

お互いにやっていてもね。そういう大きな政策的

なものじゃないですかね、税務課じゃありません

が。 

○国保医療課長 

 おおむね株式の取り引きを活発化させようとい

う流れかなというふうには思います。国債等の利

子と譲渡損も損益通算ができるようになるという

ことで、この法律自体が金融所得一体課税という

ふうに通称言われているということで、そういっ

た金融商品を１つのパッケージにして、その中で

利益があるかないかを見えるようにしますよとい

うことで取り引きをしやすくしようとしているの

かなというふうには思うわけですが、平成26年度

のものからについては、今まで所得税と地方税を

合わせて10％の課税だったものが20％にふえてき

てますので、もとへ戻りました。その点から見る

と余り株式の取り引きを活発化させようとしてい

るのか、それともどうしたいのかなというのはち

ょっとよくわからないなというところもあるわけ

ですけども、何せこの改正自体が平成29年からの

施行ということになりますので、ちょっと先の話

ですよね。だから、それまでに取り引きをされる

方はよく勉強をされて、その上でどちらが有利な

のかということを選択をしていっていただくこと

になるのかなと思います。 

 国保の立場から見ると、今こうしたものの課税

は総合課税と源泉分離課税と申告分離課税、この

３通りがあるわけですよね。そのどれを選ぶかに

よって株式等の取り引きにかかわる税金も変わっ

てくるし、申告をすることによって国保の非課税

の客体に入ってきちゃいますので、そういうもの

ももろもろ含めた上で考えていただく必要があり

ますので、税務課のほうで聞きますと、たまに所

得税、地方税の還付を受けるために申告をしたが

ために国保税が上がってしまったと、今でもそう

いう方があって、税務課のほうでそういった人に

ついてはトラブルになっちゃったこともあるとい

う話も聞いてますので、これから税率が高くなる

と、今回の改正関係ないですけど、平成26年から

税率が高くなると申告をして還付を受けるという

人がふえるのかなというふうに思います。そうす

ると、国保のほうに反映されてきてしまうという
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こともありますので、その辺は注意が必要なのか

なとは思ってますけど、あの制度自体が非常に複

雑ですので、取り引きをされるような方は専門的

知識をもとに、そういったところまで含めてやっ

ていただけるのかなというふうには思ってますの

で、ただ、私のほうの国保の影響については読み

切れないというのが現状ですので、よろしくお願

いしたいと思います。 

○池田福子委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第11号について、挙手により採決します。 

 議案第11号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○池田福子委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第11号 知立

市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件

は、原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第12号 知立市保健対策食育推進会議条例

の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○安江委員 

 議案第12号 知立市保健対策食育推進会議条例

について伺います。 

 まず、１の２につき、知立市食育推進計画を作

成し、その実施を推進するとあります。施行期日

は平成26年４月１日となっています。そうすると、

もう早速に実施がされることとなります。その計

画の内容を御紹介ください。お願いいたします。 

○健康増進課長 

 食育推進計画につきまして、こちら第２の計画

になりますが、平成25年、平成26年度の２カ年で

作成させていただきまして、平成27年度からの施

行ということになっております。 

○安江委員 

 市民の健康づくりに関する事項を調査、審議と

あります。知立市民の皆さんにこれらのことを実

施されることにより、どのように反映されるのか、

この具体的に例を挙げて御紹介お願いします。 

○健康増進課長 

 健康づくりにつきましては、こちらも第２次の

健康知立ともだち21計画、こちらのほうを平成25

年、平成26年度で制定いたしまして、平成27年度

より施行することになっております。 

 そちらの中で、特に重きを置いておりますのは、

健康事業の延伸、例えば平均寿命のほうは伸びて

おりますが、それだけではなくて健康でいられる

寿命期間を長くしていくというのが一番大きな計

画の柱かなと思っております。 

 あとは、地域で支える健康づくりということで、

地域の皆さんが助け合ってともに健康づくりをし

ていこう、そんなことも計画の中心の中に位置づ

けたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○安江委員 

 今、お答えいただきました、地域の皆さんが助

け合って推進していくと言われましたけど、具体

的にどういう助け合いを行っていくというのでし

ょうかね。お願いします。 

○健康増進課長 

 具体的にということで、いろいろありますが、

例えば例を挙げさせていただければ、各区には健

康推進員という方がみえまして、健康推進員を中

心にして、そこで例えば料理教室をやっていただ

いたりとかウオーキングをやっていただいたりと

か体操をやっていただいたりというような活動を
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しております。また、健康ボランティアの食生活

改善委員というものがそちらのほうを向いて減塩

の料理の指導をしたりだとか、子供クッキング、

そんなこともやっております。また、健康ボラン

ティアというウオーキング団体もありまして、そ

ちらが地域の方とウオーキングをしていただいた

りとか、そんなこともやっております。 

 そういうことで、行政だけじゃなくてボランテ

ィアの方とかと一体になって健康づくりを進めて

いければなということを考えております。 

○池田福子委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○中島委員 

 これ条例化してしっかりと推進会議のメンバー

に対しても報酬というのも今回出てますけど、条

例化するということで位置づけが明確になったと。

だから平成25年、平成26年と継続してやっていた

だいているんだけど、これを条例化したというも

のだというふうに認識をしております。 

 16人の委員ということで言いますと、これまで

と同様にやっていらっしゃるのか。これもどんな

方がいらっしゃるのか、中身をちょっと御紹介を

していただけますか。 

○健康増進課長 

 それでは、具体的なメンバーについてですが、

まず、学識経験を有するものといたしまして、愛

知教育大学の名誉教授、医療、保健、または学校

教育の関係者といたしましては刈谷医師会知立支

部代表、知立市歯科医師会の代表、知立市薬剤師

会の代表、知立市小・中学校ＰＴＡ連絡協議会長、

衣浦東部保健所管内栄養士会代表、地域団体また

は公共的団体を代表するものといたしまして知立

市区長会代表、知立市民生児童委員代表、ＪＡあ

いち中央農業協同組合知立代表理事、愛知県職員

衛生協会安城支部知立分科会代表、知立市健康ボ

ランティア代表、知立市食生活改善協議会代表、

保育所または幼稚園に在籍する児童の保護者とい

たしまして知立市保育園保護者代表、市民の代表

が一般公募で２名、関係行政機関の職員といたし

まして衣浦東部保健所長、以上のようなメンバー

構成となっております。 

○中島委員 

 こういったメンバーなので、当然入ってくるの

かなと思いますが、管理栄養士という資格で入っ

ていらっしゃる方はおみえになりますか。 

○健康増進課長 

 管理栄養士でございますが、衣浦東部保健所管

内栄養士会の代表、これは管理栄養士です。あと、

知立市食生活改善協議会代表も管理栄養士を予定

しておりますが、もしかしたらこちらのほうは管

理栄養士じゃないことになるかもしれない。ちょ

っとまだ決まっておりません。 

○中島委員 

 地域にも管理栄養士の資格を持った方がみえる

わけです。そういった方に幅広く活躍していただ

けるといいなというふうに私は考えておりますの

で、そういう方たちの発掘、そして登録みたいな

ことも含めてボランティアのいろんな活動もあり

ますけれども、管理栄養士についても活躍してい

ただけるような場を設けるような努力をしていた

だきたいなというふうに思います。 

 ボランティアで先ほど安江委員の質問で、どん

な活動をしてるという地域ボランティアの方たち

が地域でサロンのような形で食事会してみたり、

健康体操してみたりというようなことをやってい

らっしゃいますよね。ああいう地域的なところで

も管理栄養士がちょっといると違うんですよね。

その辺の活用については、どんなふうにお考えで

しょうか。 

○健康増進課長 

 保健センターにも管理栄養士おりますが、管理

栄養士は出前講座を頼んでいただければ出前する

ことも可能ですが、そちらよりは食生活改善推進

委員というボランティア団体がありますので、そ

ちらのほうにお声かけをいただければ気軽にそち

らのほうから参加のほうをさせていただきたいと

思います。 

 ただし、その日程とかの都合で、必ず管理栄養

士が行けるかどうかというのはわかりませんが、

栄養に詳しいボランティアが派遣を受けることは
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可能だというふうに考えております。 

○中島委員 

 だから、管理栄養士がちょうど退職しちゃって

いるか、途中で退職してまだ元気でやっていらっ

しゃるという方もおみえになりますから、登録制

か何かにして管理栄養士御協力くださいという形

で大いに活躍していただけるといいんではないか

なというふうに思いますので、一忚これはこのメ

ンバーに入ってくださいということではなくて、

そういう活動に参加していただけるような、そん

な機会をつくっていただきたいなというふうに思

います。 

 今回は計画が平成27年度からスタートというこ

とで、平成26年度に完成するという計画で、あと

１年、今どの辺の段階までいっているんですか。

新しい成果品というのがどの段階でそれはできて

くるのか。 

○健康増進課長 

 現在の進行状況でありますが、平成25年度につ

きましてはアンケートの実施と集計までというこ

とで進めております。 

 現在、小学校と中学校のアンケート及びそちら

のほうは終了しておりまして、一般の方のアンケ

ートが今、行われているということで、その集計

までです。平成26年度に入りまして、そのアンケ

ートの分析あるいは１次の計画の反省いたしまし

て、それをあと関係団体のヒアリング等を行いま

して、12月議会にはこちらも議会の議決事項とな

っておりますので、12月議会に間に合うような形

で素案のほうは完成していきたいというふうに考

えております。 

○中島委員 

 それから、もう一つ、ＪＡのメンバーも審議会

の中に入りますよね。生産者代表ということでし

ょうかね。どんなイメージで生産者というのをね、

やっぱり入ってもらうのはいいと思うんですが、

どんな方が、どんなふうな活動をしていらっしゃ

る方が入ってくるのかということも、もし考えが

あれば伺いたいと思います。 

○健康増進課長 

 ＪＡの方につきましては、前回も入っていただ

いておりまして、農業団体の代表ということです。

特に食育部門におきましては地産地消というのが

非常に大きなテーマになっておりまして、地産地

消を進めていく上でも農協の方というのは非常に

大事な役割を果たしていただけるんじゃないかな、

あるいは食の安全という意味においても重要な役

割を果たしていただけるんではないかなというこ

とを考えております。 

○中島委員 

 だから、ＪＡの中のどんな人が出てくるんです

か。 

○健康増進課長 

 あいち中央農業協同組合知立代表理事が出てま

いります。 

○中島委員 

 地産地消で頑張ってる農家の団体もありますよ

ね。なかなかあの団体の活動も幅広くならないと

いうようなね、学区が広がっていくとかそういう

ふうにはなかなかならなくて悩みを抱えていらっ

しゃいますけど、そういったものを支援するよう

な形の私は計画がほしいなと思うんですけど、計

画としてはね。そういった地産地消の推進という

点では、どういうふうに具体的に何かお考えがあ

りますか。 

○健康増進課長 

 具体的な取り組みについて、今、新しいものと

いうものでは持っておりません。今回、今から詰

めていくものだというふうには考えてはおります

が、今いただきました御意見、大変すばらしい意

見だと思いますので、ぜひ取り入れられるような

形で検討はさせていただきたいとは思っておりま

す。 

○中島委員 

 広報でもいろいろ書いてありましたけど、知立

市の大豆を使った何か料理するとか、そんなよう

なことも広報で出てたなというふうに思いますけ

ども、地産地消というところで生産者の意欲を広

げなきゃいけない。それを活用する側もそれを受

け入れる努力をしていかなきゃいけない。両方ほ
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しいわけですよね、これは。ここが合致しないと

広がらない。今は南保育園が受け入れているとい

うのも一部ですけどね、全部じゃないですけど、

一部の食材はそこでいただくというような関係で、

顔の見える給食ということで、子供たちに野菜大

好きな子供ができるという、いい経験を積んでい

らっしゃる保育園でもね、そんなのが広がるとい

いなというふうに思って前からいるわけで、そう

いった活動を後押しできるような計画ができると

いいなということを思っております。健康で長生

きできる、子供だけじゃなくて大人も食生活を見

直してということで全般的なこの計画がほんとに

大きな意義を持つといいなということを思ってお

ります。よろしくお願いいたします。 

○池田福子委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第12号について、挙手により採決します。 

 議案第12号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○池田福子委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第12号 知立

市保健対策食育推進会議条例の件は、原案のとお

り可決すべきものと決定しました。 

 議案第19号 平成25年度知立市一般会計補正予

算（第６号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○安江委員 

 議案第19号 平成25年度知立市一般会計補正予

算（第６号）の中で、第１条歳入歳出予算補正の

うち、歳出のうちから伺います。 

 平成25年度知立市補正予算書及び予算説明書か

ら４款衛生費、２項清掃費について、57ページに

ある印刷製本費について御説明をしてください。

お願いします。 

○環境課長 

 この印刷製本費につきましては、ごみカレンダ

ーを主に、あと、ごみの行方という教材、こちら

のほうをやっているんですが、印刷製本費の中で

カレンダーのほうが入札差益が出たものですから、

その分を減額するものでございます。 

○安江委員 

 続きまして、会場借り上げ費についても御説明

をお願いします。 

○環境課長 

 会場借り上げ料につきましては、当初リユース

マーケットを平成24年度にパティオで行った経過

がございます。平成25年度の当初予算を編成する

段階で会場がパティオがちょっと高額だったとい

うこともありましたので、いろいろ検討をしてお

る中で、当初予算で、ある程度の金額を見込んで、

当初は駅前でリリオだとかそういったところを借

りようと考えておったんですが、福祉の里という

ところで平成25年度、２回開催をしております。 

 最初は会場使用料等が発生すると思ったんです

が、市の事業ということで御理解をいただきまし

て、無料で２回開催をさせていただきました。そ

の分を減額するものでございます。 

○安江委員 

 続きまして、塵芥処理費について伺います。 

 002ごみ収集事業、003不燃物処理場維持管理事

業、005分別地区集積所維持管理事業について、

減額補正がされています。これについてわかりや

すく説明してください。お願いします。 

○環境課長 

 不燃物処理場の維持管理事業の中でございます。
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浸出液処理施設、これは第２不燃物処理場、いわ

ゆる埋め立て処分場、こちらのほうの地下水とい

うか変なものが流れないようにということで浸出

液処理施設というものがございます。それをきれ

いな形にして公共水域に流していくということで

ございます。これの委託業務の入札差益が出てお

ります。 

 あと、水質の分析委託料、こちらの浸出液処理

施設では法定的に水質の検査が求められておりま

すので、こういった委託料もございます。それの

入札差益。 

 それと今回、剪定枝、第２不燃物処理場の西側

に夾竹桃があるんですが、それを高木剪定をさせ

ていただきました。こちらのほうの入札差益も入

ってございます。 

 あと、分別地区集積場維持管理事業、こちらの

ほうにつきましては報償金でございますが、人口、

均等割等の人数によって予算額との当初の差が出

まして20万1,000円の減額となっております。 

 ごみ収集事業につきましても、ほとんどが委託

料でございますが、資源ごみ不燃物処理収集運搬

委託料、これは各57カ所の地域の分別の場所です

ね、集積所、こちらからの搬出の運搬、マンショ

ンだとかの運搬ですね、それの減額が73万5,000

円、可燃ごみ運搬委託料、こちらのほうが34万

1,500円の減額。 

 あと大きなのがプラごみの中間処理委託料、こ

れは当市につきましては容器リサイクル協会に対

して市で直営で中間処理というか、きれいにして

やってるわけではございませんで、委託によって

きれいに分別して、それをペール状にすると、固

めて圧着してということですね、それを容リ協会

に出していると、その委託料が162万8,940円の減

額。 

 あと、ペットボトルの中間処理、こちらのほう

も同様です。市で直営でやってるわけじゃござい

ません。ペールにする作業を委託しております。

これが44万6,158円の減額。 

 あと、食用廃油回収委託料、こちらのほうはシ

ルバーのほうが各保育園のほうに曜日を決めて油

を回収しております。それの委託料が５万7,000

円の減額になっております。 

 以上でございます。 

○安江委員 

 続きまして、６款農林水産費、１項農業費、１

農業委員会費、農業総務費、農業振興費について

減額となっています。この農業総務費については

職員手当等とありますが、なぜこうなったのか、

その経緯とともに教えてください。よろしくお願

いいたします。 

○経済課長 

 農業総務費、人件費でございますので、この委

員会ではお答えできない内容だと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

○池田福子委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○三浦委員 

 観光面に関してであります。61ページの観光施

設維持管理事業土地借り上げ料ですが、この件に

ついてお願いします。 

○経済課長 

 平成25年度予算におきまして土地借り上げ料で

ございますけども、まず、八橋の五戸尻駐車場に

関しましては、当初４月から12月までの予算を組

んでおりました。補正予算で購入をすることにな

りまして、11月15日までの借り上げになりました

ので、その分が減額という形になっております。 

 それから、知立公園の駐車場、これが当初10月

から借りる予定で予算を組んでおりましたけども、

12月からの借り上げになりました。この部分と２

つの減で48万7,000円の減になっております。 

 以上です。 

○三浦委員 

 これ、八橋と知立神社ということでありますが、

観光面に関して、今度５月２日、３日、知立まつ

りと一緒に全国山・鉾・屋台保存連合会の知立大

会があります。この知立大会については、文化課

のほうが担当するかと思いますが、それに絡んだ

観光についてちょっとお伺いをさせていただきま

す。 
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 知立大会のときに全国から350人来まして、５

月３日に視察という形で、その350人の中から330

人がバス７台で知立市の観光をします。どういっ

た観光になるかといいますと、駅前で山車を見ま

して、そのあとバスに乗って松並木通りまして馬

市、一里塚を見て、これは車窓になるかと思いま

すが、八橋無量寿寺に行くということであります。

無量寿寺に着いてかきつばたを見ていただくとい

う、こんなような形で大体午前中にこれがあるわ

けですが、観光で松並木と一里塚、八橋に行くん

ですけど、その件は御存じですよね。 

○経済課長 

 当然その会の中に入っておりますので、バス７

台で人数が320名ということは承知しております。 

○三浦委員 

 これは、全国の祭り関係者といいますか、プロ

が330人来るわけですが、その方に見てもらうと

いうことで、知立市も観光の受け入れですよね、

どういう形になっているかというのをきっとしっ

かり見ると思うものですから、それに対する対忚

といいますか、それができているのかなというの

が尐し心配であります。 

 例えば一里塚のところですね、前にも質問あり

ましたけど、ごみの集積所があって、大変景観的

に悪いというようなこともございましたけど、そ

の辺のことが何か対策があるんでしょうか。 

○経済課長 

 全国から非常に多くの方が来られます。１号線

の松並木のところにごみ袋が出ていたり、一里塚

のところにごみの集積所があります。そういうこ

ともありまして、そういう話はよく聞きますもの

ですから、当然その当日はそれがないようにうち

のほうでは回って確認していきたいとは思ってお

りますけども、今回、観光ボランティアの方も参

加していただきますし、市の職員も多くの方が５

月２日、３日のお手伝いをするような形になって

くと思います。ですから、全国の方に恥ずかしく

ないような形で八橋のかきつばた園も見ていただ

けるような体制をとっていきたいと考えておりま

す。 

 以上です。 

○三浦委員 

 今、ごみのほうを片づけるとか、一里塚のごみ

ステーションは一緒です。片づけれませんよね、

これ。 

○経済課長 

 一里塚のごみステーション、あそこは設置して

ありますので、ボックスや何かは動かせるものは

ある程度動かせるのかなと思っておりますけども、

ごみステーション自体をなくすことはできないと

いうことは御理解いただきたいと思います。 

○三浦委員 

 多分、車窓からあれを見ると思うんですけど、

一里塚、そういった知立市にとっても重要な観光

の一つですよね。それ見てもらったら根元にごみ

ステーションがあるということで、ちょっとこれ

は疑問を抱くんじゃないかなと思うんですけど、

何とか対策をですね、対策といって片づけるわけ

にはいかないと思いますので、その辺、何かちょ

っと考えていただきたい。ごみのほうの。 

○環境課長 

 トコトコ東海道のときにも、以前、来迎寺の区

長のほうから、自分が片づけたので今後は市のほ

うでやってほしいということで、そういう行事が

あるというときにはどうしても見ばえが悪いとい

うこともありました。今年度につきましては、市

の作業員が移動をその行事のときに、トコトコの

ときには移動をさせていただきましたので、今回

も固定してどうにもならんやつは別として、みな

りがいいような形にさせていただきたいと思いま

す。 

○三浦委員 

 今回はしようがないとしても、今後これのすぐ

根元にあるというのはちょっと見た目も悪いもの

ですから、一度一考していただきたいと思ってい

ます。 

 それから、八橋のかきつばた園に入るわけです

けど、今、恥ずかしくない対忚と言ってましたけ

ど、先日うちの大会の役員で八橋のかきつばたへ

行ったんですけど、中のいろいろ由来とか書いた
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小さい看板とか、いろんなものがたくさんありま

したけど、それが古くて、文化課の職員も、これ

は直さないかんななんていって話してたんですけ

ど、そこら辺の対忚は何かありますかね。 

○経済課長 

 八橋のかきつばた園の中の看板に関しましては、

正直言いまして予算取っておりませんので、今の

ままの状況でお客さんをお迎えすることになりま

すけども、木に関しましては、この木は何々とい

うような名前を来た方にわかるようにプレートを

つけるような形はちょっととらせていただこうか

なと思っております。 

 以上です。 

○三浦委員 

 私たちが見ても、これはちょっとひどいなとい

う看板がたくさんありましたので、それを多分こ

こはおりて時間が尐し20分ぐらいありますので、

見ていただくと思うんですけど、何とかしてもら

えないかなと思うんですけど、この時期になって

１カ月ですので、なかなかちょっと難しいと思い

ますが、そういったことに気がつかないといいま

すか、その辺のおもてなしの感じが大変まずいな

と思うんですけど、市長なんか八橋なもんですか

ら、市長どう思います。 

○林市長 

 看板でありますけれども、私も気になる看板が

あるかなというふうに思っておりますので、一度

全部が直るかどうかわからないんですけれども、

あまりにもひどいやつは直さなければいけないな

というふうに考えております。 

○三浦委員 

 ぜひ市長の地元ですので、そういった話も出て

くると思いますので、ぜひ直していただきたいと

思います。 

 これが５月３日なものですから、まだかきつば

たは多分咲いてないと思うんですけど、その辺の

対策って何か考えているのか。 

○経済課長 

 昨年ですと５月３日、ある程度、私、行きまし

たけど咲いておりました。今年度もこの気候であ

れば、ある程度は咲いてくるんではないかという

楽観的な見込みをしております。 

 以上です。 

○三浦委員 

 楽観的な希望だそうですけど、地元の育成会で

したっけ、保存会でしたっけ、そちらには話はし

てあるんでしょうか。 

○経済課長 

 ことしのかきつばたの咲くのはどうですかと聞

いても、やはりこれは憶測でしか物が言えないも

のですけども、温度が上がってくれば去年と同じ

ような状況であれば５月３日はある程度咲いてい

るというふうには聞いております。 

 以上です。 

○三浦委員 

 たとえ一角でも咲いているところを見ていただ

きたいと思います。せっかく全国から行きますの

で、その点、また地元と話をしておいていただき

たいと思います。 

 それで、多分かきつばたが余り咲いてないとい

うことで、どこを見ていただくかといいますと、

資料館も案内するということを聞いてますけど、

資料館に今、市長がよく言いますけど、光琳がか

いたかきつばたのびょうぶ、これは飾ってはない

ですよね、今は。 

○経済課長 

 かきつばた図に関しましては、文化課のほうで

持っております。かきつばたの期間中を借りれる

かどうか、一度またその辺は文化課と協議して、

飾れれば飾れるようにしたいと思います。 

 以上です。 

○三浦委員 

 それ、協議してないっていって、私が聞いたの

は、飾ると聞いたんですけど、その辺、正確なあ

れをお願いします。 

○経済課長 

 期間中は飾っていました。ですけども、ことし

に関して、一度担当とよく確認しますので、飾る

ということは後で御返事させていただきます。 

 以上です。 
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○三浦委員 

 市長、光琳のかきつばた図、ぜひ飾りたいです

よね。 

○林市長 

 光琳のかきつばた図は飾りたいなと考えており

ます。 

○三浦委員 

 この５月２日、３日、期間中ですけどね、ぜひ

飾ってください。前から私も言っているんですが、

せっかくのすばらしいですね、レプリカではあり

ますが、それを持ってるものですから、それが市

民にしても見る機会が余りないということですの

で、今回こうやった形で全国からも来ますし、知

立市の市長の言う5,000円の裏の絵になってると

いうことで、大変アピール度はあると思います。

そこら辺が、今回来て、八橋行って目玉になるの

かなと思ってますので。 

○経済課長 

 今、決裁が私の机の上に回ってきたところだそ

うですので、飾るということで依頼していいそう

です。 

 以上です。 

○三浦委員 

 尐し安心しました。せっかく来るものですから

ね、ぜひ見ていただきたいということで、それに

関連しまして、やはりおもてなしの心といいます

か、せっかく知立市に来て、午前中知立市の史跡

全部回るわけですので、ぜひその辺は観光の担当

として考えておいていただきたいと思います。終

わります。 

○池田福子委員長 

 ここで午後１時まで休憩とします。 

休憩 午前11時53分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後０時58分 

○池田福子委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ほかに質疑はありませんか。 

○中島委員 

 きょう資料を配付していただいております自立

支援事業運営費安定化事業扶助費という補正予算

で減額になっていることについて、それは廃止さ

れたことになるが、けやきの運営状況はどうかと

いうことで、この資料を出していただいたという

ことですね。 

 この資料、全般どういうふうに訴えたいのかよ

くわからないところがありますけども、説明をし

ていただけますか。 

○福祉課長 

 今回、障害者自立支援対策臨時特例事業費補助

金についてということで、けやき作業所介護給付

費収入及び積立預金の推移表というところで、３

月13日にけやき作業所の橋本施設長と協議させて

いただいて作成させていただきました。 

 平成18年から平成25年の内容でございまして、

当初旧法でいきますとサービス事業名としては平

成18年から平成20年が通所授産施設というところ

で利用者の数が51人、50人、51人で推移しており

ます。平成21年から平成25年については、自立支

援法、新しい法律にのっとって生活介護事業と下

に書いてあります４番目の米印ですが、メープル

けやきが就労継続支援事業所として平成21年に開

所し、15名の利用者が移りました。今回、対象と

なっている生活介護の関係は、平成21年から利用

者が32名、34名、35名、39名、平成25年39名とい

う形で推移しております。 

 それに伴う介護給付収入、②ですが、平成18年

のときは5,900万円余、平成19年が6,800万円余、

平成20年が7,500万円余、平成21年から新しい制

度になりまして、このときには臨時特例事業費補

助金が加算された数字というところで6,300万円

余、平成22年が6,200万円余、平成23年が6,100万

円余、平成24年が約6,900万円で推移しておりま

す。平成25年からが臨時特例事業費補助金が削減

されておりますので、6,080万円余で平成24年、

平成25年での比較はマイナス794万5,904円の見込

みでございます。 

 参考資料としては、１人当たりの介護給付収入

として③、②割る①ということで、１人当たりの

単価を表記してございます。平成21年は約190万



- 22 - 

円余、平成22年は180万円余、平成23年が170万円

余、平成24年が170万円で平成25年が150万5,900

円程度でございます。 

 次に、けやき作業所の財政的な圧迫があるかど

うかを確認するために積立預金の推移を載せさせ

ていただいております。平成18年は3,570万円程

度、平成19年には4,580万円程度、平成20年には

4,230万円、平成21年には6,260万円、平成22年に

は6,400万円、平成23年には6,600万円、平成24年

には7,100万円程度という形で、平成20年を除い

て積み立てを歳入歳出の部分で余剰が出た部分を

積み立てていらっしゃるという表でございます。 

 今回、新しい法律になって、どういうような補

填がされるかということですが、一番上の米印で

すが、障害者自立支援対策臨時特例事業費補助金

は１カ月間の開所日の90％の出勤率を補償した制

度でした。旧法では１人当たり１カ月当たりの単

価で計算していたものを新法では１カ月当たりの

出勤日数に単価を掛ける方法となっておりまして、

その臨時特例給付金は、その１カ月当たりの出勤

率を90％を補償するものという制度でございます。 

 けやき作業所では１カ月間の開所日の85％が現

在出勤率だそうです。けやき作業所は、平成21年

に通所施設から生活介護に移行し、利用者が32名

になり、メープルけやきができた段階で15名移っ

たという経過でこの表を作成しております。積立

金は全てが運転資金に回されるわけではなくて、

将来的な施設の設備等への積み立てもございます。 

 実際、平成24年7,100万円程度あるんですが、

運転資金に回せるのは1,500万円程度だというこ

とを聞いております。実際、平成24年は制度があ

り、約490万円程度の積み立てができましたが、

平成25年においては約800万円程度のマイナスで

すので、前年度の積立金はマイナス300万円程度

が見込まれるというような内容でした。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 積立預金というところ、今ちょっと確認ですが、

ずっとありますね、下から２段目のところ。これ

は累積の預金高ということなのか、毎年こうなの

か、これはどういうふうですか。 

○福祉課長 

 これは累積の金額でございます。 

○中島委員 

 下が前年度差額ということなので、積み立てて

プラスになってというこういうことで今日の段階

まできて、平成24年度では7,185万9,000円という

ところまできていると。今年度は大きなマイナス

になるということで、新たな積み立てはプラスは

ないと、こういう影響が出たということですよね。 

○福祉課長 

 そのとおりでございます。 

○中島委員 

 介護給付費の収入というところは、市が付与し

た金額を加算した金額であると、これは②といっ

て先ほどは言われましたよね。 

○福祉課長 

 実際の支払いは、国保連を通じて請求がありま

して、それがけやき作業所のほうに知立市分だと

かほかの市の方もみてらっしゃるので、これはけ

やき作業所のほうが実際歳入として受け入れられ

た数字です。 

○中島委員 

 そうすると、②というのは自立支援法に基づい

て基本的に９割の分が、１割は本人負担、基本が

ね、ほかの部分が各市のほうからの扶助費で入っ

てくると、それのみということですね。 

 これ、平成21年度からですが、補填したお金、

加算したお金、市が先ほど90％補償ということで

加算したお金は幾らかというのは、どこかわかる

んですか。 

○福祉課長 

 市が加算したお金は、平成24年と平成25年の比

較しかわからないです。もう加算された状態でけ

やき作業所のほうはお金を受け取ってますので、

どの部分が加算されているかというのはわからな

い状態になっております。 

○中島委員 

 でも、90％の出勤率を補填するという算定方式

は確立しているので、実績的にわかるんではない
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んですか、一覧でずっと。 

○福祉課長 

 けやき作業所のほうに資料の提出を求めたんで

すが、歳入側で各市町から幾ら入っているという

ことしかわからないので、90％の数字でも入って

きてしまうというのが現状でございます。 

○中島委員 

 国の法律的な対忚なので、各市の扶助費の中に

込み込みになって入っていってしまうということ

なんですね。ちょっとわかりにくいですね。90％

の補填というのは、一人一人がそこでサービスを

受けていることに対する扶助費という形ではなか

なか計算できるものじゃないですよね。一人一人

が90％いったかどうかということに基づく扶助費

だったんですか。 

○福祉課長 

 １人に対して90％出勤した金額という形で歳入

が入ってきておりますので、実際はパーセンテー

ジでけやき作業所のほうが見ていくと、米印の２

段目に書いてあるように85％であるということで

した。 

○中島委員 

 わかりました。そういう方式でやられているの

でということですね。みんな90％出たよという計

算式で各市に請求がいくというか、実績が報告さ

れて、そのお金が入るので、個々にどのぐらい出

席したかの差額、実態調査しかそれはどのぐらい

補填されたものかがわからないという、そういう

ことですね。 

 ただし、平成25年度はなしになってしまったら

794万5,900円不足したということですね。これは

平成25年度と平成24年度の差額という形で同じ事

業実績だった場合を想定してこれだけ尐なかった

という、一忚そういうことしかできないというこ

とですね。だから、これだけ減ってしまったとい

うことですね。１人当たりでは20万円そこそこが

減ってしまったということで、そうすると貯金が

できないよと、ことしは。これからどうするんで

すかね。 

○福祉課長 

 一忚国のほうの見直しとしては３カ年の期間が

あるそうで、けやき作業所としては85％というの

は運営的には厳しいので、県にそういう団体、事

業所の集まりがあるので、そこから愛知県を通じ

て国のほうに訴えていきたいと。現状が85％なん

ですよというところでございますかね。 

 あと、自助努力としては、体調が悪い方で長期

に休まれる方等があるので、入所する人数を多く

して、要はできるだけ90％になるような形で利用

者を多く集めて配置をうまいこと調整をとってい

くという努力も今後していきたいという話をされ

ています。現実に、もう既に平成23年、35名から

平成24年に39名という形で４名ふやしてあるとい

うのは、そういう努力をしているというところで

ございます。 

○中島委員 

 商売なら売り上げをふやして、その分を補填し

ようという発想なんですが、人員がふえなければ

たくさん受けられないというね、職員数のことに

もかかわりますよね、障がい者の方たちを預かる

施設ですからね。基準もあるでしょうし、そうい

うものを無視してどんどん受け入れるっていうこ

となんかできないはずですよね。そういう基準と

いうのはどうなっている。その範囲でやっている

んですか、これは。 

○福祉課長 

 基準については、その最大限の１割程度の中で

何とか運営をされているというところでございま

す。 

○中島委員 

 基準があるけども１割オーバーした形でという

意味ですか。 

○福祉課長 

 １割オーバーしたまでは受け入れられるので、

その範囲の中で対忚をされていると。 

○中島委員 

 基準よりも尐ない人でたくさんを見るという、

結果的にはそういうことになるわけですね。そう

すると質の低下とか十分なサービスが行き届くか

なという心配も尐しここに残ってくると。受け入
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れてほしいという話がいっぱいあるので困らない

んでしょうけど、その枞を埋めるのは多分困らな

いでしょうけども、指導員の数がその分はちょっ

と不足すると。 

 そもそも平成21年度でそういう制度になるとい

うことで、けやきとしては正規の職員を減らしま

したよね、その平成21年度の段階で。その辺はど

ういうふうに覚えていらっしゃいますか。 

○福祉課長 

 平成18年からスタートなんですけれども、けや

き作業所としては第２けやきをつくるところで新

制度に切りかえるという形で対忚しておりますの

で、第２けやきを新しくできた段階で、その新し

い制度に乗せかえたという形で聞いております。 

 以上です。 

○中島委員 

 新しい制度ができたときに副所長がやめられた

よね。正規で自分が給料たくさんもらう職員がい

るのが重たいだろうというような思いでね、やめ

られたんですよ。正規の職員がもう既に１人やめ

られた。その後どんな対忚がされたのか、ちょっ

と詳しくは聞いてませんけど、とても今までの体

制ではやっていけないということでやめられたん

ですよね。この間の職員体制はよくわかりません

けども、その辺のことも相談に乗っていただいて、

やはり必要な支援はしないといけないと思うんで

すよ。 

 もちろんけやきだけじゃなくて、いろんな障害

者施設があるので、ここだけを特化して何でも支

援するというのがバランス上どうかという話が出

てくるかもしれませんけど、ほかのところも底上

げしてあげるということをやりつつ、ここの場合

はたくさんの事業を引き受けていただいているわ

けなので、そういった必要な支援ということにつ

いては、今後も考えていくべきだと思いますが、

それはどういうふうに。何か本会議のときに、そ

のかわりに何か仕事を、委託をふやしていくとか

というようなことを尐し言ったような気がするん

ですけど、ちょっとわからなかったんですね、ど

ういう意味なのということで。 

○福祉課長 

 当初予算の概要にも載せさせていただいており

ますが、就労相談支援事業ということで、けやき

作業所のほうにも障がい者の相談に乗っていただ

くように委託金という形で委託を平成26年度予算

でさせていただく予定でございます。 

○中島委員 

 それが支援ですかね。それが支援になる。仕事

をやってもらうんでしょう。もちろん仕事をやっ

てもらえば、その仕事の委託金は入る。その仕事

は、どういうスタッフがやるんですか。スタッフ

の専門性とかいうこともあるんじゃないですか。 

○福祉課長 

 予算の概要の62ページになるんですけれども、

障害者相談支援事業委託ということで、障がい者

の利用サービスのための事業所を平成26年１月に

始めていただきました。今回その事業所で障がい

者の計画を立てていただくんですが、その人員に

ついて500万円程度、市から障がい者の方の相談

員として63ページの相談内容にあるんですが、福

祉サービスの利用の援助だとか、社会資源を活用

するための支援、社会生活活力を高めるための支

援、ピアカウンセリング、訪問相談、権利擁護の

ための必要な援助、自立支援協議会の作業部会へ

の運営支援、その他日常生活、または社会生活を

営む上での必要な支援ということをしていただく

ために委託という形で１人分の人件費を委託させ

ていただいております。 

○中島委員 

 それは何か専門職が行うということでしょうか。 

○福祉課長 

 相談支援の資格を取っていただいた方にやって

いただく予定でございます。資格が必要でござい

ます。 

○中島委員 

 資格を持った方の１年間の委託費が、これ全部

が給料ということでいいんですか、約500万円。 

○福祉課長 

 給料と事務費、事業費が含まれております。 

 以上です。 
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○中島委員 

 給料は、どの程度入っているんですか、専門職

の。 

○福祉課長 

 人件費は約505万円でございます。あと、事務

費が７万円でございます。あと、事業費が123万

5,000円でございまして、そこからサービス報酬

として事業所として相談支援の計画を立てると新

規で１万6,000円とモニタリングという形で６カ

月等に１回相談支援の計画を立てた方に対しての

経過を見るのが１万3,000円でございまして、サ

ービス報酬としては102万6,000円の事業所として

の収入が入りますので、そこを引いてトータル

500万9,020円という形で積算しております。 

 以上です。 

○中島委員 

 余り予算審査のほうに入っていっちゃうといけ

ないので、今はこの補正予算の減額ということで

すけども、社協にこれは今は委託をしていますよ

ね。それは当然やっていただいていると。けやき

のほうは今年度はやらなかったということで減額、

社協のほうの委託についても今と同じような内容

で委託が計算されるということでいいですか。 

○福祉課長 

 社会福祉協議会のほうは、平成25年は２名だっ

た相談支援員を３名という形で計算させていただ

いて委託しています。 

○中島委員 

 社協のほうに平成25年度も委託している。ケア

プランをつくっていくための面接相談というか、

１件が１万6,000円だという話ですけれども、社

協が平成25年度に行った人数をもう一回言ってい

ただきたいんですね。ケアプランを作成したとい

う方の人数。 

 それと、もう一つは、必要な人、つくらなけれ

ばならないわけですよ。新たに必要な人。 

○福祉課長 

 社会福祉協議会のほうで実施していただいたの

は、２月10日までで27名、３月10日で72名で計99

名でございます。 

 ２月10日までに支給があったものについては、

平成25年度の支払いで処理されます。３月10日の

ものは平成26年当初のほうに回ってしまうという

ことで聞いております。 

 ですので、現在３月10日までで処理できてるの

は99名で、当初平成25年４月で相談を受けなけれ

ばならない方の数は300名というふうにみており

ましたが、かなり要望があるということで、今後

は全体で350名から400名程度ですので、残り250

名から300名はみていかなければいけないという

ふうに考えています。 

 それを今回、相談支援員２名から５名にするの

で、それで何とか対忚できないかなというところ

で考えております。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 予算のほうにすっといつもは入っていっちゃう

ので話がまた難しくなった。平成25年度だけの話

にしておいていただけるといいんですけども、平

成25年度にケアプランをつくったのは99名だけど、

財政処理的には72名の方は新年度予算のほうで支

払いになるということなので、27名だけというこ

とですね、平成25年度はね。 

 今回減額が400万円ということですよね。この

減額分というのは、今言った72名分のということ

になるのか、さらにどういうことですか、この減

額は。 

○福祉課長 

 計画を立てた方は順番に計画を立てるんですが、

要求をするのが当初27名なのか、それとも３月10

日までに処理できる99名なのかというのが問題が

ございまして、とりあえずは99名ができるという

ところで予算削減をさせていただいております。 

 ただ、やはり時期がずれてしまったので、不用

額は出るというふうにみております。 

 以上です。 

○中島委員 

 社協で現在２名みえるんですかね。２名の方に

対して委託をこの仕事をしていただくということ

で506万6,000円が当初にあったと。 
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○福祉課長 

 平成25年は社会福祉協議会の委託というところ

で1,300万円程度を予算計上させていただいてお

りまして、けやき作業所については平成26年度で

予算化をするという予定でございます。 

○中島委員 

 平成25年度のことを聞いてるんですけども、平

成25年度の相談支援給付費等補助金、これは

1,300万円だったということですか、当初が。ち

ょっと見たら違ったので聞いてるんですよ。506

万6,000円から400万円減額というふうに見たので、

今の話はどういうことかな。 

○福祉課長 

 予算の概要の前年度予算額の1,350万円が平成

25年度の委託料です。 

○福祉子ども部長 

 今1,300万円と言っているのは、通常の一般の

相談業務が委託事業でありまして、今、話題にな

っている相談事業については、これは一つのサー

ビス事業であります。福祉サービスの一環として

やる事業でありまして、それを社会福祉協議会が

そういった事業をやるよということでやらさせて

いただいて、当初、亓百何万円の予算をつけさせ

ていただいたんですが、やはり結果的には27件と

いう相談事業自体が尐なかった、やれなかったと

いうこともあって、その分の当然報酬が国からお

りてくるのは尐ないわけでして、実績ですので、

その分を削らせていただいたという形になります。 

○中島委員 

 だから、この事業だけの話でいうと500万円ち

ょっとで予定をしていたものが400万円減額で来

年度に回したと。実態行為としては72名やってい

るんだけど予算的な行為については減額して来年

度それを含んだ形で計上するよと、こういう説明

ですね。だから27名ですよね、平成25年度でいう

とね、お金的には。 

 それで、ケアプランをつくることが必要だと思

われる方が何人でしたかという話で、これが300

名程度だと。そのうちの27人だけしかやれなかっ

たと、こういうことですよね。障害者手帳を持っ

ていらっしゃる方は、もっと多いと思うんですけ

ども、この必要な300名というのはどういう範囲

の方を特定して300名と言っているんですか。 

○福祉課長 

 300名という数字は現実に利用されている方の

数をカウントして300名という形でございます。 

○中島委員 

 現実にサービスを受けていらっしゃる方の数と

いうことで、これからまた要望が出てくればプラ

スされるわけですよね。これは2015年度からケア

プランが義務づけられますよね。これがないと受

けられない。現在はたくさんの方がサービスを受

けているけども、プランを正式にはつくってない

まま、前からの継続もあるかもしれませんしね、

やってると。この300名の方もケアプランをつく

っていただかなければサービス利用ができないと、

こういうふうに思いますけど、それでいいですか。 

○福祉課長 

 そのとおりでございます。 

○中島委員 

 だから、これ急いでやらなければいけないとい

うことでね、皆さん一生懸命やってると思うんで

すよ。2014年度でこの300人が、あと残り200名余

ですよね、2014年度で全部やらなければ、また新

たに要望される方がそこにプラスされますから、

利用したいという方は介護保険と同じでプランが

なければ使えないと、こういうふうになるので、

この300名がきちんと補足される見通しで動いて

いるということでいいですか。 

○福祉課長 

 そのために５名という形で相談員を今ふやそう

としております。 

○中島委員 

 そうすると、ふやすのは当初予算のほうですけ

ども、今２名社協がみえて、追加で社協あと１名、

３名にして、けやきにも２名と全部で５名という

ことになると。今の2.5倍になるんですけどね、

そういう体制で300名尐なくとも今、利用してい

らっしゃる方は大至急やらなければならないと、

こういう関係の中で今後の予算が出されているん
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だという、これしっかりと、やれませんでしたじ

ゃ済まない、今度は。来年度に回しますと言った

ら、その人の分はサービスが受けれない、中断し

てしまうということなので、絶対確保しなきゃな

らないということの至上命題だから。 

 さっき、けやきのほうが１人当たり人件費が

500万円ぐらいということでいいんですか。踏み

込んじゃって申しわけないけど、今、社協にここ

の部分でお願いしてる亓百何万円は２人分ですよ

ね。250万円程度ということです、１人。 

○福祉課長 

 当初、けやき作業所のほうは委託を受けるのは

１名程度しか受けれないという話を伺ってますの

で、福祉協議会は２人分の委託でございます。 

○中島委員 

 それで、けやきに直接聞いたわけではないんで

すけど、漏れ聞きという感じですけども、結局大

変な仕事を１人７時間ぐらいかけてケアプランを

つくると言いましたね。それで１万6,000円の報

酬ということで運営されるわけですけども、委託

料の委託費の人件費１人当たり250万円じゃない

ですか。専門職と。これは相当大変なことを逆に

言いますと、これは仕事をふやしてあげるから運

営がよくなるよって、さっきのこのマイナス分を

返していってほしいというふうにこの事業につい

て言われたわけですけども、このお金で取り返す

というお話は、とても無理じゃないかというふう

に思うんですけども、どうですか。 

○福祉子ども部長 

 基本的に今回やってるその生活介護の事業につ

いては、当然自立支援法ができてということで移

行しなさいという国の制度、本来は平成18年度の

ときに移行していくという話なんですが、そのと

きに、その日割り計算になったために収入が下が

るということで、一忚そういった急激な施設とし

ての収入が下がるということで、その補填の意味

で５年間猶予を見たということですね。それで追

加で平成24年も見て６年間見させていただくとい

う、その間に基本的には各事業所で安定に向けて

努力していただきたいということで国のほうは定

めさせていただいているものであって、その中で

も、当然けやきも生活介護に移った段階からそう

いったことも多尐人数的に減ったということで金

額的には大きいと思うんですが、ここでも見させ

ていただいていますように、積立金で多尐上がっ

てきております。というのは、剰余金があるよと

いうことですので、それがなくなっていくという

形、今回からは多分マイナスになっていくんでし

ょうという話になるもんですから、それをすぐそ

の部分を補填というような先ほど委員の言われた

ように、ほかの事業所の関係もあって、本来でい

えば、その事業所で努力していただく部分がやっ

ぱり大きいのかなという気はしております。何で

もそのまま市のほうで補填するということではな

くて、それは努力していただいて、国がある程度

これで事業所でやっていけるという報酬で定めて

いると思います。ですから、若干報酬を上げたり

とか、送迎加算をふやしたりとか、そういったこ

とで国のほうも対忚しておりますので、そういっ

た中でやっていただく。 

 その中で、今回減額という部分もあるもんです

から、今回は相談事業も尐しやっていただくとい

うことで、当然相談事業だけをやるではなくて、

ほかの業務も当然けやきの中ではやっていただく

ことになると思います。その方が相談だけで事業

だけやるというそういった職員ではなくて、そう

いった職員も兼ねてけやきの職員としてほかの事

業もやるよという形でやっていただく中で、尐し

でも受けていただいて報酬が１人やると１万

6,000円ということですので、その部分を受けて

いただいて、多尐でも運営的に持ち直せばいいの

かなというふうに感じております。 

○中島委員 

 ほかの事業所には激変緩和、平成18年度でやっ

てなければないわけで、新規の方は全くないとい

うことではありますけども、新規でというのはこ

ういう形のものが全く知立市内ではありませんよ

ね。ここだけがやってるということで、全部ここ

におんぶにだっこしてるということからすると、

いろんな形の支援を実際にはやっていかなければ
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ならないだろうなというふうに思います。 

 こういう施設は、もともとは知立市は一つもみ

ずからはつくらなかったんですよね。初めから民

間にやらせたというか、法人がけやきが、それこ

そ無認可の段階のところ、法人までに長い間、バ

ザーだ何だかんだで寄附を集めながら運営してき

たというね、それをようやくひとり立ちする正式

に自立支援法の中で活躍していただくという中で、

市が忚援したわけですけども、本来、市が設立し

てこういう施設を持っていたなら、これほどのお

金で済むわけじゃない、これだけの事業をやって

もらっているんですよね。 

 だから、そんなに自分でやるのが当たり前とい

うふうな形を前に出されると、一体市は何をやる

のということになってしまいますから、私は、そ

ういう自己の努力だというふうに割り切れない問

題は、やっぱりあると思います。 

 積立金という形でこういうふうにしてやってき

て、ちょっと食ってしまうだろうという話ではあ

りますけども、けやきの新春の集いでも今後の計

画、何かつくっていかなきゃならないような計画

をちょっと言ってみえましたけど、それは具体的

にどういうことなのか、把握していれば。 

○福祉課長 

 今後の長期計画という形で、福祉企画係長が委

員として参加させていただいております。平成28

年にグループホームを１棟と平成30年ぐらいにグ

ループホーム１棟を建てると、一忚はけやき作業

所に入ってらっしゃる方のグループホームはこれ

で完了するという予定になっております。 

 あと、生活介護事業については、平成26年の５

月もしくは６月にてるテルというところが20名定

員で始めますので、それが３年で満床になります。

そうすると平成26年、平成27年、平成28年は生活

介護はとりあえずそこで対忚は可能かなと思って

まして、平成29年においては、今、安城養護学校

の父兄の方が平成27年４月に日中一時を起こして

平成29年４月に生活介護のほうに移っていければ

いいかなというところで、そうすると大体定員20

名ぐらいで平成30年、平成31年、平成32年はそこ

で賄われる予定でございますので、そうすると平

成33年にけやき作業所としては生活介護を始める

か、もしくは安城養護の生徒たちの事業所がうま

くいかなければ前倒しで平成29年に生活介護をや

るかというところは今後の推移かなと思ってます。 

 以上です。 

○中島委員 

 グループホームを近いうちですよね、平成28年

に立ち上げということであれば、当然こういう資

金がなければ次の計画が進まないと。だから必死

でこれは集めている資金、基金だと思うんですよ

ね。こんなに余裕があるじゃないかじゃなくて、

資金計画をつくって必死でやってみえる姿だと。

２棟つくっていくわけでしょう、連続してね、平

成28年、平成30年ということ。これはオープンの

日程なのか建設の日程なのか、どちらかわかりま

せんが、ちょっと。 

○福祉課長 

 平成28年はオープンだと思います。平成30年も。 

○中島委員 

 ですから、グループホームもけやきの方たちの

高齢化で親が面倒を見られないよという人たちが

たくさん出てくるので、グループホームで過ごし

ながらけやきで働こうと、こういう基盤づくりで

すもんね。ですから、こういったところも大いに

今後いろんな形の支援が必要になってくるのかな

というふうに思っております。ここだけでなく、

ほかも立ち上がってくるという今の話で、それも

期待されるわけですけど、全般にやはり支援して

いくということが今後の需要ではないかなという

ふうに感じます。 

 これ、補正予算ということで、ちょっと予算的

なところの答弁もいっぱいいただいちゃったんで

ね、予算のほうでは尐し割愛できるわけですけど

も、そういう見通しがあるという、そういう計画

があるということが明らかになったと。ケアプラ

ンについては、確実につくっていかなければサー

ビスがあっても受けることができないですので、

しっかりケアプランが作成できるように今後もし

っかり見ていってほしいというふうに思います。 
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 これについては、以上です。 

 それから、これは生活保護費の事務費ですかね、

補正予算の53ページ、臨時職員が98万円減額、こ

れだけ理由を教えてください。 

○福祉課長 

 これは、通訳の臨時職員賃金の削減をしました。 

 以上です。 

○中島委員 

 もう尐し事情から言わないと。もう必要がなく

なったという意味ですか。 

○福祉課長 

 実際４月から通訳の福祉課での窓口の人数をみ

ておりましたけれども、稼働率が非常に悪かった

というところで、あともう一つ大きな問題は、や

はり通訳といろいろ話をさせてもらったんだけど

も、机の中側にいるということがブラジルの方か

らすると大きな壁でございまして、実際、机の外

側で一緒に市民課のほうですとそういう通訳をし

ていただいているんですが、そういう状態でない

と、福祉課サイドの人間だというところを見られ

るということが大きな問題だったので、福祉課で

は雇うのはよろしくないなという判断でそうさせ

ていただきました。 

○中島委員 

 これは、いつから勤務しないということになっ

て、どのぐらい勤めたんですか。 

○福祉課長 

 半年勤めて、事情としては国のほうの補助金が

一時期カットになるという話が事前にありました

ので、一忚その料金的には１カ月程度しか雇えな

いという話をさせていただきまして、それだった

ら雇用保険を使われるという判断をされたという

ことで聞いております。 

○中島委員 

 もとは国からの補助金がカットになるので、基

準より低いということですかね、稼働率が。そう

すると補助金がつかない部分が出てくるというこ

とですか。 

○福祉課長 

 国のほうが一方的に稼働率どうのじゃなくて生

活保護の削減というところで、一時期、県のほう

からカットになる可能性があるという話がござい

ましたので、一忚はそれを見越して雇うのが難し

いという話をさせていただきました。 

○中島委員 

 その国の補助は平成25年度は丸々ゼロになった

と。 

○福祉課長 

 国のほうの補助は、結局は削減にはならなかっ

たということです。 

○中島委員 

 そしたら、国の補助がないからカットしたとい

うことではない。ちょっとそれが心配されたとい

うことはあったとしても、現実には補助金はくる

けど稼働率が低いからやめたのと、やはりテーブ

ルを挟むと何か自分の立場じゃなく立場が違うよ

うなイメージを受けるということもあったので、

ここは廃止しようと。外国人の方の相談というの

はどうだったんですか。 

○福祉課長 

 中島委員のおっしゃるとおりで、そういう判断

で対忚させていただきました。 

 あと、市民課のほうにはちょっと迷惑をかけた

んですが、通訳を市民課のほうで対忚していただ

いて、その部分については、うちのほうはストレ

スなくできましたが、市民課のほうはどうかはち

ょっとわかりません。 

○中島委員 

 市民課は忙しいですよ、すごく。私も同行した

りして、生活保護ではないけども相談で同行した

りすると、どこどこで呼んでるよと、通訳来てく

ださいと。ちょっと待っててくださいといって随

分待ってということで、実態としては相当迷惑、

市民の方にも相談にみえた方に対しても待たせて

しまったということにはなったかなというふうに

思っております。 

 やはりテーブルの向こうとこっちという関係は、

大変難しいというふうに思います。だから市民課

のほうでふやしていただければ、必要な方がいれ

ば一緒に来ていただけるもんですから、呼んで通
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訳してもらえばいいので、それはそれでいいのか

なと、そういう方法がいいのかなというふうに思

います。 

 ただ、市民課の窓口が足りているかどうかとい

うことがもう一つありますよね。市民課の通訳は

どうなのか、ちょっと聞いてみようかな、こちら

に。市民課の通訳の稼働率といいますか。 

○市民課長 

 市民課のほうにつきましては、大分忙しいのは

忙しいです。今、通訳の方４名でやっておりまし

て、常時２名の方に来ていただいておりますので、

いろんなところに相談、例えば教育にしても福祉

にしても、いろんなところが来庁者の人と一緒に

ついてきますので、そうしますとその間１人だけ

になってしまいますので、忙しいは忙しいという

ような今状況でございます。 

○中島委員 

 それ全体的に考えてもらうべき課題かなという

ふうに思います。 

 税務課にもみえますよね、カウンターの中にみ

えて、やはり一般的な話ですけど、住居のわかる

ところの人がやったらよくないよということもそ

ういう方たちの中では言われてるみたいなんです

よ。実際には滞納に対して厳しいことを市の職員

が言わなきゃならないのを端的に話すともっと厳

しくなってるかもしれないんですけど、ポルトガ

ル語はわかりませんけど、そうすると、その方が

恨まれるんですね。恨まれちゃって、自転車を壊

されちゃったと、２回も壊されちゃったといって

おられましたけども、カウンターの向こうとこっ

ちというのは相当そういう意味のギャップがある

ということなので、できれば市民課のほうでもっ

といっぱいいてね、どんどん出向いていけるよう

なシステムというのもいいのかなっていうふうに

も思います。 

 これ、全体のやり方、でも税務はとてもたくさ

んあるので、一々呼んでやってもらうんじゃなく

て、いなきゃだめだという事情もあるのかもしれ

ませんが、その辺の調整ということは、副市長、

一回目配りしていただけませんかね。 

○清水副市長 

 通訳がこういった場面で大変必要だということ

は十分理解をしておりますので、全体の中で考え

る必要があるということと、もう一つは、今のカ

ウンターの内側から対忚する部分と来庁者に沿っ

て、その場合、いわゆる相談員として来庁者の側

に立ってというのは変ですけども、通じる説明を

する立場と、税務課として来庁者に必要なことを

十分説明するという、そういう仕事も両方あるの

で、そこはなかなか難しいかなと思って今聞いて

ましたけども、いずれにしても今、市民課のほう

がそういう福祉課のほうの対忚の中で、もし十分

なことができてないということであるなら、これ

は相談員の全体の需要をしっかり検討して対忚す

る必要があるかなというふうに理解しております。 

○中島委員 

 ぜひそのようにお願いします。税務課はちょっ

と専門的なことを十分わかっていかないと通訳で

きないということもあるので、それぞれの課に忚

じてですが、なるべくカウンターの中と外という

と敵対関係のようなイメージがあるみたいなので、

それはやっぱり見直しをする、最大限相談者の気

持ちにも沿った通訳となるように、ぜひ御配慮い

ただきたいというふうに思います。 

 それから、観光のところで用地を買われたわけ

ですよね。観光施設用地購入費、これはかきつば

たまつりのときの駐車場として使っているところ

を補正で買いましたよね。補正予算がついて購入

したと、こういうことですね。買ったばかりで、

登記とか何かで完了しているのかな。その辺が今

ここにあるということは行政財産として今その土

地を観光課の窓口といいますか、そこで保有して

いるという関係になっているのかどうかですね。 

○経済課長 

 八橋の五戸尻駐車場に関しましては、６月補正

で5,989万3,000円補正させていただきました。今

回、執行残で19万7,000円減額しております。

5,969万6,000円で行政財産として五戸尻駐車場の

大きいほうの部分を購入して、もう一カ所の三角

の部分は借地で駐車場を借りている状態でござい
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ます。行政財産でございます。 

○中島委員 

 まだ全部ではないので、部分的に借地、そして

遺産相続で買ってほしいというような形のお申し

出については買ったというのが現状です。 

 それで、全体になった場合にどうするかという

ことは検討するという話で、行政財産だとほかの

ところの利用というものはどういうふうになるの

か、１年間の利用というのは２カ月ぐらいじゃな

いかということで、10カ月間の利用についても尐

し考えるべきかなと。そうすると、ずっと行政財

産でいいのか、ほかの使用ということになると考

え直しもしなきゃいけないしというそういうふう

に思うわけですけれども、そのような検討を買う

ときに私、問題提起をさせていただいたわけです

けども、ここを使わない場合には何かほかのスポ

ーツ関係ができるようなとかね、そういうことも

含めた検討をお願いしますということを言ったわ

けですが、そういうあたりは内部的に話し合いが

あるのかどうか。 

○経済課長 

 今現在の駐車場の利用に関しましては、かきつ

ばたまつりの時期は、当然かきつばたの駐車場と

して１カ月間使わせていただいて、それから文化

広場の駐車場もかきつばたまつりの駐車場として

お借りしております。 

 それ以外に関しましては、今現在は文化広場の

駐車場として活用しているのが現状でありまして、

まだ舗装をしているわけでも何でもありませんし、

借りて購入する前と同じ状態で、今使っている状

態でございます。将来的に一体を有効利用という

ことは検討する必要があると思いますけど、今の

状態で検討はしておりません。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 今は担当する経済課長が答えられて、自分のこ

とでそれは検討するということはできないと思う

んですが、全庁的に今後ということで副市長のほ

うから、その辺についての今後についてのお考え

を伺いたいと思います。 

○清水副市長 

 この委員会の場でもそういう御提案もいただき

まして、私もそのときに残りの10カ月なり11カ月

を遊ばせておくというのは、これは非常に効率の

悪い話ですので、何か考えたいなというようなこ

とを申し上げておりました。 

 その後も経済課のほうでいろいろ調べてくれま

して、純粋に10カ月、11カ月丸々遊んでますよと

いうことではなくて、日常的な文化広場のいろん

なイベントだとかそういった行事があるときには、

それなりに使っておっていただけるというような

ことも後で聞きました。 

 もう一つは、御提案があったように、例えばあ

いてるときにテニスコートのような形で整備して

そういうものができないかとか、グランドゴルフ

みたいなこともどうだというようなお話、御提案

もいただいておりまして、そんなことも経済課の

ほうとも話ししたことございますけども、なかな

かそういう状態にすると駐車場として使うには不

都合だといいますか、その辺が両方がうまくとい

うことが今のところできないというようなことに

なっておりまして、今、経済課長が申しましたよ

うに、購入をしてから特段そこにまだいろんな投

資をしてない段階でありますので、今後そういう

投資をしてきちっとしていくときには、やはりそ

ういったことも一方では考えながらやる必要があ

りますけど、当面文化広場の駐車場としても活用

していただいているというようなことも聞いてお

りますので、ちょっとしばらく検討はさせていた

だきますが、このような状態かなというふうに思

っております。 

○中島委員 

 文化広場の行事の駐車場といっても、そう頻繁

じゃないし、あんな広いところ要らないしという

感じもするので、そのことも含めて、何か投資す

る際にはという今お話があって、それでいいかな

というふうに思います。 

 昭和テニスコートだけでは足らないという話が

頻繁にきまして、何かあるのか、何かないのかと

いうふうな関係者からの声が上がります。簡易舗
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装的なものでもいいから、ただポールが立てられ

る穴があってね、立ててやればできるという簡易

的なものでいいからほしいなという御意見もあり

ます。グランドゴルフもこれをぽんと置くだけで

すからね、特別な施設は要らないということで、

広場があればいい。そこはテニスやるなら簡易な

舗装が必要なので、そういったものがあればグラ

ンドゴルフもテニスもできるし、駐車場の際にも

雤が降っても大丈夫というふうにもなるので、そ

ういう総合的な利用ができるように、ぜひ検討し

てください。お願いいたします。 

○池田福子委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後１時56分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後２時05分 

○池田福子委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第19号について、挙手により採決します。 

 議案第19号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○池田福子委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第19号 平成

25年度知立市一般会計補正予算（第６号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第20号 平成25年度知立市国民健康保険特

別会計補正予算（第３号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第20号について、挙手により採決します。 

 議案第20号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○池田福子委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第20号 平成

25年度知立市国民健康保険特別会計補正予算（第

３号）の件は、原案のとおり可決すべきものと決

定しました。 

 議案第22号 平成25年度知立市介護保険特別会

計補正予算（第３号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 本会議にも出ていたんですが、特別養護老人ホ

ームの計画、これがなぜ議会のほうにいち早く報

告されんかったかということが、これは私は大問

題だったと思います。改めて、その点を伺いたい

と思います。 

○長寿介護課長 

 本議会の中でも御質問の中で、そういう御指摘

もいただきました。介護保険事業計画というのは

３月議会ですかね、平成24年度最後の議会でこち
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らのほうを報告させていただいたときには、特別

養護老人ホームを60床整備するという形の計画書

を配付させていただきました。 

 その後、いろいろ補助金の関係でどんどんおく

れてまいりまして、今回の結果に至ったわけです

けども、12月議会のときとこの３月議会の間に見

込みが変わったという結果に至っておりますので、

その内容を議会の皆様に御報告してなかったとい

うところは、ちょっと私どもも考えがそこまで及

びませんかったことを大変申しわけないと思いま

すけども、どういう形でこちらのほうの報告をさ

せていただいたらいいのかなというところまでは

なかなか考えがそのときは及ばなかったもんです

から、申しわけなく思っております。 

○中島委員 

 前、小規模特養ができるときも何かちぐはぐだ

ったんですよ。突然、委員会だったか、質疑の中

で今回はつくることになったとかね、計画のその

辺が事前に報告されるということがそのときもな

かったので、そこのところでも議会側から苦言を

呈したという経過があるんですよ。 

 私たちも住民の方から、いつごろできるかねと

いう話を言われますので、12月議会のあと、しっ

かり報告しましたよ。できるよと、平成26年度の

間に合わない、こっちだけどねって。平成27年に

入って頭の辺で途中かなというその辺のずれぐあ

いを含めて報告するんですよ。報告した途端に、

また違うという報告もまだ私してないんですけど、

議会で報告をしてるので、まだそれがするチャン

スがないんですけど、ほんとにいち早く報告すべ

きなんですよ。これ、２回目なんですよ、こうい

うことが。 

 これはそういう見込みになった、12月議会が終

わって１月になってからそういう話が県のほうか

らきたということですか。 

○長寿介護課長 

 １月中に内々示がいただけるというふうには聞

いておりましたですけども、内々示というのは補

助金がつくという内々示ということでございまし

て、なかなか県の課長のほうから私、直接電話い

ただきまして、１月のちょうど末日あたりだった

と思いますが、今回11要望があった中で、５つの

市町が今回は通らなかったということで、６採択

されたと。だから残りの５つについては、大変申

しわけないけども、また次回ということでよろし

くお願いしたいというふうなお電話をいただいた

のが、ちょうど１月末でございます。 

○中島委員 

 それは、どこに報告したんですか。 

○長寿介護課長 

 私が報告したのは、内部でいえば部長と市長に

は報告させていただきまして、あと、事業所とも

早速電話して協議の調整に入らさせていただきま

した。 

○中島委員 

 市長には報告はしたということですね。市長か

らは議長に報告はなかったということですね、市

長。こんな大事な問題をそこで黙ってしまってお

ってもらっては困るなと思うんですよね。一課長

の問題じゃなくね。どうですか。 

○林市長 

 今思えば、報告をやらなければいけなかったこ

とかなと。なかなかタイミング的に、今、長寿介

護課長が申し上げましたように、どういうタイミ

ングとか、大事な案件がこのほかにもたくさんあ

って、どれを報告してって今思うと振り返ってみ

ますと難しいことかなという。 

 いずれにしましても、今、中島委員のことは十

分受けとめて、これから考えていかなければいけ

ないと思っております。 

○中島委員 

 報告することがいっぱいありましたかね、議会

へ。余り記憶がないんですけどね。もちろん事件

があったりね、そういったことについては早く報

告しなさいというのはありましたよ。子供がお小

遣い取り上げちゃったというようなことあったり

しましたよ、この間ね。それは報告。それもちょ

っとずれてから新聞が出てから大分たってから報

告というような形だったように思いますけども、

そんなにいっぱい報告事案があったかどうか、私
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はわかりませんけれども、12月議会であそこまで

明言された、もう大丈夫だろうと、それひっくり

返ったことは責任はないわけですけども、もう大

丈夫だろうということで待っていらっしゃる高齢

者の方たちも、もう尐しだねということで思うわ

けですよ。そこのところに思いを寄せていただけ

れば、報告すべき案件かどうかわからないという

ことはないと思いますよ。 

 私は、そんな介護施設に対する期待というのは

市長は余り持っていないということにしか思えな

いんですけどね。事務的な話ではなく、介護保険

の足らない施設についてどうしようというのが大

きな課題であるという認識そのものが薄いという

ことじゃないんですか、どうですか。 

○林市長 

 今思うと、報告すべきことであったかなという

ふうに、それ以上に私ちょっとショックだったの

は、通らなかったということが非常にショックで

ありまして、これについては次回は通るように何

とかせないかんなという思いを強くしまして、早

速担当に今回通らなかった理由と、次回絶対通し

ていただくように改めて今、日程調整をさせてい

ただいております。 

○中島委員 

 ショックは大きかったということと、そのショ

ックを私たちも一緒に３月議会に入ってからショ

ックを受けたわけでね、もっと早い段階で議会だ

って動くということもありますので、もう尐し議

会を信頼していただいて、議会としても上にあげ

るようなそんな動きをしなきゃいかんわけですよ

ね。ですから、その辺の信頼感で両輪でつくれつ

くれということを、早く早くということを言うべ

きだと私は思いますので、その辺の姿勢そのもの

はちょっと問題だというふうに思います。 

 なぜだめだったかという点は、もう一度ちょっ

といいですか、伺って。 

○長寿介護課長 

 その内容につきましては、書類でいただいたわ

けではございませんけども、県の課長の言われる

には、先ほど申しましたとおり、11今回手を挙げ

たところがあって、どうしてもそこで半分落とさ

ざるを得ないような県の中の予算であったと。あ

とは圏域の中で調整させていただいて、お隣の刈

谷市もおくれにおくれて今回まで残っておったん

ですけども、刈谷市と知立市でというところで隣

の刈谷市のほうが採択されたということで、県内

全体の11市町が手を挙げたところの６つですので、

そういうところの折り合いで今回そういう結果に

なりましたという中身でした。 

○中島委員 

 刈谷市にできて、近い圏域の中でできたんだか

ら、こちらはもうちょっと待っておってください

ということですね、今のお話は。 

 刈谷市は何床できるんですか。刈谷市の施設で

も私たち市民が使うことはできるんですよ。これ

はどういう内容ですか。 

○長寿介護課長 

 ちょっとはっきり、あくまで記憶ですけど、60

床というふうに私、記憶してるんですけども、今

言われたとおり、同じ圏域ですので、刈谷市の特

養であっても、この辺、皆さん入所する申請する

権利があるという、そういうことでございます。 

○中島委員 

 もう一度、場所についても。 

○長寿介護課長 

 場所については承知しておりません。 

○中島委員 

 圏域だというふうにおっしゃれば、大いに知立

市の方も申し込まれる人があるかもしれませんね。

だから、それだったら場所とか定数だとか、そう

いうものをきちんと情報を提供してもらうという

ことが必要じゃないですか。大至急それは何らか

の形で提供してください。広報でもいいですよ、

こういう方向と。知立市のほうはちょっとおくれ

ますと。刈谷市が先にいきますけども使えますと。

刈谷市の人はどう思うかわかりませんけども、一

忚そういうことで。 

 今の段階では、待機者延べでというふうになる

と、ぐっと膨らむ。多分ダブってるだろうという

ことで縮小するという形でカウントをいつもして
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いらっしゃるわけですけども、もう一回そちらを

出していただいて、正確なところの待機者、いろ

んな名簿いただいたと言ってたでしょう。 

○長寿介護課長 

 待機者につきましては、それぞれ今、特養２カ

所、小規模１カ所あるわけですけども、それぞれ

で調査させていただくと待機者の数は200人程度、

市内の方でも例えば１カ所は50名、もう一カ所は

48名とかという形で、大体50名ずつぐらいおみえ

になります。 

 50名全体が、50名50名足すと100名になるんで

すけども、恐らくダブってるところがかなり多い

ということで、大体50名程度かなという感じはし

ますし、ヴィラトピアが最近調査した数字なんで

すけど市内100名、ほほえみの里が116名、小規模

ヴィラトピアが51名が待機者の数でございます。 

 以前から申しておりますとおり、なかなか待機

者の方は、それぞれに複数申し込まれることもあ

りまして、ダブっている方、それほど今、特に希

望していなくても待機期間もちょっと含めて前も

って申し込んでおこうかという方も結構おみえに

なるようで、なかなか実際に今困ってるんだとい

う人の実態でもないように聞いておりますので、

その辺のところは、今回、平成26年度、早速事業

計画をつくる年度に当たっておりますので、もう

一度以前やったように名寄せというような形をさ

せていただいて、施設の協力が要るものですから

個人情報もありまして結構難しいんですけども、

御理解いただく中で名寄せをさせていただいて、

純粋な待機者をもう一度把握していきたいなとい

うふうには思っております。 

○中島委員 

 これは名寄せじゃなくダブっているだろうとい

う数字で今言われた100名、116名、51名と、これ

がダブり想定の数字ということですね。わかりま

した。 

 名寄せというような形で行うこと、それから、

余り軽い人はケアプランというか、ケアマネなん

かがどうなんでしょう、それは希望があれば全部

申し込むという形にしているんですかね。介護１

以上ならということですか、３以上ですか。 

○長寿介護課長 

 実際、今度制度改正されますと要介護３以上に

なるようではございますけども、今、実態を聞い

てみますと、要介護１以上の方は施設に入所が法

の中では認められておりますので、そのまま申し

込みを受けておると。あと、ケアマネが申し込ま

れるだけではなくて、今、自宅で家族が面倒を見

ておられるような方が直接申し込まれるようなケ

ースも結構多いということで、ケアマネを通して

という方ももちろんあるんでしょうけど、その辺

の割合というのはつかんでおりませんです。 

○池田福子委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第22号について、挙手により採決します。 

 議案第22号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○池田福子委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第22号 平成

25年度知立市介護保険特別会計補正予算（第３

号）の件は、原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

 議案第24号 平成26年度知立市一般会計予算の

件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 
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○神谷委員 

 それでは、予算書123ページの022シルバー人材

センター補助事業についてお聞きをさせていただ

きます。 

 シルバー人材センター運営費補助金2,315万

7,000円とありますが、シルバー人材センターは

昭和58年10月に会員数158名、配分金281万円でス

タートし、平成24年度に30周年を迎え、現在会員

数472名、配分金１億4,029万円と、順調に成果を

上げておられます。 

 また、平成25年４月１日より社団法人から公益

法人に移行されたわけでありますが、現在の運営

状況についてお聞かせをいただきたいと思います。 

○長寿介護課長 

 運営状況という中身の中では、特別私どもも書

類的なもので今言われた会員数ですとか、あと、

どんな仕事の中身がありますですとか、そういう

ような簡単な中身が報告を受けておるだけで、ど

のような実態で推移しておるかなという細かいと

ころも、私どもその辺のところを精査していると

かそういうことはないんですけども、私ども今、

この事業としては、こちらのシルバー人材センタ

ーの中で指定管理の部分と、もう一つはシルバー

人材センター、社団法人ですかね、こちらを運営

していく上での職員の方、この方に対する人件費

として人件費の８割を補助していくという要綱が

ございまして、そこの頭のマックスの数字もその

範囲内でという制限があるんですけども、こちら

のほうを補助させていただきながら、現在そのシ

ルバーの方の社会参加、生きがいづくり、そうい

うようなことを目的とした法人でございますので、

そういうところに私どもが支援しているという、

そういう状況でございます。 

○神谷委員 

 人件費の８割を補助して、あとはお任せしてい

るというようなことでありますけれども、シルバ

ー人材センターに登録して会員になった人から聞

いたお話なんですけれども、登録後に全く仕事が

回ってこない、このようなお話を聞きましたけれ

ども、市のしっかりとした管轄ではないと思いま

すけれども、そういうことについて、どういうふ

うにお考えでしょうか。 

○長寿介護課長 

 そういう細かい中身は聞いたことはあります。

直接市のほうにそういうふうに御意見を言ってこ

られた方もおみえになるんですけども、なかなか

こちらのほうはあくまで社団法人というところで

は、市のほうはこういうことがありましたという

御連絡もできますし、もちろんそういうことは伝

えましたですけども、実際シルバーの中で今請け

負っておる事業、そういうようなものの中と、あ

と、自分の希望する職種、いろんなものをコーデ

ィネートを職員の方がしていただいておると思う

んですけども、どうしてもそこで思うような形に

ならない方は、どうしても出てくると、そのよう

な回答をいただいております。 

○神谷委員 

 今もちょっと出ましたけれども、一般企業と違

ってシルバー人材センター、仕事を請け負うため

に営業活動ができないような決まりになっている

というふうに思いますけれども、その辺、何か勉

強不足で申しわけないですけれども、どんどん営

業活動ができるような何か仕組みがないのかどう

か、もしあったらお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○長寿介護課長 

 営業活動のほうも私はよくわからないんですけ

れども、市としてできることはシルバー人材セン

ターの仕事の中身ですね、こういうようなことを

広報していったりですとかそういうことはできる

と思いますし、あと、それぞれがこういうものを

ホームページをごらんくださいとか、ホームペー

ジでも見ていただくとわかるんですけど、あれを

見てすぐにどうこうわかるような中身にもなって

ないというふうにも私も思いますので、そういう

ところをできるだけわかりやすい状態のホームペ

ージにするですとか、高齢者福祉の契約の中でも

シルバー人材センターというのは高齢者の就労、

あと生きがい対策として位置づけられております

ものですから、行政としてはＰＲにおいても、あ
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る程度できる範囲のバックアップはできるんだろ

うというふうには思います。 

○神谷委員 

 ぜひそういうハード面というか、お手伝いをし

ていただきたいと思いますし、仕事の面において

も、例えばですけれども、保育園の給食づくりと

か庁舎の掃除、いろんな業者に頼まれているんで

すけれども、そういうものをシルバー人材センタ

ーにお願いするということはできないんでしょう

か。 

○長寿介護課長 

 ちょっと給食のことはできるかどうか、私は直

接わからないんですが、市として例えば長寿介護

課でいえば家具転倒防止の取りつけであったり、

軽度生活援助であったり、できるだけシルバーを

使ってやっていただくようなことで展開している

事業もございますので、あと、全庁的にシルバー

を使っていくというようなことをシルバーに委託

しているという課は結構あると思うんですけども、

そこで各課がその一つ一つの事業を委託していく

ときに、シルバーがそれが対象になるかどうかと

いうのは、その担当課の判断になるんではないか

なというふうに私は思っておりますけど。 

○神谷委員 

 それでは最後に、2,300万円余りの運営補助金

が有効に活用されているということは承知すると

ころですけれども、そもそも会員の皆さんに先ほ

ども長寿介護課長言われましたように、働きたい

と、世の中の役に立ちたいと、元気に暮らしたい

というのがこの趣旨であるというふうに思います。 

 市として、より一層のシルバー人材センターに

対する支援、仕事を出すということに関しまして

もやっていただきたいんですけども、その点、林

市長どういうふうにお考えでしょうか。 

○林市長 

 神谷委員おっしゃるように、生きがいづくりと

いうことも大きなシルバー人材センターの役割で

あります。どんどんとできるだけ全庁的にシルバ

ーに頼めるものがあったらということは言ってい

るわけであります。 

 先ほど冒頭に神谷委員が、なかなか仕事がない

よということをおっしゃられたんですけれども、

先ほど長寿介護課長申し上げましたように、例え

ば家具の転倒防止なんか、今積極的にやらさせて

いただいておるわけでありますけども、なかなか

家具の転倒防止、専門的な技術というかそういう

ことが要るとか、マッチングがうまくいってない

というのが局長、会長の話でありまして、そのあ

たりがほんとに難しいところかなというふうに思

って。 

 例えば防犯パトロールというのも自動車が運転

できればいいかなというのがあったんですけど、

高齢者になると、なかなか危ないということもご

ざいますし、その中で、できる限りシルバーの

方々がやっていただける仕事をこちらのほうも公

共的な仕事を探していきながら、できるだけシル

バーの方々に御活躍いただくような場を提供して

いきたいと思っております。 

○池田福子委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○山﨑委員 

 それでは、予算の概要の104ページをお願いし

ます。 

 太陽光発電設備設置整備事業であります。こち

らのほうは、目的、効果、概要とそれぞれありま

すが、まずは入り口として事業の説明をお願いし

ます。 

○環境課長 

 太陽光発電設備設置整備事業でございます。こ

ちらのほうにつきましては、個人住宅の方が10キ

ロワット未満の太陽光パネルを設置した費用に対

して１キロワット３万円、４キロワットまで上限

12万円ということで補助をしているものでござい

ます。 

○山﨑委員 

 補助金の交付実績を見ますと、平成21年度が

127基、平成22年度161基、平成23年、平成24年と

いうことで、こうやってふえつつあるのかなとい

うふうに感じておりますが、こちらのほうは今後、

市の方針としましては手厚くこの補助をしていく
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方向性なのか、教えてください。 

○環境課長 

 太陽光パネルにつきましては、山﨑委員おっし

ゃったとおり、プレミア価格のときにかなり後押

しがあって、多く設置されておりました。ところ

が、固定買い取り制度が今は38円、来年37円とい

うことで、プレミアがなくなった以降、私ども消

費税の関係で駆け込みがあるんではないかなとい

うふうに予想しておったんですが、なかなか思う

ように伸び悩んでおります。 

 それで、まだこれは構想ということで聞いてお

いていただきたいんですが、個人住宅がそろそろ

というような、伸び悩んでおりますが需要はあり

ますので継続はしていくんですが、より充実した

形という形で個人住宅に限らず、尐し幅を広げて

ちょっと考えていきたいなと思っております。 

○山﨑委員 

 今後、補助としてもある程度、市の方針として

やっていくという方向性だと思うんですけど、尐

しここで問題になっているのが、特に中心市街地

の場合、今、高層マンションが10階建てクラスの

マンションが、建築が絡んでしまうんで申しわけ

ないんですけど、約３カ所ぐらい超高層マンショ

ンが計画をされているんですよね。丸真工業の跡

地もライオンズマンションが10階建て規模、たし

か12階から15階ぐらいの規模の大きさのマンショ

ンが建ってくるということで、こちらのほう住民

説明会があったわけでありますが、尐しそこで問

題になっていたのが、環境課が事業を補助するの

であれなんですけど、太陽光の補助事業に関して

補助はしていただけるんだけど、そういったマン

ションが建つと、当然日照権とかクリアしている

と思うんですけど、日陰になってきてしまって、

太陽光そのものが果たしてうまく活用できるのか

なというようなそういった問題も出ておりまして、

ちょっと建築が絡んでしまって申しわけないんで

すけど、事業自体は環境課ということなものです

から、そういった問題というのは承知しています

でしょうか。 

○環境課長 

 山﨑委員御承知だと思うんですが、今おっしゃ

ったとおり、法的な規制につきましては環境省の

所管ではございません。何もないわけです。 

 そして、開発手続条例ですか、そちらのほうに

つきましては、日陰の時間が規制ということで、

それはおっしゃったとおり、ここのマンションに

ついてはクリアしているということをお聞きして

おります。 

 今現状、特に法的に、もしくは行政としてでき

るような手当はないわけでございますが、聞いて

いるのは、建築の担当のほうからは、その対象の

方と業者のほうは真摯にこのまま話し合いを継続

していきたいと。いずれにしても、まだ建ってな

いということで、発電量、これはパネルによって

も能力の差がありますので、どのぐらい減るのか、

そして、これは損害とは言わないかもしれないん

ですが、御本人にとっては買い取り値段がどのぐ

らい減るのか、まだそういったデータも何も出て

ないわけでございますので、建築課のほうとして

は、業者とその対象の方は、今後継続していくと

いうことでお話は一忚聞いているというふうに伺

っております。 

○山﨑委員 

 ちょっと建築が絡んで内部で話し合ってほしい

と思うんですけど、違法建築じゃないですし、民

間の話なので何ともならないというところあると

思うんですけど、ただ、そういったマンションが

建ってくるんだという情報というのは事前に建築

のほうではキャッチするわけであって、この太陽

光の整備事業で申請があった場合とか、情報提供

とか、そういったものはしっかりとしていただき

たいなと思います。 

 この問題というのは、今後この中心市街地でも

当然申請をクリアしたマンションが建ってくると、

必ず密集地ですとこういう問題というのは発生し

てくると思いますので、しっかりとそれは内部で

話し合って情報もしっかり住民のほうにも提供し

てほしいと思いますけど、どうでしょうか。 

○環境課長 

 太陽の光は財産権としては扱われてないという



- 39 - 

ことで、まだ事例が余りないですね。こういった

太陽光パネルによる損害がということは、余りな

いと思います。 

 山﨑委員おっしゃったとおり、全国的にこれだ

け太陽光パネルが普及するといろんな事例が今後

出てくるかと思います。そういったところを全国

の自治体補助してますので、いろいろアンテナを

張って先進的な事例等あったらいろいろ参考にし

て、やれるものがあれば手を打っていきたいとい

うことと、委員おっしゃったとおり、太陽光の申

請の段階にはそういったことも承知の上で補助金

の申請をしていただきたいと、そんなようなこと

をちょっと考えております。 

○山﨑委員 

 しっかりその辺は内部で話し合いというか、今

後、必ずこういう問題というのは太陽光が広がっ

ていくにつれ出てくると思いますので、しっかり

と補助の申請をするのは環境課のほうだと思いま

すので、情報提供をしっかりお願いしたいと思い

ます。 

 続きまして、予算の概要の98ページ、99ページ

の商店街等の街路灯補助事業についてでございま

す。これに関しても目的、効果、概要を、るる書

いてありますが、概要の事業の説明を先にお願い

いたします。 

○経済課長 

 商店街等街路灯補助事業でございますけども、

この中には２つの事業が入っております。 

 １点が、街路灯等の整備費補助金、もう一点が

街路灯等の電灯料の補助金ということでして、平

成25年度、街路灯等の整備費補助金は343万6,000

円、平成26年度は158万円の予算を計上しており

ます。 

 それから、街路灯等の電灯料の補助金に関しま

しては、平成25年度337万円の当初予算で平成26

年度は395万3,000円の予算を組んで計上しており

ます。電灯料の補助金に関しましては、平成25年

度40％の補助率から50％に増額させていただいて、

その分が増額になっております。それから、街路

灯の電灯料の整備費の補助金に関しましては、こ

としは中央通りと駅南の２カ所ということで金額

が下がっております。 

 訂正させていただきます。平成25年度が40％で

平成26年度が50％です。 

○山﨑委員 

 中央通りのお話出ましたので、中央通りのアー

ケード撤去が終わりまして、同時に街路灯の新設

をしていただきました。このアーケードの撤去と

新設に関しては、全て終わったわけでありますが、

この国の補助金を使っての事業であったわけであ

りますが、この事業報告というか、国に終わりま

したよ、完了しましたよという事業報告をしてい

ると思うんですけど、その辺の詳しく説明をお願

いいたします。 

○経済課長 

 中央通りのアーケードの撤去と街路灯の新設は

平成25年度事業で実施しております。平成24年度

の国の補正予算で商店街まちづくり事業が200億

円予算で計上されました。中央通りの街路灯の新

設に関しましても、３分の２補助のこの事業が該

当することがわかりまして、急遽、対忚を決定さ

せていただきました。 

 平成25年の10月８日に国に申請して、交付決定

が結構遅くなりまして、11月28日に交付決定がき

ております。年末年始の慌ただしいときにアーケ

ードの撤去と街路灯の新設28本を実施していただ

きました。平成26年の２月７日に実績報告を提出

しております。 

 事業費といたしましては、総費用が2,473万

8,000円、商店街まちづくり事業の補助金が約

1,570万円、市の補助金が276万5,000円、自己負

担のほうが635万6,000円というぐらいの事業費で、

全体の事業費でいうと３分の２のまちづくり補助

事業の補助金が63％、市補助が11％、自己負担が

26％という非常に中央通り商店街に関しましては

自己負担が26％で終わったという事業でございま

す。 

 以上でございます。 

○山﨑委員 

 ２月７日に事業報告のほうは終わったというこ
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とでありますよね。 

 ほんとに年末年始、一時は真っ暗になってしま

って、突貫の工事だったと思うんですけど、ほん

とに何とか無事に終わったなというふうに思って

おりますが、今後、中央通りの南側ですよね、新

設を今、申請がきてるというのは中央通りの南側

と駅の南ということでありますが、この辺はどう

いったタイムスケジュールで行っていくのでしょ

うか。 

○経済課長 

 平成26年度事業としましては、線路沿いのとこ

ろの街路灯12基を設置を予定しております。今、

まちづくりのほうの申請をつくって出しておりま

す。６月から７月ぐらいに線路沿いのほうの12基

の設置を予定しておるということでございますの

で、よろしくお願いいたします。 

○山﨑委員 

 今、まちづくりの補助金のことが出たんですけ

ど、このまちづくりの補助金に関しては、商店街

まちづくり事業ということで地域の住民の安心・

安全、生活環境を守るため防犯カメラや防犯灯の

設置、空き店舗の活用など商店街の施設、設備の

整備に係る費用を３分の２補助をするという事業

でありますが、こちらのほうなんですけど、国の

中小企業、小規模事業の育成を支援する戦略会議

の中で、まちづくりの補助金、今３分の２補助と

いうことでありますけど、商店街のまちづくり事

業と、もう一つ、にぎわい補助金というものがあ

りまして地域商店街活性化事業の中で商店街の集

客力や販売力を高めるため、イベントの開催や商

店街マップ作成や若手の研修等に対して、400万

円を上限に100％補助をするという補助金の事業

ということでありますが、一般質問でも国、県の

補助メニューの話を尐しさせていただいたんです

が、そういった補助金のメニューがあることは御

存じでしょうか。 

○経済課長 

 メニューがあることは知っております。 

 ちなみに、平成25年度補正で商店街まちづくり

事業補助金に関しましては127億円、平成24年度

の補正の200億円の残りがありますので、それと

合わせて約200億円の予算が組んであります。そ

れから、にぎわい補助金に関しましては、国のほ

うでは53億円の予算が組んでおります。委員が言

われたように、使い道はちゃんとそういうもので

ございますので、商工会を通じて連絡はさせてい

ただいております。 

 それから、平成26年度の新規予算で地域商業自

立促進事業というのも新規予算が組まれておりま

して、これが39億円あります。この内容につきま

しても、商工会に連絡させていただいております。 

○山﨑委員 

 今ちょっとお話をしたのが、まちづくり補助金

とにぎわい補助金というものでありますが、こち

らのほうは中小企業の小規模事業者の成長戦略の

一環であるわけでありますが、にぎわい補助金に

関しては、先ほどまちづくり補助金に関しては中

央通りであったり駅南であったり申請というか、

お願いがあったわけでありますが、にぎわい補助

金というものに対しては、商店街の集客力であっ

たり販売力を高めるこのイベントの開催やそうい

ったものに若手の研究費等々充てる補助金であり

ますけど、これに関しては何か知立市の商店街な

どから申請というか、何とかお願いしたいなとい

う依頼はあったんでしょうか。 

○経済課長 

 今現在のところでは、そういうお願いの依頼が

きておりません。今後も商工会を通じて、こうい

う事業がありますよという紹介はしていきたいと

思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○山﨑委員 

 一般質問のときでも話したんですけど、こうい

った補助金メニューというのはしっかりと当然商

工会を通じてという話になるかもしれないですけ

ど、こういったメニューというものが、これから

国の戦略なのかもしれないですけど、補助金メニ

ューというのはさまざまな分野、さまざまなジャ

ンルの中で出てくると思うんですよね。しっかり

とこの辺はアンテナを立てて臨んでいただきたい

と思いますので、最後、副市長にその辺のお願い
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をさせていただきたいと思いますので、よろしく

お願いします。 

○清水副市長 

 このたびの中央通りの仕事に関しましても、い

ろんな補助金の中身、これをよく精査していくと、

いろいろまだまだ知立市としても取り組む中身の

あるものがあるんじゃないか。 

 今現在、先ほど経済課長も申しましたけども、

国からのいろんな情報、そういうものをしっかり

精査しながら商工会のほうにもお知らせをしてい

るということでございますけども、その辺ももう

尐し情報提供だけでなくて、一歩踏み込んで商工

会の事務局ともうまく話ができると、もう尐し具

体的に話が進むというような部分があるのかなと

いう思いも私自身はしておりますので、そんな意

味では、情報提供だけにとどまらず連携をしっか

りとりながら補助制度をうまく活用した整備とい

うことも今後、取り組んで努力していきたいと考

えております。 

○池田福子委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後２時53分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後３時01分 

○池田福子委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ほかに質疑はありませんか。 

○川合委員 

 それでは、３点ほど聞かせていただきます。 

 まず最初に、予算概要の58ページ、59ページ、

60ページ、61ページ、この４ページにわたりまし

てお聞きしたいと思います。 

 障害者グループ補助交付金、障害者福祉施設運

営費の補助についてでありますが、この辺のこと

につきまして、昨年の平成25年９月の定例会で質

問させていただき、また、要望もさせていただき

ました件なので、こういう施策につきましては、

ほんとにありがたいと思います。 

 このグループで活動している方、もしくは新た

にＮＰＯとか法人が知立市に事業所を展開すると

いうことにつきましてもインセンティブはある程

度証明されたわけでございますが、これがまずグ

ループのほうなんですが、ボランティア活動を行

っている団体に対しての支援でありますが、ここ

にありますように、ある程度自分たちが持ち出し

て、予算的に厳しいところも多いと思いますし、

新たな事業所を立ち上げるにいたしましても土地

を買うだとか建物を建てて行うのかということは、

なかなか難しいと思うわけですね。 

 そういった場合に、支援としてはあるんですが、

立ち上げてからの補助といいますか、この辺のと

ころで、今あいている事務所とか、あいている店

舗だとか使われてない建物を使う場合に、以前か

ら空き店舗とか空き事務所の利用につきまして、

以前はずっと１カ所しか補助がなかったんですが、

今後こういったものにも当初の改築費だとか、あ

る程度のハード的な部分で支援をする必要がある

んじゃないかと思うんですが、この辺のところは

所轄は市民部のほうになるのかもしれませんけど、

どんなようにお考えか、ちょっとお考えをお示し

いただきたいんですけど。 

○福祉課長 

 福祉課としましては、とりあえず事業所をあい

た家を利用していただいて、もしくは店舗等で廃

業になったところ等をうまいこと利用していただ

いて事業所を設置を促進していきたいというとこ

ろで、１カ月20万円以内という形で積算させてい

ただいて、今回予算に計上させていただきました。 

 以上です。 

○川合委員 

 資金力のある法人とかＮＰＯならあれなんです

けど、グループの方が今もう既に団体としてやっ

てみえる方もあるかもしれませんが、新たに立ち

上げる場合に、空き店舗とか空き事務所を使う場

合に、それを活用する面において最初の改修費と

かいうことにつきましては、これは担当課は市民

部のことになるかもしれませんが、建築資源を活

用するという意味では、この辺はどちらの課でも

いいんですが、お答えをいただけませんか。 

○福祉課長 
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 とりあえず、福祉課では改築費用等については

考えておりません。 

○川合委員 

 そういうことだと思います。 

 市長、前から言っているんですが、そういった

建築資源について活用する場合に、商店とか企業

ですね、商売とかそういうものではなくて、こう

いった福祉だとか介護だとかその他の利用につい

てでも建築資源を有効に使っていくということ、

その辺のところの考えはどうなんですか。 

○林市長 

 非常に川合委員と同様に、いい考えだなという

ふうに考えております。 

○川合委員 

 いい考えなんですよね。そうしないと、商売で

うまくいかないそういったところは、商売をやっ

てもなかなかうまくいかないんですよ。だからい

ろんなところにそういった職種を広げていくとい

う面で、ちょっと話がずれちゃうかもしれません

が、特に今、施設として不足しているもの、特に

介護関係でもね、こういったものを優先的にイン

センティブを与えて融資しましょうよ。どうです

か、市長。 

○林市長 

 今の障害者福祉の運営費補助金交付事業につい

ては、まずは背中を押すという意味で、月に20万

円を上限なんですけれども補助をさせていただく

ということでありまして、空き店舗等の空き家活

用については、今全庁的にどのようにやっていく

かということは今、検討をさせていただいている

ところでございまして、その中で整理をしていか

なければいけないと考えております。 

○川合委員 

 きょうはこんなところでいいですが、ぜひそう

いったもので、せっかくある資源を今、必要とさ

れているものに転用して使っていくということは

前向きに取り組んでいただきたいと思います。 

 それでは、その次の62ページ、先ほど補正のと

ころでも尐し話が入っちゃってはおりましたが、

確認させていただきますが、これは現状、社会福

祉協議会に２名みえる相談員をプラス３名で、そ

のうちの２名がけやき、もう一名が社協の中に１

名で５名になると、こういうことでよろしかった

でしょうか。 

○福祉課長 

 一忚相談支援員としては５名なんですけれども、

今回、予算の概要にあげてある障害者相談支援事

業委託事業については、社会福祉協議会３名の方

とけやき作業所１名の方、計４名の方に委託する

予算になっております。 

 以上です。 

○川合委員 

 ４名ですか、５名ではないですか。 

○福祉課長 

 相談支援員という形で福祉サービスの計画を立

てられる資格のある方は、一忚けやき作業所２名

と社会福祉協議会３名の５名いらっしゃるんです

が、これは福祉サービスの事業を計画するという

ことの仕事をしていただきます。 

 今回、予算の概要の障害者相談支援事業委託事

業というのは、そのほかにも障がい者の相談に乗

っていただいて、問題があれば家庭訪問等をして

もらうと。一歩踏み込んだ対忚をしてもらうとい

うところで社会福祉協議会３名とけやき作業所１

名、４名分の人件費等が予算化されております。 

 以上です。 

○川合委員 

 その４名の方の専門職であって、ある程度免許

を持った資格のある方と先ほど聞きましたが、他

市の事例ですと、それぞれ障がい者の種別によっ

て精神、知的、身体、それぞれの専門員、そうい

う意味での専門性を持ってやってみえるところあ

りますが、当市ではその辺はどうなんでしょうか。 

○福祉課長 

 現存２人いらっしゃるんですが、１名の方は精

神福祉士の資格を持っていらして、南豊田病院、

刈谷病院等の勤務経験もございますので、その方

が主に精神を今後やっていただくといいかなと思

ってます。 

 また、けやき作業所については、療育事業とい
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う形で知立市の中心をやってきていただいてます

ので、療育については、けやき作業所の方がいい

かなと。 

 あと、社会福祉協議会２名の方なんですが、そ

れぞれ身体障がいと、あとは障がい児の方を受け

持ってもらえるといいかなという形で、今後、平

成26年４月以降、自立支援協議会等を開いていく

中で、そうやって専門性を４名の方で仕分けでき

ればいいかなというふうに個人的には思っており

ます。 

 以上です。 

○川合委員 

 やはりそういう見方というか、方針が大事じゃ

ないかというふうに思います。 

 事例を挙げれば、高浜市のほうでは６名みえま

したかね。２名ずつがそれぞれの種別で担当して

みえるということで、やはりいろんな事例が蓄積

されている中では、それぞれの専門の方がやって

いかれることが望ましいかと思いますので、今後

はそういうふうでお願いしたいと思っております。 

 そのほかにつきましては、今後ケアプランのこ

とであるとか、先ほども出ましたのでお聞きしま

せんが、ぜひ相談員につきましては充実していた

だきたいと思っております。 

 それから、まだケアプランを相当の方がつくら

ないかんもんですからね、その辺はしっかりと進

めていただきたいと思います。 

 それから、その次の64ページ、65ページの障害

者計画、障害福祉計画についてお聞きしたいと思

います。 

 これは平成27年度から新たなハッピープランと

いうことが新しくなるということで。それと、計

画期間は何年から何年までか、ちょっと確認させ

てください。 

○福祉課長 

 計画期間については、自立支援協議会、人にや

さしいまちづくり推進協議会等に諮っていく予定

ですが、最低５年程度を事務局としては提案をし

ていきたいなと思っております。 

 以上です。 

○川合委員 

 大体５年ぐらいということで、よろしくお願い

したい。 

 その中で、この65ページに書いてあります事業

概要で、平成25年度のところに２つ項目ありまし

て、現状の把握とニーズ調査、平成25年のところ

に書いてありますが、これはどうなんですか。済

んだということでしょうか、それともこれからと

いうことでしょうか。 

○福祉課長 

 知立市障害者等実態調査結果報告書というもの

を棚のほうにおさめさせていただきました。アン

ケート調査の結果でございまして、これ等を参考

にしていきたいなと思ってます。 

 あと、具体的には４月以降、各事業所等のイン

タビュー等を実施していく予定でございます。 

 あと、事務局としては、人にやさしいまちづく

り推進協議会と自立支援協議会、それぞれ障害者

計画の策定、障害福祉計画の策定を審議を図って

いくんですが、その下に実際、障害者団体等を集

めたさまざまな部会を７つ程度設置させていただ

いて、各事業の進行管理をしていきたいなと思っ

ております。 

 ２カ月に１回、３カ月に１回の会議で具体的に

は成年後見センターを平成28年４月につくるとい

うことで目標にしておりますので、それについて

は生活関連部会にというものを設置しまして、そ

れを２カ月に１回、３カ月に１回、平成28年４月

の開所まで議論をして開所を迎えたいと。これも

３月20日の自立支援協議会に事務局案として提案

させていただく予定でございます。また、４月11

日の人にやさしいまちづくり推進協議会にも事務

局案としてこういうような形で障害者計画を進め

ていきたいということを諮っていく予定でござい

ます。 

 以上です。 

○川合委員 

 そちらのほうでしっかりと進めていただきたい

と思いますが、今、２点ほど今後の長期計画の中

で気になっているところがありまして、先ほどの
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補正のところでも尐し回答もいただいているとこ

ろもあるんですが、養護学校を卒業された方たち、

この方たちが、ここ平成27年、平成28年ぐらいか

らその先の進路について非常に難しい状態になっ

てくる。そこでＰＴＡの方たちがボランティアで

組織をつくられてやっていかれるということにな

ってはいるんですが、絶対的な施設が非常に足ら

ないような気がしますが、この辺についてのお考

えはどうでしょうか。 

○福祉課長 

 １年間かけてけやき作業所の橋本施設長等とい

ろいろ話し合いを個別に進めてまいりました。全

事業所を回らさせていただいて、あと、けやき作

業所のほうも知立市内の全事業所を回っていただ

きました。 

 その中で、とりあえず生活介護については平成

26年５月もしくは６月に現状の日中一時をやって

いる、てるテルが20名の生活介護事業所を平成26

年５月もしくは６月になってしまうかもしれませ

んが、今、県のほうに申請しておりまして、それ

を受けると大体平成26年、平成27年、平成28年の

３年間で20名が定員が大体いっぱいになるだろう

という予定をしております。 

 あと、安城養護の父兄たちの集まりが、今予定

でいきますと平成24年の４月から日中一時事業を

始めるという形でＮＰＯの申請等を今、手続に入

っていただいております。この事業所も平成29年

４月には生活介護事業という形に移行できれば、

そこで大体20名程度やっていただくと平成29年、

平成30年、平成31年という形で生活介護になるん

ですが、これが日中一時でとまった場合には、け

やき作業所のほうが平成29年から生活介護という

形で事業所を始めていただくと。安城養護の父兄

たちがうまくいけば、その後に平成32年からけや

きが始めるというような形でつながっていくかな

というふうに一忚の概略はそのような形で今は考

えております。 

 以上です。 

○川合委員 

 非常に心配しておりましたが、毎年養護学校の

卒業者の方の進路が、ある程度、平成32年ぐらい

までは何とかめどがつきそうなということで今お

示しいただいたわけであります。 

 それと、そういうふうで、ある程度、短期的に

は解決策が見出されたようなんですが、もう尐し

先のほうまで見ますと、絶対的に足らないのは、

障がいをお持ちの方の高齢化の対策だと思うんで

すね。以前にも一般質問で申し上げましたが、や

はり毎年毎年、新たな卒業生の方、新たな需要が

ふえてくると上まででとまってしまって、その先

が保証できなくなるということはありますが、そ

の辺の考えはどうでしょうか。 

○福祉課長 

 高齢化については、けやき作業所のほうが長期

計画の中で、先ほども言いましたけれども、グル

ープホームを平成28年から開所で平成30年に２つ

目という形でいくと、とりあえずはけやき作業所

はグループホーム等が一忚は充足するという見込

みを今、立ててらっしゃいます。 

 ただ、ほかの障がいの方、けやき作業所に入っ

ていらっしゃらない方については、今、刈谷市に、

くるくるという事業所があるんですが、そこが平

成26年４月から就労生活支援センターという形で

県の委託を受けて事業を開始します。ここではか

なりのスピードで事業展開を今されてまして、何

とか知立市にグループホームをつくってほしいと

いうところで、今、交渉等をさせてもらっている

段階でございます。あと、高齢者という話になる

と、まだちょっと具体的に何ができるかというの

はイメージが湧いてないというのが正直なところ

です。 

 以上です。 

○川合委員 

 一般の方の高齢化と尐し違った将来計画が必要

だと思いますので、同じ高齢者対策では、どうし

ても医療的な部分とか突出した面があると思いま

すので、ぜひその辺は分けてしっかりとやってい

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

 それから、もう一つなんですが、就労という面
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でＡ型、Ｂ型というふうな施設の中での就労あり

ますが、前回も申し上げましたが、一般企業との

つながりですね、この辺が今後は非常に課題にな

ってくると思います。 

 ジョブコーチの今回けやきですと１名でしたか

ね、そういった話もありますが、日常的な企業と

の接点を設けて、できたら一般就労に向けてのそ

ういった活動も必要ではないかと思いますが、そ

の辺についてはいかがお考えでしょうか。 

○福祉課長 

 就労については、一忚けやき作業所のほうで平

成28年に就労支援事業所の立ち上げを目指しても

らうということで、今142万2,000円を使ってジョ

ブコーチの委託を補助金をそのまま継続させてい

ただくということで平成26年度予算化をさせてい

ただいております。 

 就労支援部会というのを自立支援協議会の下部

組織として設置しまして、市内の就労支援事業Ａ、

就労支援事業Ｂの方で、今先ほど話した刈谷市の

くるくる、県の委託を受けて就労生活支援センタ

ーになるので、くるくるにも参加していただいて、

あとハローワークにも参加していただいて、あと、

商工会議所の事務局長にも参加していただいて、

平成26年４月からその部会を立ち上げて話し合い

を進めていきたいなというふうに思ってます。こ

れも人にやさしいまちづくり推進協議会と自立支

援協議会の承認を得てからということでお願いし

ます。 

 以上です。 

○川合委員 

 高齢化の対策、一般就労に向けてのこととか、

ＮＰＯ、ボランティアグループに対しての補助事

業ですね、大分先が見えてきた感じがいたします

が、いずれにしても需要に対しての設備、施設の

不足はまだまだこれから問題になってくると思い

ますので、５年間かどうかわかりませんが、その

辺の長期計画の中で、これはいわゆるハッピープ

ランですよね、しっかりお願いしたいと思います。 

 それから、もう一個、観光事業についてお聞き

したいと思います。 

 これは概要のほうには載ってませんので予算書

の195ページに観光協会委託事業というのが、こ

れは予算としては150万円ぐらいのことなんです

が、委託事業の内容というのはどういうことか、

お教えください。 

○経済課長 

 観光協会委託事業、事業推進委託料ということ

で148万9,000円の予算を組んでおります。これは

お祭りではない経費なんですけども、観光協会予

算のほうはここへ持って来ておりませんけども、

内容といたしましては、トコトコ東海道の負担金

だとか、このお祭りでない事業の予算がここに載

っております。 

○川合委員 

 予算規模は大体毎年このようなことですけど、

観光事業に対しての事業は大体そのようなことで

推移しているんですかね。 

○経済課長 

 観光協会の委託事業に関しましては、毎年財政

と協議しながら、尐しずつ金額はずれますけども、

ある一定金額は確保するようにお願いして、尐し

ことしは減っているという状態でございます。 

 以上です。 

○川合委員 

 観光協会のメンバー構成を確認させてもらって

いいですか。 

○経済課長 

 観光協会のメンバーの一覧表をここに持ち合わ

せておりません。今ちょっと持ってくれば出せま

すけども、後で。 

○川合委員 

 念のためにお聞きしようと思ったんですが、観

光協会の方たちの観光行政に対する思いとか意見

というようなことは、どのように把握しておみえ

でしょうか。 

○経済課長 

 現在、観光協会の会長は本多さんがやっておら

れます。その中で、観光協会を独立したいという

のが一番の思いでございます。私どものほうにも

よく言われます。駅前の観光の案内所の設置だと
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か、観光協会を独立していきたいと、そういう会

長の思いはあります。そういうことは、よくうち

のほうにも言われておるんですけども、まだそこ

までの案内所の設置の場所だとか、独立していく

という方向性の検討を今やっておる状態で、まだ

それを実現するかどうかということは、まだはっ

きりしたことは言えない状況でございます。 

 以上です。 

○川合委員 

 はっきりしていないということで、多分このま

まいけば、ずっとこのままはっきりしないまま終

わってしまいそうな気がするんですが、観光とい

うことを物見遊山であるとか、名所や旧跡に行っ

て物を見たり何か買い物するというふうに捉えち

ゃうと、これは全然話が沿わないことで、観光と

いっても知立市にしかないものだとか知立市の魅

力づくり、いわゆるまちづくりと直結してするこ

となので、これはもう尐し視野を広げた形で対忚

していただきたい。 

 観光ということは既成概念で申し上げれば、観

光バスを呼んでくるだとか、たくさんの乗降客を

まちへ呼び込むかいろいろあると思うんですが、

協会が駅前に何で必要かというと、ある程度、独

立したものである必要性は何でそうなるかという

と、観光を見た場合に、広域的にこの辺でいえば、

ほかの知立市内だけじゃないですよね、いろんな

ラグーナだとか、なばなの里だとかいろいろある

と思うですよ。そういうところを回る中で、知立

市もそこにルートに入れないかんよと。そうなっ

てくると、ある程度、エージェントだとかいろん

なところの折衝もあるし利害が絡んでくるのがあ

るので、行政ではなかなかできないと思うんです

ね。 

 そういう部分で、やはり独立したものが独立し

た事務所を持って市と適当な距離感を持った事業

をしていかなければいけないと思うわけでござい

ますが、市長、この辺どんなふうにお考えでしょ

うかね。 

○林市長 

 県内でも独立しているところ、また、独立して

いないところ、私なりにいろいろと勉強をさせて

いただいております。 

 まだまだ独立しているところも、今の段階では

どのぐらいあったかわからないんですけれども、

確かに独立したほうが自由にやれるのかなという

思いがあると思うんですけれども、しかしながら、

今のままでもやれることというのは、きっとある

んじゃないかと私、思うわけでありまして、その

あたりで、まず独立しても今独立しなければでき

ないこと、また、独立しなくてもやれることとい

うのは自分なりにまだ整理をしていないというこ

とで、整理ができた段階で独立というのが私も最

終的にはいいのかなという、まだそのあたりであ

りますけれども、まだちょっと勉強不足というこ

とであります。 

○川合委員 

 その辺はいろんな問題が絡んでくるので、一概

にどっちかということは、この場ではなかなか言

えないわけですが、参考としては、蒲郡市は特に

観光地なのでちょっと違うかもしれませんが、参

考事例としては、あそこの場合はガード下か何か

使ってましたかね。どこかのツーリストの観光の

専門員を入れてやってるようなことを聞きました。

刈谷市も南口のほうで、今、仮設かもしれません

が、そういった案内所をつくってるようなことを

聞きました。 

 なので、ハード的なものをどこか再開発がかか

るので、ほんとに仮設になるかもしれませんが、

例えば市営駐車場の一角、サインボードのある下、

車を四、亓台分を極端な話ね、そこに設置すると

か、空き店舗があればそういうところに近くに持

っていくというようなことがこれから望まれるの

ではないかというふうに私は個人的に考えておる

わけでございます。 

 それと同時に、やはり観光客を呼ぶには観光客

が来た、今度、山車・鉾の全国大会がありますが、

かなりそういう方たちは知立市のまちを観光とし

て食っていけるかどうかということを非常に厳し

く見られると思います。すぐにもう５月に始まっ

ちゃうので、今から対忚することはなかなか難し
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いとは思いますが、観光協会としては旧東海道に

大きなちょうちんをずっと並べて、それなりのま

ちづくりというか景観づくりをしていくようなふ

うに聞いておりますが、この辺について担当課と

してはいろいろ協議されているとは思いますが、

今回の全国大会に向けての対忚は、協会のほうと

どんなふうに連携してみえるでしょうか。 

○経済課長 

 今回の山・鉾・屋台の全国大会、それに関しま

して、観光協会も協力していくということで対忚

をやっておるんですけども、まだ具体的に何をど

こをどうやってやるかということは決めておりま

せん。協力をしていく方向で今、一生懸命やって

おります。 

○川合委員 

 今、言いましたちょうちんの話は、実際の事例

として確認してまいりまして、そういうことで１

つのものを統一的な配置をするだけで町並みとい

うのはがらっと変わります。この間、本会議でも

言いましたが、１つの事例として一般家屋も商店

街も何かイベントのときにはのれんでも何でもい

いんです、岩村が女城主ですよね。イベントのあ

るときは、そこの奥さんの名前の書いた旗か何か

をずっと並べてますので、それだけでも全然統一

感が変わってくる。年に１回新しい酒ができたと

きには、それをふるまうというような、やること

といったらそんな予算がかかったり大変なことじ

ゃないんですけど、全体的な設計するだけで町並

みというのはごろっと変わると思います。 

 それと、大分ちょっと具体的なことになっちゃ

いますけど、一般質問でも申し上げましたけど、

観光資源としては、今３つの大きな歴史的なもの

があるんですが、実際には東海道という非常に有

効な観光資源があるわけです。ですから、そこに

まつわるいろんな旧跡といいますか、問屋場だと

か本陣、脇本陣だとかいろいろあります。そうい

ったものの経緯をしっかりと明示して、歩く人が、

知立市はこういうまちだと、東海道の39番のまち

はこういうふうだと。 

 ホテルにしても東海道沿いにあるクラウンパレ

スもそうなんですけど、ああいう大きなホテルが

東海道沿いにあるのは、多分知立市だけだと思う

んですよね。いろんなメリットを探せば出てきま

すから、山町の名鉄の踏切あたり、西町の、この

間言いましたが、知立神社の尐し西側、あそこの

間が両方に土居があって、その区間が知立市の宿

だったんです。そこをこんなものを放っておくの

はほんとにもったいない。きちっと整備すれば、

観光バスが来たって１日遊べるぐらいのものがあ

ると思うんですね。その辺のお考えどうですか、

市民部長。 

○市民部長 

 一般質問のときもお話をさせていただきました

ように、東海道の東の方から知立市へ入ってくる

ところ、入り口から西のほうの知立市を出るとこ

ろまでの区間、川合委員がひとくくりとして観光

資源、看板等を表示して観光客の皆さんにわかり

やすいように表示をしたらどうだというような御

質問だったと思います。 

 それは一般質問のときにもお答えさせていただ

いたように、観光資源をせっかく知立市にお越し

の観光客の方が、何だこれはというようなことを

思ってもいけませんので、そういったことの説明

できる看板等につきましては文化財のほうと連携

を図って、観光におみえになった方にわかりやす

いような表示をしていきたいと思っております。 

○川合委員 

 ぜひそのようにお願いしたいと思います。 

 さらに意見として言わせていただければ、景観

条例とか町並みを保存するほどの今ないといかん

ですけど、景観条例でもつくって店舗の改築、も

しくは一般家屋でも改築する場合は、ある程度、

補助メニューをつくって、長い間にはある程度で

きていくというようなことも今後は観光を考える

んだったら絶対必要ですね。これは旧東海道も弘

法さんの偏照院へ行く道のほうも明らかにそうい

う要素があると思います。これからまた時々この

ことにつきましては意見を申し上げさせていただ

きたいと思いますが、ぜひよろしくお願いしたい

と思います。 
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 それと、西新地のことはここの委員会ではない

ので余り言いにくいんですが、やはりハードのこ

とだけを担当課がここではないところでやっちゃ

ってるのは、それだけでも全然片手落ちで、この

前も言いましたように、駅前のあの一角は一等地

ですわ。ダイヤの原石ですよ。それをただ何かを

つくるための担当課だけでは絶対だめ。それはど

う活かすかということについては、やはりここの

委員会である程度、話ができなきゃいかんと思い

ますね。 

 副市長、ちょっと聞きたいんですけど、そうい

うところで駅前ということでハード整備は都市計

画もしれませんが、まちづくりですから、こうい

うところでも議論するべきだと思いますが、いか

がでしょうか。 

○清水副市長 

 西新地に関しましては、過去にはこの委員会で

議論するべきまちづくり勉強会の費用についても

経済課が担当で商工会を通してやらせていただい

ていたという経緯があるわけです。 

 なかなかその話が具体化しない、なかなか進ま

ないというようなことで、やはりその当時の議論

としてはハード面、そういう都市計画、そういっ

たまちづくりについてのノウハウがなかなか経済

担当のほうでは難しいというような議論の中で今

の形になったというふうに思っているわけでござ

います。 

 ただ、今御質問者も御指摘のように、そういっ

たハードだけを整備すれば、まちがどんどん生ま

れ変わっていくということではないと思いますの

で、そこには魂といいますか、そういったソフト

面が同時に検討され、一緒にまちづくりとして成

り立っていかなくてはいけないというふうに理解

をしておりますので、そういった意味では、今、

御質問者の御指摘もっともだなというふうに思っ

ておりますので、今後そういった、それこそ縦割

りではない横の連携をとりながら、駅前の中心市

街地のまちづくりについては、全庁的に考えてい

く必要があるんだろうというふうに考えておりま

す。 

○川合委員 

 ぜひそのような方向性でお願いしたいと思いま

す。 

 観光のことが違ったふうにとられたかもしれま

せんが、これは全然関連したことで、要は、観光

ということを一元的な見方しちゃってると、ほん

とにわけのわからないことになって、来年度予算

140万円、これで何ができるかわかりませんけど、

委託してある程度のものは進むとは思いますが、

やはりこれは140万円でもそれを活かすには次に

つなげるものをもっていかないかんですね。 

 なので、協会を形として独立させるのか、制度

として独立させるかの議論はありますが、尐なく

ともハード面では独立した案内所のようなところ

に設置して名物を売ってもいいですよ、案内所に

パンフレットを置くとか、常駐者がいてボランテ

ィアの方たちがいつも詰めているような形から入

っていかないと、これはまず話が進まないですよ

ね。その中の話の延長線上に今言ったような東海

道の話やら、西新地のことでも全然ここと関係な

いものじゃなくて、まちづくりという観点での議

論を進めるべきだと思います。 

 市長に、最後にその辺の見解をお聞きして質問

を終わります。 

○林市長 

 まさにそのとおりだなというふうに思っており

ます。観光だけ捉えるじゃなくて、まちづくりは

人づくり、そういうこともあります。そして、そ

の辺の地域の皆様方の盛り上がり、商工会の皆様

方、商業団体の皆様方の盛り上がりということも

あるわけでありまして、また、市役所としても全

庁的に考えていかなければいけないことでありま

して、いずれにしましても、どこだけがやるとか

誰がやるとかじゃなくて、みんなで盛り上げてい

かなければいけないなというふうに考えておりま

す。 

○経済課長 

 先ほど答弁ができませんでした。 

 観光協会の役員ですけども、まず全体で12名委

員がいます。商工会の理事で会長がいらっしゃっ
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て、商工会会長、八橋保存会の会長、花しょうぶ

育成会の会長、弘栄会、文化財保護委員の委員長、

あいち中央農業協同組合の地区担当理事、体育協

会の会長、文化協会の会長、中日写真協会の知立

支部長、知立ライオンズクラブの会長、知立地域

婦人会連絡協議会の会長、この12名で構成されて

おります。顧問としまして、市長と議長と県議が

入っておられます。 

 それから、先ほどのもう一点、事業推進員です

けども、この中身といたしましては、パンフレッ

ト、観光の御案内だとか知立の歴史ウオッチング

のパンフレットの作成費とホームページの維持管

理、それから先ほど言いました、トコトコ東海道

の負担金、このような内容で百四十何万円、これ

が計上されております。 

 以上でございます。 

○池田福子委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○三浦委員 

 それでは、引き続き観光ということで質問させ

ていただきます。 

 １つは、予算書の193ページの愛知の旅宣伝協

議会負担金というのは、これはどんなものでした

でしょうか。 

○経済課長 

 これは愛知県の旅宣伝協議会負担金ということ

で30万5,000円。内容といたしましては、愛知県

の観光協会の負担金が10万5,000円、観光キャン

ペーンの推進協議会の負担金が20万円ということ

で２つに分かれております。 

 以上です。 

○三浦委員 

 昨年でしたかね、知立市、高浜市、碧南市でバ

ス旅行といいますか、企画がありましたね。名所

を巡ってグルメを食べるというようなそういった

企画のバス旅行があったと思うんですけど、それ

覚えてますかね。 

○経済課長 

 私が来る前ですので、平成23年度ですか、バス

旅行を県の事業として補助金もらってやられたと

思います。 

 以上です。 

○三浦委員 

 それは単発で、そのときだけですかね。 

○経済課長 

 次には違う市に移りましたので、単発でござい

ました。 

 以上でございます。 

○三浦委員 

 市が変わるわけですか。あのときは、たまたま

知立市と碧南市、高浜市ぐらいを回ったかと思う

んですけど、そういった形の企画なんですね。 

○経済課長 

 知立市から高浜市だとか碧南市のほうへ行かれ

たその事業は、あのときの単発の事業でございま

す。 

 以上です。 

○三浦委員 

 すごくあれはいい企画だと思いまして、それな

ぜ続かないのかなと思ってたんですけど、そうい

った単発の県の事業ということでしたら仕方あり

ませんけど、ああいったことも衣浦の３市１町で

すか、そこでもそういった企画もまたいいのかな

と思うんですけど、ひとつそういったのをまた考

えといてください。 

○経済課長 

 衣浦行政圏で観光パネルということでつくりま

した。そういうことで、今後も例えば、まず西三

河９市でも観光担当の担当者会議も開いておりま

す。連携して定住自立圏を使ったり、９市の観光

担当でいろんなことを考えて広域的な観光行政を

検討していきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○三浦委員 

 よろしくお願いします。 

 それから、祭りの関係でありますが、予算の

195ページ、次のページですね、知立まつりとか

よいとことかございますが、知立まつりの関係で、

14日の金曜日、中日新聞県内版を見ていただいた

と思うんですけど、ユネスコの無形遺産候補に県
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内で５つという、こういった大きな新聞に出まし

た。これは御存じですね。 

○経済課長 

 こちらに手元で持っております。ユネスコの県

内５つ、それから、山・鉾・屋台行事に構成する

32の祭りということで無形文化財登録ということ

で２つの新聞を持っております。 

 以上でございます。 

○三浦委員 

 これは前から全国の山・鉾・屋台保存連合会で

関係することなんですけど、たまたま愛知県で国

の指定を受けている祭りが５つあって、それがノ

ミネートされているということで、この県内が５

つですが、全国的には30の国指定の祭りが一括し

てユネスコの無形遺産に手を挙げたということで、

大変大きな事業だと思います。 

 このユネスコの無形遺産、これ、無形遺産とい

うのはいろいろユネスコの遺産にはジャンルがあ

りまして、無形遺産だとか世界遺産がございます。

世界遺産は知ってのとおり富士山が世界遺産に指

定されたということで、この無形遺産というのは

無形文化遺産ですけど、これは能楽だとか大阪の

文楽だとかそういったジャンルでありまして、つ

い最近ですと和食というのがこのジャンルから登

録されたということで、これはすごいこういった

形で知立市も含めた30ですけど、これがノミネー

トされたということだけでもすごいと思うんです

けど、もしこれが指定されるといいますか、認定

されると、すごく大きなことだと思うんですね。

知立市が日本国中、また世界に発信するみたいな

形なんですけど、その辺はどういうふうに思って

ますでしょうか。 

○経済課長 

 ユネスコに登録されることは、すごいことだと

いうことは、私もよくわかります。これが多分あ

と２年か３年たって、どういう形でなっていくか

わかりませんけども、経済課としても協力できる

ことは協力して、これで何か登録できれば、一つ

の観光資源としても生かせるんではないかという

ことも考えております。 

 以上でございます。 

○三浦委員 

 そうなんですよね。これはすごいことなんです

よね。多分登録されるのは２年か３年後になるか

と思うんですけど、こういった形で中日新聞も取

り上げて出てきました。 

 これを今、観光のほうに結びつけるということ

なんですけど、ぜひノミネートだけでもすごいこ

となもんですから、知立市でももう尐しこれを皆

さんに知っていただくということを何か考えてい

ただきたいなと思うんですけど。 

○経済課長 

 これ、文化庁の関係でございます。文化課とも

協議しながら、どういう形でＰＲできるかという

ことを考えていかさせていただきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○三浦委員 

 今言ったように、調べていただきまして、どん

なものかというのを、ぜひこれが候補にあがって

手を挙げて認定されると大変なことになってくる

かと思います。 

 今回の山・鉾・屋台保存連合会の知立大会も、

ちょうどこの登録を一括してやる30団体が知立市

へ集まるわけであります。そんなことで、すごく

いい機会に知立市もこの大会をやったということ

で、タイミング的にはすごくいいのかなと。です

から、知立市としても宣伝していただきたい。 

 市長、この件どういうふうに思います。 

○林市長 

 まずは登録申請に決まったということだけでも

私、すばらしいことだなと思っております。こと

し知立大会が開催されるグッドタイミング、絶好

のタイミングでユネスコ世界遺産登録申請が決ま

ったなということを考えております。 

 新聞には載ったんですけども、広報ちりゅうで

も機会をとらえてお知らせをしていきたいなと考

えております。 

 新聞にも書いてあった、山車連合会の会長おっ

しゃられたように、子供たちにも夢を与えるそん

なことだなというふうに私は考えておりまして、
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ぜひそういった意味でも、この全国大会５月２日、

しっかりと成功させないけないなと改めて感じさ

せていただいているところであります。 

○三浦委員 

 ぜひこういった形で、県内で５つですね、津島

の天王祭、犬山祭、半田市亀崎の潮干祭、蟹江町

のお祭りと、そして知立市の山車文楽ってあるん

ですけど、山車文楽からくりが国の指定になって

るものですから、並行して知立まつりがそれに選

ばれたということであります。ぜひこの県内も近

くに５つあるもんですから、横のタッグを組んで、

ぜひ宣伝のほうをしていってもらいたいと思って

ます。 

 市長の言った広報にも、ぜひこれを大きく取り

上げて知立市のここにありということを宣伝をし

ていただきたいと思います。よろしくお願いしま

す。 

 それから次に、よいとこ祭りは今年度、場所を

駅前から市役所の周辺に移るということで、その

情報は広報の16日号ですか、会場が変わるという

ことで出ておりました。この件に関しまして、私

も変わるということを捉えていた一人ですのでい

いんですけど、どういった意味合いで変わったか

というのをわかればお願いします。 

○経済課長 

 よいとこ祭り、第14回を駅前で実施しておりま

した。今、駅前の鉄道高架事業等もありまして、

会場の付近が工事等で使えなくなる、例えば自転

車をとめる駐輪場のスペースがなくなったり、そ

ういうような行事をやるのに支障が尐し出てきて

おります。 

 それから、駅前商店街の活性化ということで目

的で実施しておりましたけども、駅前商店街の方

も参加のほうが尐し積極的ではないようなところ

もありまして、一度見直すことが必要ではないか

というようなことも言われました。 

 今回第15回に関しましては、市役所のほうに会

場を移して、市役所周辺で実施して様子を見させ

てもらうというのか、一度こっちにまたもとの形

に会場を戻してくる。昔は市民盆踊り大会、知立

中学校でやっておりました。その方向で観光事業

というよりも市民のお祭りという形で今回はこち

らのほうの市役所周辺で実施していきたいという

ことで、ちょっと方向性を転換させております。 

 以上でございます。 

○三浦委員 

 駅前事業が進んできたということ、いろんな理

由があるかと思いますが、なかなか市民の方、理

解していただけない方があります。どうして移動

するんだというような方も聞いていますし、その

辺のどうして移動したかということもちょっとわ

かるようなことを考えていただければ、また市民

の理解もいただけるのかなと思ってます。 

 これは今言われましたように、市民が楽しく誰

でもが踊りにも参加できるというような、そうい

ったコンセプトで今回場所も変わって新しくリニ

ューアルということだと思うんですけど、その辺、

何か考えてますでしょうか。 

○経済課長 

 今現在、準備委員会でいろんなことを検討させ

ております。基本的には盆踊り等やる内容に関し

ましては路上総踊り、お絵かき展示会、テナント

出店、ステージイベントと今までのことを踏襲し

ていく方向で今、検討しております。 

 その中で、盆踊り部門に関しては、まだどうい

う形でやるかということははっきりしておりませ

んけども、よいとこばやし部門と盆踊り部門で両

方に審査対象にしていくだとか、いろんなことを

検討しております。審査員も今までの高校生だけ

ではなく、幅広い年齢層に変えていきたいだとか、

そういうことも考えておりますけども、まだ具体

的な内容が煮詰まっておりませんので、具体的な

内容がわかり次第、連絡させていただきたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

○三浦委員 

 よいとこは14回駅前で開いてきて、私もよく一

般質問でもこのよいとこについて質問していたん

ですけど、毎回毎回、参加者が減ってるんですよ

ね。昨年は二十何チームとかですけど、どうして

減ってくるのかなと思ってるんですけど、その参
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加のチームが減ってるということで、これは町内

の方たち、それから団体、企業、こういう方たち

に出てもらってるんですけど、１つ疑問なのは町

内なんですよね。盆踊りが知立市内で20町内22会

場ぐらいでやってるんですけど、その中で参加し

ているのが半分なんですね。ちょうど10町内とい

うことで、半分の町内は、なかなか出ていただけ

ない。それにはいろんな理由があったかと思うん

ですけど、駅前で遠かったからだとか、踊りの曲

がどうだったとかいろんなことがあるかと思うん

ですけど、そういったことを払拭して、町内をぜ

ひ、昔は今言ってた市民踊りは全町内が出ていた

だいたと思うんですけど、そういった意味で、全

町内が参加するぐらいのね、せっかく場所が変わ

って内容も変わってくるということですので、そ

の辺のことで、また新しいよいとこをつくってい

ってもらいたいと思いますが、町内の参加という

ことに関して何かありますか。 

○経済課長 

 今回、場所も変わるということで、４月４日の

第１回目の区長会の席で、第15回知立よいとこ祭

りについてということで区長に連絡させていただ

いて参加を呼びかけたいと思っております。 

 以上でございます。 

○三浦委員 

 ぜひ最初の区長会に出ていただいて、内容の変

更とか、それから参加をぜひ呼びかけてもらいた

いと思います。 

 それから今、１つありました駐車場だとかいろ

んな意味で駅前がなかなか集まりにくいというこ

とでありました。今回こちらの市役所の周辺を流

しで踊るという形なんですけど、そういった意味

で、今、駐車場とか周りの方の迷惑じゃないです

けど、いろんなことを考えていらっしゃるでしょ

うか。 

○経済課長 

 今まで市役所周辺で祭りを54年間やっておりま

せん。道路の通行止めも実際以前の場所と違う場

所をやっていかないかん状況でございます。内容

がかたまり次第、近所の方にもみんな連絡とって、

こういう仮の駐車場をつくったり手配したりだと

か連絡させていただいて、何とか市役所周辺での

実施にたどり着きたいと思っております。まだ内

容が確定しておりませんので、周りの人には連絡

しておりません。 

 以上でございます。 

○三浦委員 

 これが決まったのが、つい最近ということで、

実施が８月23日。日にちもありませんので、いろ

んなことを急いでいただいて、区長会の理解もい

ただいて、何とかいいよいとこ祭りにしていただ

きたいと思いますので、よろしくお願いをして質

問を終わります。 

○池田福子委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後４時00分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後４時08分 

○池田福子委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 ほかに質疑はありませんか。 

○中島委員 

 最初に、臨時福祉給付金給付事業、福祉課のほ

うかな、子育て世代臨時特例給付金、これが消費

税対忚ということで出されている給付金、そのほ

か減税のほうの県のほうありますけど、これは別

にしておいて、この２つが国のほうから全額くる

という形で行われる。これの目的、この金額の根

拠、どのような説明がなされるんでしょうか。 

○福祉課長 

 臨時福祉給付金についてでございますが、目的

は平成26年４月から消費税率が８％へ引き上げら

れますが、所得の低い方への負担影響に鑑み、暫

定的臨時的な措置として臨時福祉給付金を支給す

るものでございます。 

 対象者は平成26年度分、市町村民税均等割が課

税されてない方ということになっております。給

付対象者は約１万人を計上しております。 

 １万人の方については、１人につき１万円と、

そのほか１万人の対象者の中で、老齢基礎年金、
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障害基礎年金、遺族基礎年金等の受給者、または

児童扶養手当、特別障害者等の受給者などは

5,000円が加算されます。その対象者は5,000人と

いう形で積算しております。 

 事務費については、国のほうの提示のございま

した人口に対しての事務費ということで国のほう

が積算してまいりまして、それ10分の10という形

で予算計上させていただいております。 

 以上です。 

○中島委員 

 今、人数的なことでいうと、１万円の低所得者

の方の支給が１万人ということで、そして、老齢

基礎年金から児童扶養手当等が受給をされている

方がこれにプラスされるということで、これが、

１万人のうち5,000人が１万5,000円を支給される

と。この金額の根拠というのは、どのように説明

を受けていらっしゃいますか。 

○福祉課長 

 これも市町村民税の調べ等の数字を使って国の

ほうが積算資料を出しております。 

○中島委員 

 １万円とか１万5,000円とか、そういう方にあ

げるよということはわかったわけですけど、明ら

かになってるわけですけども、なぜ１万円なのか。

消費税の増税で１万円いただいて、その方たちは

これでどこまで救われるんですかと、何なんです

かと、この１万円は、１万5,000円は何なんです

かと、こういうことを聞きたいわけですよ。１回

支給されるわけですけどね、増税分との関係とい

うことでいうと何なんですかと、これは。 

○福祉子ども部長 

 国が示しているものについては、消費税アップ

分ということで約１年半の主にそういった消耗品

というんですかね、家庭で使う主に食料品という

んですか、そういったものの部分の負担部分とい

うことで１万円というのをはじき出しているとい

うふうに聞いております。 

○中島委員 

 １年半分ということですか。来年の10月までの

10％へ移行するまで今の計画ということでいうな

らば、そこまでの消費税負担分、食料品分をこう

いうところでは援助しようと。この援助の金額と

いうのは、１人の方に対して１万円ですから、２

人家族なら２万円ですが、１人でいうと１年半の

食料品にかかる消費税が１万円だというふうに見

ていいんですか。そういう計算になるんですかね。

１万円で済むんですかね。 

○福祉子ども部長 

 細かい計算式までは示されてはないわけなんで

すが、通常、国の説明としては、そういう言い方

をされているところで、本来食料といっても食べ

るものによってまた随分違いますし、その人によ

っても違ってくるとは思うんですが、そういった

中で、おおむね１万円が大体１年半分の３％アッ

プ分だけという形で説明を受けています。 

○中島委員 

 これは子育て世代の世帯臨時特例給付金、こち

らはどういう根拠になるんですかね。これは参考

資料でいうと80ページのほうですね。 

○子ども課長 

 こちらの子育て世帯臨時特例給付金でございま

すが、趣旨といたしましては、消費税の引き上げ

に際して子ども世帯の影響を緩和するとともに、

子育て世帯の消費の下支えを図る観点から臨時的

な給付措置を行うものということで趣旨がなって

おりまして、臨時福祉給付金の類似給付として支

給しますよという位置づけだと思います。 

 それと、内容ですが、支給対象につきましては

基準日、平成26年１月１日の児童手当、特例給付

を含むの受給者であって、平成25年分の所得が児

童手当の所得制限の額に満たないものということ

でございます。 

 それとあと、先ほどの臨時福祉給付金との兼ね

合いですが、この児童手当受給者の中で住民税非

課税のものについては、こちらからの支給ではな

くて福祉給付金のほうへの受給となります。 

 それと、支給対象児童数でございますが、積算

の指示がありまして、児童手当対象者ということ

で１万633人ございました。 

 それとあと、特例給付、これは該当外になりま
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すので、これは850人で、臨時福祉給付金、生活

保護を除くということで、先ほど申しました

1,633人の２割程度を見込みなさいということで、

そうしますと1,633人から850人、850人と2,127人

を引きまして、その１割程度が公務員対象ですよ

と、それが766人でございます。それらを計算し

て8,422人ということで積算しております。 

 もう一回言います。手当受給者が１万633人、

公務員として766名見込みまして、その中で特例

給付が850人を引きます。それと臨時福祉給付金、

生活保護者ということで2,127人これも引きます。

そうしますと8,422人ということで、国のほうが

算出するということで示しておりますので、それ

をもとに算出しております。 

 それと、なぜ１万円かというのは、ちょっと私

もわかりませんが、１万円支給するということで、

趣旨の中として臨時福祉給付金の類似給付として

支給されるということですので、それ以上のこと

は、私のほうはちょっとつかんでおりません。 

○中島委員 

 臨時福祉給付金のほうは１人１万円ですよね。

この子育て世代臨時給付金、これはやっぱり１人

ということでいいんですか。 

○子ども課長 

 対象児童１人につき１万円です。説明不足で申

しわけございません。 

○中島委員 

 併給はしないということで、福祉給付金のほう

が優先されると。所得がより低い人の場合は前段

のもので、もう尐し上だけども子供がいる世帯は

同じように１万円世帯の構成員掛ける１万円はこ

ちらでということで、尐し所得のある人でもこち

らは対象になりますよということですね。8,422

人が子育て関係で対象になる見込みと書いてあり

ますね、ここにはね。 

 先ほど福祉給付金のほうについては１万人とい

うふうに話されましたけども、これは今、引いて

尐なくなっちゃうような感じのことを言ったんで

すけど、引かないんですよね。１万人は単独に福

祉給付金のほうでみている。それ以外に8,455人

が児童関係であるということで、もちろん予算は

そうなっておりますもんね。 

 そういうことで、子供のほうについてはこの１

万円というのも特に根拠はわからないということ

ですね。消費税が１年半分かかってきた分を緩和

するということだけは言われているんだけど、な

ぜ１万円かということは、ちょっと尐ないんじゃ

ないかと、もしそうであるならばというふうに思

うんですね。４人家族で300万円ぐらいの収入で

４万5,000円ぐらいとか、いろいろ４万円という

のもあるんですけども、もう尐し高くなるわけで

すよ、費用がね。 

 これは一忚そういうふれ込みで出たものだけれ

ども、十分に支えられるだけの金額とは言いがた

いということで、しかも次の段階に進むまでとい

うことではありますけども、次はどうするのかと

いう議論はまだ見えてこないということで、私た

ちも完全に食料品は非課税にしなさいという思い

はありますよ。もちろん外食はともかくね、買っ

てきて、うちで食べる分の食費については非課税

ということでヨーロッパ並みにね、ヨーロッパな

どは高いといっても食料品非課税、衣服も非課税、

学校教育もなし、医療も無料と、全然比較になら

ないような中でやっている。高いけれども食料品

は完全非課税ということでやっていることと比べ

ますと、ほんとにこれは小さな小さなみみっちい

ような支援でお茶を濁そうとしてるなと、そんな

感じがしてなりません。 

 子育て世代のほうなんですが、平成26年１月１

日現在基準日に児童扶養手当を受けていると。そ

この段階で受けていなければならない。これが原

則ですよね。６月２日に受けるようになったりと

か、６月２日に出産したとか、そういう方は、出

産が６月２日だったという場合には対象になりま

すか。 

○子ども課長 

 ちょっと６月２日という意味がよくわからない

んですが、１月２日ですね。最初きたとき平成26

年１月１日現在ということで通知がきまして、１

月１日の出生者についてどうかということにつき
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ましては後日回答するということで、大分長くな

ってからでして、１月１日生まれまで入るという

ことで回答が出ておりますので、１月２日以降生

まれた方については受給の対象ではないというふ

うに理解しております。 

○中島委員 

 だから、２日以降の人はだめと。母子という環

境で生まれるということだから、そういう人も今

はたくさんいますよね。こういう方にはだめとい

うことですね。 

 それと、これの申請が尐しずれておくれちゃっ

たと、２日以降になっちゃったと、１日に間に合

わなかったと、申請そのものが。やっぱりそれも

だめになると。救済措置というものは全くないと、

そういうことですか。 

○子ども課長 

 児童手当の受給者ということでありまして、救

済措置まで全部覚えてはいないんですけど、何ら

かの関係で書類が遅くなったとか、そういった面

の救済措置はありますけど、その人が時間がずっ

ときてしまって書類の出すのが遅くて受給がおく

れたということについては救済措置はありません。 

 ですので、児童手当の申請における救済措置が

受けられるものについては対象になるというふう

に理解しております。 

 いろんな理由があって書類がそろわないとかあ

る場合がありまして、そういうときに認められる

場合があるんですね。具体的にはここではあれな

んですけど、そういうのは認められるんですけど、

ただ単におくれてしまって実は申請がおくれてし

まったんですよというだけでは救済措置は受けら

れずに２月の手当からの受給ですので対象にはな

りません。 

○中島委員 

 それもおかしい話でね、よほど徹底したＰＲが

ないと落ちこぼれてしまうという方たちも出てく

る可能性があるので、しっかりやっていただきた

いということで、今、全国でもそのことが一つは

注目の問題点です。１月１日に間に合わないとい

う事態が、そんなケースが出た場合は、ほんとに

これがいただけないということになってしまうの

で、尐なくても１万円、されど１万円ですので、

それはせっかく出るなら漏れがないような、そう

いう対忚をぜひしてもらいたいというふうに思い

ます。 

 児童手当の所得制限ということで、それ以下の

ということになるわけですが、この所得について

御説明いただけますか。 

○子ども課長 

 こちらにつきましては、所得制限限度というこ

とで扶養家族等で決まっておりまして、おおむね

でございますが、親族例えばゼロであれば所得制

限限度が622万円、収入の額の目安としては833万

3,000円、お一人扶養家族をみていますと所得制

限限度額が660万円、収入ベースで875万6,000円、

２人ですと所得制限が698万円、収入の目安が917

万8,000円、ずっと３、４、５ということで決ま

っていますけど、そういう児童手当の所得制限と

同じというか、それが資格者ですので、今の言っ

た制限額が決まっております。 

○中島委員 

 児童手当ですので中学校卒業ありますね、

5,000円ということになりますけど、そういう方

たちでも今の収入。ですから、住民税非課税とい

う１万円を超えていただける、こういう収入の方

たちが一忚１万円ですけれどもいただけますよと、

こういうことですね。一つは助かるものにはなる

とは思いますけれども、４人家族なら４万円とい

うことで、消費税が４人家族で１年半でどのぐら

いの歳出になるのか、負担になるのか、この辺と

の絡み合いでいうといろんな計算式がいろんなと

ころで出てますけど、やはり届かないということ

でなります。 

 ですから、これは臨時的な措置ということで抜

本的にほんとにどういう助けが出るのかというこ

とがまだ見えてこないというね、そこのところも

また問題。議論がいろいろされているということ

はありますけれども、その辺の見通しというか、

ここは税務の関係ではないですけど、その現段階

での議論の中身というのは把握していらっしゃれ
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ばお知らせいただけますか。 

○子ども課長 

 それにつきまして、私の知る限りでは先ほどの

趣旨の消費税の引き上げに際して負担がかかると

いうことで、国からそういうふうに給付されると

いうことしか理解しておりません。それ以上でも

あり、それ以下でもないものですから、そういう

ふうに考えております。 

 それとまた、支給対象でございますが、支給対

象は児童手当の対象児童１人につき１万円でござ

います。ですので、家族が例えば４人いて、その

中で高校生が１人、中学生以下が１人であれば４

人家族であっても１人の１万円しかもらえません

ので、家族全員の４万円ではないですので。子供

の数ですけど、児童手当の受給対象者ですので、

子供が例えばそのときに高校１年生であれば対象

外ですので、逆に言うと、１月１日に中学校３年

生の人は多分もらうときに高校１年生になってい

るんですね。ちょっとちぐはぐになりますけど、

そういうふうで１月１日現在、児童手当を受給し

ている手当の額のカウントされる子供の数に１万

円掛けますので、そういうふうに解釈しておりま

す。 

○中島委員 

 家族４人にもらえるわけじゃないよと。福祉給

付金のほうは家族分だけど、こちらは児童手当を

もらっている本人に１万円ということで、そう甘

いもんじゃないなということですね。所得が尐し

高いほうということで差をつけたんだということ

があると思いますけども、これは事務費も含めて

全額国のほうが出しますよということではありま

すけども、ある意味、ばらまきでこういう形で消

費税増税に対して、皆さん黙らっしゃいと、従い

なさいと、これでいくんだよということで上から

降ってくる、そんなような気がいたしますが、抜

本的には消費税増税に対しては大きな反対の声が

あるし、ほんとに商売やってる人たちは転嫁でき

ないというような問題があって、経済的な効果と

いうものでいうと難しい話が出てくるというふう

に思っております。 

 この消費税増税について、商工の関係では商店

やってらっしゃる皆さんが、これを今どんなふう

に受けとめていらっしゃるのか、おわかりでした

ら担当者のほうのお気持ちを聞きたいと思います。 

○経済課長 

 直接商店の方から消費税が上がるときのことを

聞いてはおりませんので、ちょっと言いづらいと

ころがあるんですけども、末端の組織までに、中

小企業までに、正直言って景気がよくなっておる

という実感が湧いてということがありますので、

厳しい状況だとは思っております。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 そのとおりだと思います。トリプルダウンとい

うのが言われてはいるんだけれども、ほんとにそ

れが実現するのかどうかということもわからない

ということで、消費税増税についてはこうなんだ

からこう受けなきゃならないんだということじゃ

なく、私はまだ10％等については、ほんとにしっ

かりと商売をやってる人の暮らし、営業そういう

ものを見ながら10％についてはちょっと待てとい

うことも市が言っていかなきゃいかんと、ばらま

かれても困りますというぐらいの気持ちで私は市

長にはいてもらいたいなと思います。 

 市長は、この辺の消費税増税に対する受けとめ、

市財政に対して２億円の負担増ということが企画

文教委員会で資料が出ておりましたけど、そうい

うことも含め、あと市民生活、市内中小業者の営

業、こういった面でどういうふうに受けとめてい

らっしゃるのか、国に対して物を言うときは言っ

たらいいんではないかと思うんですが、いかがで

すか。 

○林市長 

 消費税の増税、国の施策で一長一短があるとい

うことで、私には国の施策でありますので、なか

なか難しいところがございます。私に与えられた

地方自治、福祉、子育て支援、安心・安全の施策

を着実に進めていく、そんなことが今、私に課せ

られた課題かなと思っております。 

○中島委員 
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 そこまでしか言えないということなんでしょう

ね。でも、ほんとに弱者の方にとってみると大変

な重税ということになると思います。 

 先ほどもちょっと言い始めたけど、300万円ぐ

らいの収入で４人家族で４万5,000円ぐらいふえ

ちゃうんだよと。これ、１万円いただくというね、

子供が２人おれば２万円もらえるということです

けれども、明らかにそれを超えたような負担があ

るということをしっかり認識をしておく、このこ

とが必要ではないかなというふうに思います。 

 それから、生活保護についてなんですが、消費

税の増税分は保護費の生活扶助費の中でみるんだ

から、この臨時福祉給付金は対象にはなりません

となっております。どの程度のそれは補填がされ

るということなのか、その部分についてお答えく

ださい。 

○福祉課長 

 今のところ、2.9％の生活保護費の単価を上げ

るという形で通知がきております。 

○中島委員 

 前段階で下げる話が先行をしておりますね。こ

の下げるという去年の８月が第１弾で下がりまし

たね。その後、これとの関係でいうと３段階とい

うふうに言われておりますけれども、それはどん

な計画になるのか。 

○福祉課長 

 まだ確定した通知はきておりませんけども、一

忚は見通しとしては３％程度下がってプラス

2.9％単価が上がるので、ほぼ影響はないだろう

という形になると思っております。 

○中島委員 

 ３段階までいって最終のところが３％ダウンす

るよと今、言わなかった。 

○福祉課長 

 一忚２年目が平成26年４月ですので、平成25年

８月に１回下がって、平成26年４月でまた下がる

と。それが10％という形になってましたので、今

回、単純にいうと3.3％ずつで約10％になるんで

すが、そのうち平成26年４月という形で平成25年

８月と比べてまた3.3％程度下がるんですけども、

今回、消費動向で2.9％基準単価を上げてくると

いうところで、そこで国のほうはそういう形で提

示されているということです。 

○中島委員 

 平成26年４月の段階で3.3％下がると。厳密に

いうと平成25年８月の段階のものから下がる。そ

のまた前からの数字でいうと、これ何％下がるん

ですか。 

○福祉課長 

 約6.6％になると思います。 

○中島委員 

 その次が10％と、次の１年後ですよね、平成27

年４月、これで10％。こうやってどんどんと下が

っていくけども、消費税の増税分ということで

2.9％下がったものに掛けることの2.9％アップで

すよね。ダブルで計算しなきゃいけないわけです

けども、これは先ほど来からの給付金のほうは１

年半という話があるわけですけども、この2.9％

というのは臨時的なものなんですか、どうなんで

すか。 

○福祉課長 

 国のほうに示されているのは平成26年度の国民

消費動向の見通しを反映した分という形で平成26

年度という形にされてますので、平成27年度以降

については、まだ明確に指示はございません。 

○中島委員 

 消費税の増税分を補填するというこういう意味

でいうと、そのパーセントが３％あってしかるべ

きじゃないんですか。 

 ただ、10％に途中で引き上がるのかどうなのか

ということがありますからあれですけど、この

2.9％というのは平成26年度の扶助費の引き上げ

ということで、翌年はどうなるかということはわ

からないということですね。毎年見直しがありま

すけど、平成26年度については2.9％の引き上げ

ということですね。 

 ですから、平成26年の４月の段階でもともとの

生活扶助費よりも6.6％下がったと、2.9％だけ復

活させたということですから、４％弱が実質的に

はもともとの生活扶助費よりも下がったというこ
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とになると。計算式ややこしいですけどね、式は

難しくないけども、上がったり下がったりという

計算をすれば出てくると、こういうことですね。

なかなか３年間で１割切るというのは大変厳しい

ですよ、生活扶助費が１割減るということは。

1,000円が足らなくなって泣いてる人がいっぱい

いますからね、あと1,000円が足りないと言って

泣いてる人がいて、貸してくれませんかというよ

うな話がしょっちゅう、あと何日なんですけども

とかいって常にそういう話は飛び込んできて、お

貸ししませんといって私ははねるんですけど、そ

れは現実こういうふうな制度だから頑張らなきゃ

いかんでということでやってるんだけど、それが

10％も下がるということは、ひとり暮らしでいう

と７万円弱の生活扶助がありますよね。年齢によ

っても違うのであれですけども、10％といったら

7,000円でしょう。大きいですよね。 

 そういう今、状況にあって生活保護に対するい

ろいろバッシングもありましたけども、実際には

今、受けていらっしゃる方の命を守るという数字

からいうと大変厳しいものだというふうに私は感

じております。 

 生活受給者の問題なんですけども、受給世帯の

2014年２月現在というのが新しいのが出るのかな、

どうなんでしょうか、ちょっと教えてください。 

○福祉課長 

 平成26年２月末で世帯数が426世帯、人数が607

名でございます。 

○中島委員 

 これ、減ってますね、去年より減ってるし、絶

対数減っているわけですし、それから、相談件数

と保護開始と、このバランスというのがずっとキ

ャラバンの皆さんがお答えになった数字なんです

けれども、2010年度では60％ぐらいが相談件数に

対して保護開始で、2011年度が62％で2012年度が

38％というところまでが数字が出ておりました。

相談件数は余り変わってないんですね。273人、

212人、228人、200人を超えて毎年相談があると。

けれども、その決定する数字は随分減ってるなと

いう、そういう思いがあるんですけども、これは

2013年度は相談件数と保護開始件数はどういう割

合になっておりますか。 

○福祉課長 

 ちょっと手元に資料ございませんので、後ほど

資料がそろい次第、お答えしたいと思います。 

○中島委員 

 お知らせいただきたいと思います。 

 ちょっと極端に半分ぐらいに開始件数が狭まっ

たと、こういう実感はございますね。 

○福祉課長 

 相談件数に対して明らかに生活保護ではない受

給があるという方等もございますので、明らかに

という形は考えていません。しっかりと窓口で生

活実態等を引き出しておりますので、それに忚じ

た対忚になってると思います。 

○中島委員 

 きちんと話をして的確に処理するというこの姿

勢を持っていらっしゃるというふうに思いますけ

れども、リーマンショックのときにはとてもたく

さん件数もあって受けたということはありますが、

件数が今、相談が私たち支援活動をほとんどやっ

てないですよ、今は。御自分でみえる。そうする

と、同じぐらいの相談件数があるということは、

やっぱり大変な状況なんじゃないかなと。私たち

が同行支援したころの数字と変わらないぐらい自

分でみえてるわけでしょう。だから、やっぱりそ

ういう感触は私は受けるわけですよ、ずっと見て

るとね。あなたは、そういうふうに思ってないと

おっしゃいましたけども、明らかに申請の件数は

減っていると。申請があって許可をするという段

取りになっていくんですけども、そこでわずか減

って許可できない場合もあると、それはしょうが

ない、いいですよ、それは。そういう実態がある

なということは今、感じております。 

 就労の支援ということで一生懸命やっていただ

いているということがあって、多くの方が働きな

がら保護を受けていると、尐ないから。そういう

方たちもたくさんいるんですね。まるきりその他

世帯が、みんな働いてないというふうな、ちょっ

と本会議で取り上げられましたけども、その他世
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帯で自分の収入を得ているという人をちゃんと明

らかにしていただけませんかね。みんな保護に頼

ってね、遊んでおるように思われたら大変なこと

なんです。そうじゃないですよ。働いているんで

すよ。働いているけども、ほんとに低賃金の中で

保護から脱却できないほどなものと。 

○福祉課長 

 その資料も手元にございませんので、それも明

らかにさせていただきます。 

○中島委員 

 ぜひそれを明らかにして。 

 これははっきりするんですけど、その他世帯の

年齢を言ってください。その他世帯というか、含

むということになるもんですからね、その他世帯

というのは。１人でも就労可能な人がいる世帯と

いう意味になるので、それは何歳の方がいるとそ

の他世帯になるのですか。 

○福祉課長 

 一忚は就労可能年齢としては、大体18歳から64

歳になると思います。65歳以上は高齢者という形

になりますので。 

 以上です。 

○中島委員 

 16歳からじゃないですか。中学校を卒業した年

齢、ここがもう就労世帯の要因になるんです。だ

から、その他世帯というのは、ほんとに働けるの

かというような人たち、64歳までですからね。ほ

んとに就労可能な今の情勢の中で、そういう方た

ちがどのぐらいいるのかということを私はほんと

の意味の就労可能世帯というのを私は示していく

必要があるんじゃないかと、誤解を招くので。ど

うでしょうかね、考え方。 

○福祉課長 

 実際は、その他世帯の中でもパートだとか生活

保護を脱するまでの金額はないですけれども、世

帯が多くなると月20万円程度稼いでも子供が４名

だとか５名だとかになってくると、かなりの最低

基準になってくるので、一般就労できている方で

も子供が多いケースも生活保護を受けていらっし

ゃる方もいらっしゃいます。 

 そういうふうな形で、さまざまな形がございま

して、福祉課としては軽易な形で就労されている

方も多くいらっしゃいますので、その他世帯が全

て働いてないということはありません。 

 以上です。 

○中島委員 

 それと、64歳未満で年金をもらっていて仕事は

全くその年齢ではもうないよと。60歳超えたら全

然仕事がないよという人もいます。だから、それ

ともう一つは、障害年金をもらっている方もいら

っしゃいます、若い方でね。障がいを負っている

ために障害年金をもらっている。その年金をもら

ってその金額が足らないので生活保護を受けてい

る。その方も障がいというふうにばちっと世帯に

全員入るのかどうか、それはわからないですが。 

○福祉課長 

 障がいがある場合は、障害世帯という形でカウ

ントしていますので。 

 以上です。 

○中島委員 

 そういう年金をもらいながら生活保護を尐し補

填していただいているというような人、そういう

方たちの数字も明らかにしていただいて、議会の

ほうにもまた資料として示していただきたいとい

うふうに思います。 

 自立支援ということで今もやっていらっしゃる

わけですけども、大変困難を抱えていると。これ

から新しい生活保護の改正に伴って、その生活を

また支援していくというもう一つの自立支援のた

めの法律ができましたね。その中身というのをお

示しいただきたいと。 

○福祉課長 

 平成27年４月に向けて自立支援事業所の立ち上

げというものが必須になってきます。対象者は生

活保護にはならないですけれども、生活困窮者と

いう形になってきます。 

 １つには経済的な困窮と、あともう一つには社

会的孤立という２面がありまして、それについて

の自立支援事業所というものを平成27年４月まで

に立ち上げなさいというのが新しい法律でござい
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ます。 

 その中で、それを中心として就労支援事業だと

か家計相談事業だとか、あと、学習支援事業だと

かというさまざまなメニューがございまして、今

後、平成26年度においては、それについての検討

をして、平成27年４月に実施するような形で企画

政策課等と協議して具体的に予算化していくとい

うのが今後のスケジュールになると思います。 

○中島委員 

 生活保護に入る、相談にみえた方の中で、まだ

そこには入れませんねと。でも困窮してますねと

いう方たちに対して、今からずるずると落ちてし

まわないように自立のためのいろんな支援をする

という、こういう一忚法律的には趣旨はすばらし

いというふうに思うわけですけど、ただ、水際作

戦でということになったらこれもいけないわけで

すけども、これはこれで生かしていかなきゃいけ

ない貴重な制度だなというふうに思っております

が、平成26年度中にその準備をするということで

すね、平成27年度から立ち上げる。この自立支援

事業所というのは、イメージはどういうものです

か。事業所というふうに言われると、どういうこ

とですか。 

○福祉課長 

 具体的には生活保護のケースワーカーと同じよ

うなことをするのかなと思ってます。もしくは障

がい者の相談支援員、障がい者のケアプランを立

てられる方みたいな形で生活困窮者に対して自立

ができるような形のプランニングをしていくとい

うイメージでございます。 

○中島委員 

 今、担当のところは社会福祉事務所ですよね、

生活保護の担当はね。それと同じような名前とい

うか、それに匹敵するような自立支援事業所とい

うことで今の同じ窓口の中で担当者を決めてやっ

ていくんですか。 

○福祉課長 

 まだまだ企画政策課等とも実際予算取り等があ

るので協議していく必要があるんですが、今、３

月に社会福祉協議会と一度お話をさせていただい

て、社会福祉協議会のほうで自立支援事業所の設

置をお願いするのがベストかなというふうには思

ってます。 

 それは今後、平成26年の６月末の実施計画で平

成27年の当初予算という形の流れの中で、企画政

策課とも協議をして何がベストかという形で予算

化をしていくというイメージでございます。 

○中島委員 

 社協のほうに委託をしていくかなという話です

ね。相談にみえるのは、生活保護の窓口に例えば

みえると。そこでそういう対象者について、あち

らへどうぞと、こうやるというわけですね。意外

とこれが今でもあるんですけど、お金に困って。

じゃあ、社協へ行ってお金借りなさいって放り出

すんですよ。向こうへ行きなさいと、お金貸して

もらえますよって。向こうへ行ってから、保証人、

印鑑証明、またこっちへ来て、大変なんですよ。

社協に簡単に委託するというけれども大変なんで

すよ。 

 だから、できるだけ一本化して私はやるべきだ

と思うんですけど、場所が狭いとかどうなのかよ

くわかりませんが、特別に事業所という看板があ

ったとしても２倍人間がいるわけじゃないでしょ

う。 

○福祉課長 

 まずは場所の問題が一番でございまして、今の

福祉課の場所に新たに自立支援事業所のメンバー

を入れるというのは場所的に無理かなというのが

まず第１点。 

 第２点としては、その早急に人事配置をできる

かどうかという問題もございます。 

 あとは今、予定しているのは国のほうから緊急

雇用という形で６月議会のほうに上程予定なんで

すけれども、障害者相談支援事業所に国のほうが

メニュー化してきて、緊急雇用で９月ぐらいから

雇っていただいて、その後、相談支援事業所とい

う形で委託事業という形でもっていくと平成26年

の９月ぐらいから早い段階でそういう社会福祉協

議会のほうで体制ができるかなという予定で今、

社協とも検討させていただいているんですけど、
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ですので、市で設置するということよりも社会福

祉協議会で設置するというほうが国のお金等の流

れも考えていくと一番有利かなというふうに考え

てます。 

○中島委員 

 向こうへ行ってくださいよといって、本人の相

談意欲を、ただただそいでしまうということがな

いようにしないといけないと思うんですよ。ここ

までやっときたのに、また向こうへ行くのという

感じでなりますので、その辺だけすごい心配する

し、庁内だと人員配置が難しいけど社会福祉協議

会のほうなら委託で安い人件費でやってもらえる

と、そういうふうに聞こえますよ。ここでは人員

配置が難しいといってね、知立市内では、場所的

なことは言われましたけど、場所的な問題だけな

らそういうことですけど、今言われたのは２つ言

われたんですよ。メンバーと人員配置ができるの

かと。 

○福祉課長 

 福祉課と社会福祉協議会は両輪だと考えてます

ので、今回、相談支援事業だとかで福祉課と社会

福祉協議会という形で連携でしたので、その連携

が１年かけてかなりできてきたかなと思ってます。 

 委員が心配される社会福祉協議会に送っておい

て知らん顔ということは、それはあってはいけな

いことだと思ってます。 

 だから、自立支援事業所は社協に置くんだけれ

ども、それに対しての周りの地域福祉計画的にい

えば連携してさまざまな制度を使って、いかに生

活困窮者を自立させるかというのがテーマですの

で、社協に設置したとしても、その連携部分はし

っかり市としてコントロールする必要があるので、

そういうことがないような形での設置に向けて検

討をしていきたいというふうに思ってます。 

○中島委員 

 そのあれを忘れないようにやっていただけるな

らいいかなと思いますけども、就労支援や学習支

援と。この学習支援というのはほんとに大事だな

というふうに思いますので、これをどう具体化す

るのかもこれからの課題ということですか。社会

福祉協議会と話し合って、そこでそういう子供た

ちの学習支援をやれるのか、とてもこれ、大事な

ことなんですよ。貧困と格差。 

○福祉課長 

 実際は、知立団地のもやいこクラブにある、み

らいに何とかやってもらえないかなとは思ってま

す。３月にうちの保護援護係長と協働推進課とみ

らいの代表で新しい生活困窮者の制度の中で学習

支援事業というのがあると。それについて、一回

検討をしていただきたいという話はさせていただ

きました。 

 ただ、その問題は、今ブラジルの方だけという

と国のほうは補助対象事業にはならないという点

がございまして、広く日本の生活困窮者も集める

というところが一つの問題点かなと思ってます。 

 また、外国の方でもみらいに行ってる全ての方

がほんとに生活困窮者なのかという点もまずはご

ざいますので、その辺を今後、議論をしていかな

きゃいけない部分かなと思ってまして、あと、み

らいのほうも４月に総会があるそうで、そこで一

回諮ってから前向きに検討していただけるという

返事がありましたら、また福祉課とみらいとで協

議をして、事業は平成27年４月からですので、た

だ、６月末に実施計画をあげる必要があるので、

４月、５月で早急に議論をさせていただいて実態

を把握させていただいて、県にもその補助対象事

業になるのかどうかを検討していただいて、実施

計画に計上するのかなというようなイメージです。 

 以上です。 

○中島委員 

 知立団地の中の施設でやるということで、これ

は小学校、中学校ともに対象だということでよろ

しいですね。学区としては全市域から来ても構わ

ないだろうと思うんだけど、とてもそれは無理だ

なと思いますよね。そうすると東小学校の子が中

心、南中の子が、でも団地周辺、昭和地域の子供

たちがどうしても中心になるというふうに思いま

すが、生活保護はそれだけではなく広くみえます

ので、そういう点については、どのようにフォロ

ーしようとしているんですか。 
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○福祉課長 

 まずは学習支援事業というのが県内でもそんな

に実施されるかどうかというところでございまし

て、モデルケースとして知立市が平成27年４月に

先行して動いたときにどんな反忚があるのかとい

うのを見きわめてまた検討をしていくのかなとい

うふうに今は考えています。 

○中島委員 

 それは、とても私は希望のある大事な仕事だな

と、取り組みだというふうになりますので、全国

ではもう既にＮＰＯとかが何かが中心になって生

活保護の家庭の子供たちの学力支援という、これ

は生活保護の子じゃないですね、手前の子という

ことでありますけども、生活保護の子供たちの支

援もＮＰＯなんかで全国ではやられているという

ことなんですね。こういうところも対象者として

は生活保護の子もどうかなと、オーケーね、一緒

にやると。貧困家庭というちょっと大きくという

ことでやっていくならば非常に重要なところなの

で、それに対する支援は厚くやっていただきたい

なというふうに思いますけど、みらいの会場の広

さをもう尐し拡大できないかというのを本会議で

もちょっとやりましたけども、市のほうは活動が

忙しくなればそういう方向にもいくんではないだ

ろうかと。 

 この間のもやいこフェスティバルの御挨拶の中

で、市長も言ってみえたね、どんどん使ってくだ

さいと。どんどん使って、もっともっとというこ

とであればということを期待するというふうに言

われまして、その１つとして、これは派遣村のメ

ンバーもそういうことがやれないかということを

すごく願っていて、いつも話し合っているわけで、

それがやられるということであれば、とてもいい

なというふうには思います。生活保護費を下げる

話と、これはちょっとプラスの面と一忚国のほう

が、これは生活保護者をつくらない予防策という

こともあってやられる、それはそれで大事なこと

ですので、慎重に前向きに充実したものにしてい

っていただきたいというふうにお願いをしておき

ます。 

○福祉課長 

 先ほどの相談件数、申請件数開始についてなん

ですが、平成25年４月から平成26年２月までで相

談件数は190件、申請が78件、41.1％です。開始

が76件、平成26年２月現在、その他世帯154世帯

のうち、働いている方がいる世帯は48世帯でござ

います。 

 以上です。 

○池田福子委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後５時05分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後５時14分 

○池田福子委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○中島委員 

 生活保護の関係は、一忚その他世帯の内訳につ

いて、また正式に今尐し報告がありましたけども、

年金受給とかいう人もその他世帯の中で尐しいる

ということで、内訳についてお知らせいただきた

いと。その他世帯の理解をやっぱりちゃんとしと

くほうがいいかなというふうに思いますので、こ

こで報告されればあれになりますけど、資料でま

た出してください。 

○福祉課長 

 できるだけ、きょう出したいと思いますが、出

せなければ、また報告させていただきます。 

○中島委員 

 生活保護はなかなか大変、低所得の方たちの中

で、あの人たちはいいなとかね、そういう話も出

てね、何か弱い者同士が足を引っ張るみたいなと

ころもあって、つらいなというそんな経験を私も

よくするんですが、正しい理解をきちんと広める

ということで私はやっていきたいなというふうに

思います。 

 それから、別のところに入りますが、介護サー

ビス、障害者サービス、障がい者の方たちが、介

護保険に加入したときに障害者サービスよりも介

護保険のサービスのほうが低い場合があって、選

択が狭まるという問題があるので、これ、介護保
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険のほうで聞きます、ということでお願いします。 

 高齢者のタクシーの問題で、一般質問でも池田

福子議員が取り上げました。うちの場合は高齢者

タクシーが介護タクシー一本というね、介護タク

シーを使っていただくという、これが一本しかな

いという問題を提起されておりました。要介護の

方が介護タクシーを１の人が使ったんですが、す

ぐに要支援になったらタクシー券返しなさいとい

って前も含めて返しなさいという、現金で返して

くださいというふうに言われたのでトラブルがあ

ったんですけれども、刈谷市の制度について紹介

いたしますと、介護タクシーではなく普通のタク

シーを利用する高齢者タクシー制度があるんです

ね。要支援２以上の方、とても歩くのが困難、バ

ス停には全く行けない、このぐらいの程度の方た

ちについては介護タクシーではなく、普通の高齢

者に対する普通のタクシーの支援、障害者タクシ

ーと同じような支援が実施をされております。 

 これは前にも私がちょっと述べて、近隣を調査

して考えますということで言われておりましたけ

れども、ここの分野については、まだ知立市の中

にはないもんですから、どんな検討をしていただ

いたのか、その辺も聞いておきたいなと思うんで

すね。介護タクシーではない普通のタクシーを使

う高齢者タクシー助成です。こういうことについ

ての実施ということについて要望してきたんです

けども、まだ予算には出てこないということなん

ですね。これは相当強い要望がありまして、どん

な様子かなということを伺いたいんです。 

 具体的に言うと歩けなくて歩行のごろごろ押す

ものがありますけども、これで出ていっても転ん

でしまって打撲しちゃったと。よちよちと歩くわ

けですよ。だけどもバス停なんかとてもそれでは

行けないというような人でも対忚できるようなタ

クシーをお願いしたいと思うんですけども、いか

がでしょうか。 

○長寿介護課長 

 本会議でも池田福子議員からの同様の質問をた

しかいただいて答弁させていただいたと思います

けども、現状、今言われたように要介護１以上の

長寿介護課で対忚しているタクシーは車椅子であ

ったり、ストレッチャーの大型のタクシーで１回

当たりの往復が片道3,000円というようなちょっ

と高額なものに対してタクシー券を発行しておる

わけでございますけど、それに該当しない方につ

きましては、社会福祉協議会が実施しております

ドラボラですかね、こちらのほうを長寿介護課と

してはこういう制度もありますよというような御

案内はさせていただいてパンフレットも課の窓口

に置いて、こういうのがありますよということは

言っております。 

 これは月に２回なんですけども、一忚20キロメ

ートル以内は200円というような形で社会福祉協

議会のほうでやっておるサービスでございますの

で、こちらのほうを今は利用していただいておる

と。これは以前からありましたように、確かに刈

谷市では一般高齢者の方に普通のタクシー券を助

成しておるということは承知しておりますけども、

確かに刈谷市はそうなんですが、知立市において

は、それも含めて検討した結果は、現状におきま

しては社会福祉協議会のサービスと並行してお勧

めする形で今はやっておるのが現状でございます。 

○中島委員 

 県下近隣いろいろ調べていただいたんでしょう

か。 

○長寿介護課長 

 そうです。西三河９市の中で、たしかその辺の

ところを確認したところでは、刈谷市だけだった

というふうに私の中では記憶しておりますけども。 

○中島委員 

 せっかくキャラバンがいつもみえるので、19自

治体がやっているんですね。54自治体のうち19自

治体が年齢がちょっと違ったりしますけどもね。

全く車椅子で、歩けないという人ではなくて、足

が弱って短距離しか歩けないという人のための支

援ということでやっていらっしゃいます。 

 ドラボラということを前から言っていらっしゃ

いますが、帰りは自分でタクシーで帰って来ると

いう形になってしまうという、そういうことです

ね。ドラボラの実施状況なんかも聞いていらっし
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ゃいますか。 

○長寿介護課長 

 申しわけありません。その内容については、私

は承知しておりません。 

○中島委員 

 予約をしていくという方法だと思いますけれど

も、どうやって申し込んだらいいんですか。 

○長寿介護課長 

 一忚こちらの長寿介護課のタクシー券であった

り、福祉課が実施しておるタクシー券を利用でき

ない方につきましては、ケアマネジャーであった

り在宅介護支援センターへ御相談していただいて、

こういう制度がありますよということで申し込ん

でいただければ対忚していただけるというふうに

私は聞いておりますけども。 

○中島委員 

 その辺のことを具体的に案内をしておいていた

だかないとわからないんですよね。ケアマネに言

えば手続とか予約とかやっていただけるというふ

うにも今、聞きましたけども、多くの方は知らな

いですよ。 

 もし、それを強調されるんだったら、それがす

ごく使いやすいというふうにしてもらわないとい

けないですよね。帰りはタクシーで自分で帰って

らっしゃいという、こういうことになるんですけ

どね。その辺の利便性をもっとうんと向上させて

もらわなければ、そこへ逃げ込まれるだけの話に

なってしまうので、実態のサービスにしていただ

きたいと思いますが、いかがですか。 

○長寿介護課長 

 今おっしゃられるように、もしケアマネジャー

がこの制度を御存じないようでしたら、私どもの

言ってることと離れてしまいますので、そういう

ことのないように、長寿介護課の窓口でお渡しし

ているパンフレットといっても、そう立派なもの

ではないですけど、社会福祉協議会がやってる一

覧表の制度の中にはそういうふうにはちゃんと書

いてあるんですけども、またその辺のところをし

っかりと月に２回ケアマネ集めた会議もやってお

りますので、そういうところでもう一回周知を図

りたいと思います。 

○中島委員 

 実際に私に相談あった方は、ケアマネも相談し

て、一度要支援２になってしまったのでどうしよ

うもないなという、いろんな話をしたんですよ。

そこの中には出てこないんですよ、全然それが出

てこないの。どうしようという。隣近所に送って

いこうかみたいな助け合いをしたんですけど、ド

ラボラでないですけど、病院まで送っていってあ

げるとか、そういうことをしているんですけど、

もっとちゃんとした体制がなければいけないし、

そういうある意味、中途半端だなと思うんだけど、

高齢者タクシーというものは刈谷市も年36枚です

けど障害者タクシーと同じような枚数ですが、そ

ういうものがあれば、それは大変救われるんじゃ

ないかなと思うんですが、ぜひこれは検討しても

らいたい。 

 ドラボラのいいところは、藤田学園まで行って

も500円で見てくださるんですね。帰りはだめで

すよということではあるんですけども、タクシー

券で行けば、もっといっぱい使わなきゃいけない

んですよね。安くやってくださるというメリット

はあるんです。だから、それはそれなんですけど

も、やはり制度的にタクシー券を助成するという

これについても再度、私は検討を要望しておきま

す。よろしくお願いします。 

 それから、難病の患者の件で、具体的な予算

云々というもんじゃない、難病の方たちが一般の

障がい者の総合支援の対象になってヘルパーの条

例改正が前議会でありましたけども、難病の病気

であっても指定を受けない、難病届けをしてない

みたいな人たちがいるんですけども、これってい

うのはどこでどうやってそれを登録、申請、保健

所に申請ですけど、どのように進めたらいいのか、

ちょっと教えていただけますか。 

○福祉課長 

 難病患者の情報は前回の議会でも言いましたけ

れども、衣浦東部保健所での把握で、その情報も

給付金のための198名現在把握してますけども、

それしかわからないというのが現状でございます。 
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○中島委員 

 そういうことじゃなくて、御自身が膠原病のや

やこしい名前のついた病気なんですけれども、藤

田学園にずっと通っているんですよ。でも、難病

の指定という特別な手だてをやってないというん

ですよ。医者がそういうものというのは勧めるん

じゃないですか。保健所のほうへ申請しなきゃい

けないんでしょう、衣浦東部保健所へ。その仕組

みというのをちょっと。その方にどうやって説明

していいかわからなくて、私も。あんなにひどい

のに何もしていないというので、何のサービスも

受けてないし、それはどうなんだろうということ

を私は確認したいんですが。 

○福祉子ども部長 

 今回の難病については、当然今、難病というの

は数多くあるわけなんですが、国でいうと130、

これがまず指定されているということですね。そ

の中で、医療費扶助を受けている、その保健所に

届けるというんですかね、それについては56疾患

でしかありませんので、それ以外のものについて

は、例えば福祉サービスを使う場合は130オーケ

ーですので、基本的には医者の診断書みたいなも

のを持って申請していただくことになるかと思う

んですが、ただ、それが当てはまるかどうかとい

うのは一遍見ないとというか、うちらの福祉課自

体も素人になってますので、そこはやっぱり医者

相談するという話になってくると思うんですが、

今のところは、そういうことしか言えない状況で

すが。 

○中島委員 

 56疾病というのがあって、300まで拡大したよ

というのは中身がサービスが受けられるという意

味の拡大ということですね。 

 藤田学園にずっと通ってるんですけども、難病

の申請をしていないという。病院も何も言わない

のかなと、私は自分が病院へ行ったわけじゃない

のでわかりませんが、何の支援もしてもらってな

い。もう80歳超えてはいるんですけども、昨日も

帰って来たわけですけども、団地のドアが勝手に

閉まるんですね、開けたドアがね。後ろで中へ入

ろうかなと思ったら、そのドアが押したのでバタ

ンと転んでしまって、玄関でつんのめってしまっ

て、悪い足をまたさらに悪くしてしまったといっ

て、だめだよ、早く難病のきちんとした手続しよ

うよと言ってるんですけれども、病院も余り言っ

てくれないなということなんですよ、藤田学園で

すけどね。それは本人が診断書を書いてください

というふうにして言えばいいということですかね。

わかります。 

○福祉子ども部長 

 そういったのを実例がないものですから私のほ

うもわからないわけなんですが、ただ、基本的に

は体の不自由であれば、当然それは年齢がいって

いれば介護保険のほうがあるものですから、それ

は介護の中のヘルパーにケアプラン等をつくって

いただくような形になるかと思うですが、ただ、

難病でどういったサービスがあるかというのは、

今その難病自体が当てはまってるのかどうか。

130といっても聞くところによると、もっと以外

の難病というのはすごくあるというふうに聞いて

おりますので、それが該当しないと、その人たち

はどうなるんだというのは、ちょっとうちのほう

ではわからない状態です。 

○中島委員 

 何しろ病院へ行って先生に訴えなさいというふ

うに私は言いましたけど、そこからしかスタート

できないと思うよということで言いましたが、難

病のいろんなサービスについてもまだまだわから

ないという人たちがいるのかな。そのメリットが

ないとそういうふうにも進まないのかなというこ

とを身近に感じた事例があったということです。

ぜひ、どういうサービスということについても情

報をたくさん発信していただきたいと思います。 

 それから、子育て支援法のほうで学童保育の関

係も条例化ということが必要になるというのは午

前中の答弁の中でありました。今回、猿渡学童保

育のリース代というのが153ページに出ておりま

して、これについて説明していただけますか。猿

渡児童クラブ借上げ料80万4,000円ですね、本予

算のほうですね。 
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○子ども課長 

 こちらにつきまして、５年リースが過ぎまして、

平成25年度当初予算では281万8,000円予算計上し

ておりまして、今回80万4,000円ということで、

その後、５年リース後に月６万2,000円になりま

して、その12カ月の1.08ということで80万3,520

円、予算化としては80万4,000円ということで計

上させていただいております。 

○中島委員 

 ５年経過したということで、借り上げ料は相当

安くなったということですね。こういう方法も保

育園のほうでもとってますけども、リースという

のがありますよね。それ１つ方法だということで

見ていたんですけども、今度の子育て支援法に向

けての条例化という中で、もう尐し全体の網をか

ぶせた形の充実が課題になるかなというふうに思

っているわけなんですけども、その条例化につい

ての課題というのはどのように考えていらっしゃ

いますか。 

○子ども課長 

 条例化になりますと、今までですとガイドライ

ンでおおむね70人か定員数40人とかいろいろあっ

て、国のほうの規則というか、その取り決めの中

で、尐しオーバーしても預からさせていただくと

いうか、学童クラブをやっているわけでございま

すが、今度条例化になりまして、そうなりますと

自分で自分の首を絞めるものですから、そういう

点で尐し課題が出るのではないかというふうには

思っております。 

○中島委員 

 １クラス40人というような基準も一忚示されて

いますよね。国のほうは参酌すべき基準を示すと

いう参酌基準というふうになっておりますので、

それを参酌して自分で考えてやりなさいよと、こ

ういう基準になってくると。おおむね中身も既に

発表されているわけですけども、それに基づいて

条例を今後考えていくということになるかと思い

ますが、40人というようなクラス分けということ

にいった場合に、何が課題になるのかということ

ですね。 

○子ども課長 

 40人ということになりますと、それを重視して

いくとあふれてしまいますので、そうしますとそ

の対忚策はどうするのかというのもありますし、

40人と決めてということであれば、そういうふう

にしていった場合に児童クラブの待機児童という

ふうになりかねないという心配はしております。 

○中島委員 

 既に２つの建物で２つに分けてやっているとこ

ろもまだ救われるわけですけども、花山児童セン

ターは１つのクラブになっていて、70人を超えて

しまっているというような状況があります。ここ

のところが40人１つの枞というふうになっていく

と、はみ出してしまう子がいっぱいになってしま

う。ここのところは大至急、花山については手を

打っていかなければならないんではないかという

ことがまたまた課題になってきたと、こんなふう

に思いますけども、いかがですか。 

○子ども課長 

 質問者が説明していただいたとおりでございま

して、40人ということであれば当然そういうふう

になりますけど、おおむね70人という数字を使っ

た場合に、今こちらのほうでございますと、通常

登録が12月現在ですと、通常利用者数が79人とい

うことでございますので、ここでオーバーしてい

ますが、実態はこの中で来ない子もいるものです

から、平均を取ると70人を割っているということ

で、そういう解釈の旨でクラブのほうを実施させ

ていただいているという状況でございます。 

○中島委員 

 だから、これからそれじゃあ済まなくなってい

くわけですよね。なので、花山については大至急

２クラブ的な施設の拡大をしないといけない。従

来からの課題ではありますけどもね、40人という

ことでいくならば２つに分けるという考え方にも

なっていかなきゃならないんではないかというこ

とを大きな課題だと言っているわけです。 

 これについては、前から検討ということでやっ

ていらっしゃるので、この検討の先が見えてきた

のかなというふうに思いますけども、いかがでし
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ょう。 

○子ども課長 

 前任者の引き継ぎにおいても、人数の多いクラ

ブだよということは聞いてはいるんですが、その

中で対忚策として、これという一手がないもので

すから、一番早いのが隣の駐車場にリース物件を

借りて、そこへ建築するのか、それともそこのと

ころへ建てるのかということでありますけど、ま

だ実際にこれという決定している計画は今のとこ

ろありません。 

○中島委員 

 あそこの中で２つつくるのが無理だなというこ

とは今までもずっと言ってみえて、外部で何か求

めるところがあるかということも次には考えてい

かなきゃいけないのかなというふうにも思います。

これは大至急検討すべき課題ということで、また

ちょっと指摘をしておくという範囲にとどめます

けども、私も一緒に悩みます。何とかしなきゃな

きゃならないという課題、みんなで共有しなきゃ

いけないと。でも、もう時間が迫ってくる。きち

んとしていかなきゃいけないということでいうと、

例えば地域のあいてるところがあれば借りてやる

とか、そういうことも含めて拡大をしていく必要

があるというテーマであるということを私は認識

しておかなきゃいけないということです。 

 市長、そういう状況ですので、新しい発想も含

めて花山を２つの学童クラブ、ワン、ツーという

ふうに分けるような形の取り組みをぜひしていた

だきたいというふうにお願いしておきますが、い

かがですか。 

○林市長 

 花山児童センターが非常にたくさんの子供たち

に利用していただいておるということで、前から

課題になっておったわけでありまして、何とかし

なければいけないなという思いは私ども思ってお

りますので、またいろいろお知恵をいただきなが

ら、また内部でもしっかり考えていきたいなと思

っております。 

○中島委員 

 次に、施策の概要のほうの86ページ、メンタル

チェックシステム心の体温計導入管理事業という

ことであります。予算的には15万2,000円という

内容であります。ここにいろいろ書いてあります

けれども、一度御説明をしていただけますか。 

○健康増進課長 

 メンタルチェックシステム心の体温計について

の説明をさせていただきます。 

 まず、予算といたしまして15万2,000円という

ことですが、これは導入の委託料のほうが10万円

掛ける1.08ということで10万8,000円、借上げ料、

これが5,000円掛ける1.08掛ける８カ月で４万

3,200円、計15万1,200円ということで計上させて

いただいております。 

 このシステムにつきましては、心の不安を発見

するためにスマホとかでアクセスされますと、11

問の簡単な質問に答える形になっておりまして、

結構それを興味深く楽しみながら入れていくとい

ろんな心の状態というのがわかってくるという形

です。それが自分が病んでいた場合は、金魚が傷

だらけになって出てきたり、対人関係で悩んでい

ると黒い金魚が襲いかかってくる、社会的環境が

悪いと猫が手を突っ込んでくるというような形で、

ちょっとゲーム感覚で楽しみながら自分の心の状

態が把握できるというようなシステムが１つ入っ

ています。 

 あとは、自分の配偶者の状況をチェックしまし

て、無気力だとか、ご飯を食べないとか、そうい

うのをチェックをしていくと、自分の配偶者がう

つなんじゃないかとか、そんなことがチェックで

きるシステムになっております。 

 また、産後うつに対する質問としまして、産後

うつかどうかチェックするように対忚しておりま

して、非常に手軽でこの値段ですので、非常にい

いものだなというふうに思っております。 

○中島委員 

 そういったシステムをホームページの中に入れ

て、そこをクリックして自分でチェックしていく

と。画面上の中で黒い金魚とか傷ついた金魚とか

が出てくるわけですね。自分の11問チェックをや

って、その結論を回答を画面上で出てくると、ホ
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ームページの、そういうことですか。 

○健康増進課長 

 11問の質問を答えた後に赤い金魚の状態だとか、

黒い金魚の状態、猫の状態、あとは水が濁るとい

うのは、それは自分の気力が減退していると水が

濁っていると、このようなことで楽しみながらと

いうか、興味本位で自分の心の状態を探るという

ことです。 

○中島委員 

 そうやって調べてみようと気力のある人は、ま

ずはそれできるということですね。そこへやろう

かなという気力のない人がいるかもしれない。と

りあえず、でもそういう窓口を開くと家族の方も

ちょっと利用もできるということになるので、こ

れは結論が傷だらけの金魚になって出てきた場合

は、どうするんですか。 

○健康増進課長 

 それは自分の状態を知るということがまず第１

点、あとは相談を受け付ける場所ですね、ここへ

相談してください、刈谷市の保健所とか保健セン

ターとか相談窓口というのもそこの下に出ますの

で、それを見て相談される方というのも結構いる

というふうに聞いております。 

○中島委員 

 知立市の場合ですと保健センターと保健所、こ

の２つを相談窓口としてホームページの中にお知

らせすると、こういうことですね。 

○健康増進課長 

 そこに今幾つ載せていこうかというのは決めて

はおりませんが、保健所と保健センターは必ず入

ってくる、あと市役所も入ってくるのかな、社会

福祉協議会も入ってくるのかなという感じはして

いますが、それはオプションで自分で入力が可能

ですので、その辺を精査して今後入れていきたい

と思ってます。 

○中島委員 

 それは担当で今からつくっていくと、どこがい

いかなということをつくっていくということです

ね。まずはそういった相談窓口へ、病院へという

のも早いほうがいいですよね。病院は特定すると

難しいのかもしれないんですけど、心療内科に相

談しましょうと。早目のほうがいいですからね。

これは保健センターだとどなたが対忚するんです

か。 

○健康増進課長 

 一忚今の段階では精神担当の保健師ということ

になるかとは思いますが、その保健師もいつもい

るわけではありませんので、保健師ならば誰でも

基本的な部分について対忚できるような形はとっ

ていきたいなというふうには思っております。 

○中島委員 

 画面上でメールで何かするとかそういうことは

できないんですか。 

○健康増進課長 

 基本的にシステムにはそういうものが入ってお

りませんので、そういうものをつけるとなるとオ

プションとなりますが、今のところそういう考え

は持っておりませんので、例えばメールアドレス

を書いて送っていただければ、それはメールでお

返しすることはできるのかなということは思って

おります。 

○中島委員 

 それもやったらいいんじゃないですか。パソコ

ンにすぐに飛びつける人ということでいうならば

ね、メールで相談を受け付けますと。また後日お

返ししますと、メールでというやりとり、結構メ

ールがやりやすいという方たちもいるので、直接

声を聞いて勇気を出すということよりもメールで

やるとやりやすいというのがあるので、そういっ

たシステムも入れるといいのかなと思うんです。 

 ぜひそれを今からつくると言ったので、ひとつ

参考にしてやってください。 

○健康増進課長 

 精神の方の相談について、特にうちの方とかの

相談につきましては、大変デリケートで保健セン

ターの保健師でどこまで対忚できるかちょっと心

もとない部分も正直ありますが、それにつながる

最初の導入のつなぎの部分としてはお役に立てる

ところがあるのかなとは考えておりますので、メ

ール等による方法についても前向きに検討させて
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いただきたいと思います。 

○中島委員 

 このシステムでは、何人の方がアクセスしたか

ということはわかるようになりますよね、当然。 

○健康増進課長 

 それは毎月報告をいただきますので、アクセス

数は確認できます。 

○中島委員 

 ちょっと大変だなというような数というものを

何かアクセスしてわかるようになれば、もっとい

いかなと思うんですけども、いかがですか。 

○健康増進課長 

 システムとして個人を特定できるような形とい

うふうにはできておりませんで、アクセスログし

か今確認できないような形ですが、個人情報の問

題とかいろいろあるので、システム的にはできそ

うであるようなんですが、導入の予定はありませ

んが、またその辺についても、今後、検討させて

いただきたいと思います。 

○中島委員 

 一度やってみて、その次にまたステップアップ

できればいいかなというふうに思いますが、まず

は気軽にみんな自分の心の状況をチェックしてみ

ようというふうに思っていただくには、とてもい

いのかなというふうには思います。 

 次の段階は、それが把握できて指導ができると

もっといいという、そこにつながるともっといい

ということですので、尐なくとも向こうからアク

セスしてきやすいような環境づくりをやっていた

だきたいと思います。ぜひお願いしますね。 

 それから、予防接種で、ことしの10月から水ぼ

うそうと肺炎球菌ワクチンですね、これが定期接

種になっていくわけですけれども、これの予算化

的なものというのはどういうふうに今後なるんで

しょうか。 

○健康増進課長 

 定期接種の部分につきましては、平成26年度当

初予算には間に合っておりません。９月予算補正

では準備が間に合いませんので、６月補正で対忚

させていただきたいというふうに考えております。 

○中島委員 

 ６月補正でこれについて出てくるということで

すね。 

 それで、水ぼうそう、これは交付対象Ａですね、

肺炎球菌はＢということで、交付割合が違うと。

直接的な補助金はないわけですよね、定期接種と

いうのはね。その辺はどういうふうになりますか。 

○健康増進課長 

 水ぼうそうにつきましては、定期接種のＡ類と

いうものの中の分類になりますので、交付税措置

が平成25年度から９割に引き上げられております。 

 あと、肺炎球菌のほうですが、こちらは接種の

努力義務がないＢ類のほうになりますので、これ

は交付税措置が３割ということになります。 

 以上です。 

○中島委員 

 これはいずれも年齢的にはどういう対象なのか

ということを教えてください。 

○健康増進課長 

 水ぼうそうにつきましては、12カ月から36カ月

に至る間に２回接種ということになります。 

 成人用肺炎球菌につきましては、65歳の方に対

して１回のみという接種になりますが、暫定措置

がございまして、平成26年度につきましては５歳

刻みで65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95

歳、100歳以上というような形で暫定措置がつい

ております。 

 以上です。 

○中島委員 

 水ぼうそうのほうは赤ちゃんのうちに３歳未満

でやるということで２回受けると。肺炎球菌のほ

うは基本は65歳で１回打つと。これは５年間効き

目があるということになっておりますね。暫定で

平成26年度については５歳刻みで100歳以上まで

オーケーと今言われたんですかね。 

○健康増進課長 

 100歳以上の方は全てオーケーというふうに聞

いております。 

○中島委員 

 暫定的ということで平成26年度はと、こうなっ
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ておりまして、ここの年齢の人がやってしまえば

５年後についてはこれはやっていただけないとい

うことですか、定期接種という形では。 

○健康増進課長 

 現在のところは、そういうことです。一生のう

ちに１回ですが、多分５年後に国はもう一回考え

るという形です。 

○中島委員 

 65歳を５歳刻みでなので、すぐ受けたいと思っ

ても受けられない人もね、66歳、67歳だめだなと、

こういう感じありますね。一忚そういうことで、

５歳刻みで定期接種化されると。これについては、

またすぐに予算も組みつつ、ＰＲも必ず急いでや

るということでお願いしたいなというふうに思い

ます。 

 これは打つのは各医療機関で、かかりつけの医

療機関でということでも市内の医療機関ならいい

という、こういう方向ですか。 

○健康増進課長 

 保健センターで集団接種をする予定はありませ

んので、各かかりつけの病院へ行っていただいて

というふうになります。 

○中島委員 

 あと残りの予防接種、おたふく風邪とかＢ型肝

炎でしたかね、これについての今後の方向という

のはまだ出てないわけで、要求していくテーマか

な。それはどうなってますか。 

○健康増進課長 

 あと、その他ロタでありますとか、Ｂ型肝炎等、

接種が望ましいとされているものにつきまして、

国は今、検討中ということで、尐しずつ多分定期

に変わっていくのかなという気はしますが、今そ

の時期とかが明確になっているものはありません。 

○中島委員 

 また、これらについても大きな全国的なテーマ

ということで市長会等でも十分にこれはテーマと

してのせていっていただきたいと。国のほうに市

長たちがみんなでそろって要望していっていただ

きたいということでお願いしたいなと思います。 

 次に、ごみ収集の関係であります。広報にも載

りましたけども、今回、小型家電、この間の広報

にも載ってましたし、このごみ収集のＰＲ版にも

載っております。この小型家電の種類について、

各市ばらばらなんだなということを感じているわ

けですけれども、この小型家電の今の種類という

ことについては、どんな議論をされたんでしょう

か。 

○環境課長 

 小型家電につきましては、平成25年度どういう

ふうに始めるかということで、なかなか情報が難

しい。県の説明会へ行っても経済産業省のほうと

環境省の考え方が非常に違っていて、98種類だと

か非常に多くの種類、これを海外に不適正な流れ

方をしないように、国内のレアメタルは回収した

いと、そういう目的は非常にしっかりしておると

は思うんですが、なかなか縦割りの行政が、例え

ば今回これでパソコンというのがその当時も非常

に議論にのぼっております。 

 委員は気づかれたと思うんですが、ことしのご

みカレンダーには家庭系パソコンの廃棄方法が新

たに１つ加わりました。制度ができた当時もこの

議論が非常にありまして、結論がはっきり出てな

いような状態でスタートしております。近隣の状

況を鑑みて、今回平成26年度からパソコンも小型

廃家電という位置づけとして不燃物処理場１カ所

で開始をするということにはなっておりますが、

これは実は今までどおりＰＣリサイクル法と、こ

ういうものも両方ともあるという状況です。 

 ですので、消費者の方は不燃物処理場に行って

捨てることも可能ですし、リサイクル法に基づい

て郵便局へ持って行ってということも可能でござ

います。ここら辺が非常にはっきりしない部分で、

製造業者はリサイクル料金を負担しておるわけな

んですが、それをポイということはないんですが、

廃棄処分という形でやるということに非常に矛盾

を感じている状況でございます。 

 これもほんとに年度当初、平成25年度に入る前

に数カ所の分別集積場でテスト的にどのぐらい出

るんだろうとかいろいろやりました。その中で、

パソコンはとにかく最初はやめようということが
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あったものですから、近隣市もほかもやってなか

ったものですから当初はやっておりませんでした。

ところが、担当者会議のほうでふたを開けて聞い

てみると、幾つかの市は近隣の市でやってみえた

ということで、それも非常に消極的なやり方をし

ていると。当市と同じようにリサイクルセンター、

市の直営のところで１カ所受け取るだけだよと。

それにはやっぱり個人プライバシーもいろいろあ

ると思います。そういったこともあって１カ所で

職員がおるところで預かりましょうと、これが一

番大きい議論でございました。98種類の中で10品

目ということにつきましては、これも議論多かっ

たんですが、現実問題、地区の集積所で受け取り

ができない。できない理由は、採算性がとれない

ということです。売った金額よりも集める金額の

ほうが非常に高いとわかったものですから結局や

れなかったということがあります。 

 今、不燃物処理場と市役所の１階でやっている

と。市役所の１階のほうでは、一忚10品目といっ

ております。ほとんどが電気コードだとか古い携

帯電話だとかが多いんですが、これはほとんどの

市が大体10品目でやってみえると思います、近隣

市のほうは。それ以外のものは、廃家電というこ

とで不燃物処理場に持って行っていただければ、

分別集積所でも不燃物として出されればクリーン

センターのほうで破砕の前処理としてピックアッ

プしてますので、結果としては回収しているとい

うことです。議論が出たのは、その大きい意味で

は、その２点です。 

○中島委員 

 レアメタルを回収するということを大きな目標

にして、これが始まったということで、１つは、

ファクスはどうなんだろうという御意見もきてる

んですが、名古屋市なんかはホームページを見る

とファクスが出てくるので、やってるんだなとい

うふうに思いましたが、ファクスの受け取りはや

らないんでしょうか。 

○環境課長 

 ここの10品目につきましては、市役所のロビー

で受けておるわけですが、ファクスにつきまして

は今までどおり不燃物という形で、青いかごにお

さまらんようなタイプのやつは粗大ごみですけど、

そうじゃなければ不燃ごみということで、クリー

ンセンターに先ほど言ったように分別の集積所へ

持って行ったのはクリーンセンターの前処理でピ

ックアップで売却できるものはピックアップして

ますし、不燃物処理場に行ったものは係の者が奥

のコンテナのほうへ廃家電という形で受け取って、

それも売却という形でリサイクルしております。 

○中島委員 

 リサイクルにはちゃんと載ってるよということ

ですね、ファクスもレアメタルの対象ですよね、

これも。窓口の玄関のところに置いてあるのは、

ファクスまでは入らない。口が小さいですよね。

名古屋市を見たら口が大きいんです。市役所の窓

口等でファクスも入れられるような箱が置いてあ

るということなんですね。地元で出せば出せるじ

ゃないかという話ではあるわけですよね。レアメ

タルの回収という点でいうと、やってるところも

ちょこちょこあるなということなんですけど、ど

うですか。 

○環境課長 

 この10品目に、あそこは無人というか、案内の

方はみえるんですが、結局いないときに見てない

ときに入れられるので、この10品目以外のものも

当然ごみもまじって入ってますけど、いろいろ有

用なものも入っております。 

 そこで先ほどの話なんですが、間違えて持って

きたというか、10品目じゃないものを持ってきて

いただいても、私どもとしては、例えば入らんか

ら環境課へ持ってきたよ、というものは私どもが

預かって不燃物処理場へ持って行ったりとかいう

ことは臨機忚変にするように担当のほうには皆伝

えてありますので、もしそういう方が、できるだ

け地区の集積所でやっていただきたい。 

 ただ、持ってきたものを追い返すようなことは

しませんので、市役所のほうでも持ってきてしま

ったものは預かります。 

○中島委員 

 そうすると、ロビーで受けるというのはプライ
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バシーの問題等があって、地域の集積所には出せ

ないと、そういうものということになるんですか

ね、これは。両方とも資源化するんだったら、こ

こであえて集めるという理由ですね、どうなりま

す。どこが違うんですか。 

○環境課長 

 実はこの10品目は買い取り価格が高いというこ

とでございます。何でこの10品目が自治体で多い

かというと、この辺のデジカメだとか電子辞書だ

とか携帯電話、ここら辺は高く売れるということ

で、多くの自治体がこういったリサイクルボック

スをつくって置いてるということになってます。 

 先ほど言ったように、これ以外のものは小型廃

家電という形で、かといってその中にも有用な金

属等入っておりますので、リサイクルは可能とい

うことでなってます。区分けとしては、そういう

ことでございます。 

○中島委員 

 多尐高価なものということで集めたいと。これ

は雑入で入っておりますか。どこに入ってますか。 

○環境課長 

 こちらのほうは、予算上は雑入でございます。 

○中島委員 

 今ぱっと見れないんですけど、どのぐらい予定

していますか。 

○環境課長 

 雑入の中にはいろいろ項目がございますが、予

算として見込んでおるのが携帯電話を別に分けて

９品目３万3,480円と携帯電話を除く９品目が３

万3,480円、携帯電話が２万7,000円という形でこ

の10品目については見込みを立てております。 

 予算上、雑入で環境課がリサイクルする中で、

非常にアルミ缶、スプレー缶、スチール缶いろい

ろありますので、それとその他家電というものも

あります。先ほど言ったように、その他家電は単

価が違うものですから、別に一忚予算は見ておる

んですが、一緒になっちゃってるものですから雑

入は予算的にはちょっと見にくいかと思うんです

が、当課の予算要求上では先ほど言ったような金

額が10品目の金額でございます。参考までに、そ

の他家電につきましては68万3,000円を見込んで

おります。 

 その他金属類ということは、これは鍋、やかん

も含むんですが、156万2,000円ということで見込

んでおります。予算書では65ページですね、アル

ミ缶等売却代金という、アルミ缶だけではなくて

等の中に入っております。 

○中島委員 

 ちょっと探してなかったものですから、どこに

歳入されるのか、雑入のはずだけどなと思って見

ていたんですけどもわからなかったんですね。こ

のアルミ缶等の中に今言われた３つですか、９品

目、携帯、その他家電、この３つの合計が入って

いるということですね。金額はわかりましたよ。

合計すると12万何ぼが入っているということです

ね。 

○環境課長 

 ちょっと改めて申し上げますと、小型家電は10

品目は６万4,080円でその他家電が68万3,316円、

その他金属類が156万2,110円という内訳でござい

ます。 

○中島委員 

 これは相当68万円と６万円、74万円ぐらいが小

型家電関係、家電関係ということで歳入されてい

るということで、わかりました。ファクスもあそ

こに置けないかなという意見があったということ

をお伝えしておきますね。口さえ大きければ入る

なということもあるんだけど、ちょっと今の箱の

大きさと口はちょっとおちょぼ口になってるので

余り入らない感じでありますが、一忚10品目がお

金が高いと。直でここへ入れたいということです

ね。 

 クリーンセンターに行った場合ですと案分にな

っていくということになるのか、知立市から運ば

れたものも案分になりますよね。知立市のものに

はならないと。なるべく知立市で回収したほうが

いいと。 

○環境課長 

 最初にちょっと申し上げたんですが、テスト的

に平成24年度中に何カ所かでやって、回収の費用
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と売却の金額と非常にコストがかかるということ

でやめた経過があります。 

 クリーンセンターに行ったものにつきましては、

クリーンセンターは地区の集積所から不燃ごみと

していって、そこで破砕処理の前にピックアップ

という形で売却をするものは全部取り上げますの

で、そこで先ほど委員がおっしゃったとおり、最

終的には組合の歳入として私どもの分担金はコス

トの中で割りますので、最終的に案分ということ

には確かになるのかなということでございます。 

○中島委員 

 小型家電そのものについては、じわじわと広が

っていくのかなという気もしますので、市役所に

おいでの際には、どうぞということもまたＰＲす

ればいいのかなというふうには思います。お願い

します。 

 それから、太陽光パネルの設置補助、先ほども

山﨑委員のほうからもありました。これからも続

けていくような方向性も言われましたけれども、

去年と比べると今回は大分安い設置費補助、金額

がマイナスですね、前年度と比べると1,248万円

減ということになっております。これについては、

ちょっと弱気じゃないのかなというふうに思いま

すけれども、もっともっと広げるという意味で、

大変大きな減額は問題ではないかと思いますが、

いかがでしょう。 

○環境課長 

 ちょっと算出の根拠を探してみますので。 

○池田福子委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後６時13分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後６時22分 

○池田福子委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○福祉課長 

 平成26年２月現在のその他世帯でございます。

世帯数145世帯のうち、就労者がいる世帯は48世

帯、年金受給者済み者がいる世帯が８世帯、です

ので、全く収入がない世帯が89世帯ということに

なっております。 

 以上です。 

○環境課長 

 今年度の184基につきましては、平成21年度か

ら平成24年度の４年間の平均の基数を予算計上を

しました。 

 それと、消極的という御意見ですが、平成26年

の見込みについては、先ほど言ったように固定買

い取り価格が下がるということと、国の補助金が

なくなる見込みであると、消費税が上がるという

ことで、そういうこともあって平均値で出させて

いただきました。 

○中島委員 

 生活保護のほう、ありがとうございました。そ

ういう状況だということでわかりました。 

 もう一つさかのぼって、先ほどの確認事項だけ、

メンタルチェックの実施時期、開始時期について

聞くのを忘れましたので、お答えください。 

○健康増進課長 

 予算上では８カ月ということですが、サービス

期間が２カ月ありますので、６月からの導入が可

能です。 

 ただし、こちらの準備もありますので、できる

だけ早い時期に入れさせていただきたいというふ

うには考えております。 

○中島委員 

 ぜひ早急な開始ができるように期待をしており

ます。 

 ほんとにその後、システムアップできるものが

あれば、その後、またさらに研究していただきた

いということもお願いをしておきます。 

 太陽光パネルについては今言われたとおりで、

国庫補助の関係、これがゼロになっちゃうんです

かね。買い取り価格は下がるけどね。 

○環境課長 

 国庫補助はなくなる見込みと聞いております。

固定買い取り価格は38円から37円になる見込みで

す。 

○中島委員 

 そういう補助の関係がなくなったり、国は何を
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考えているんですかね。エネルギー基本計画をつ

くって、相変わらず原発を３割基本ベースで使っ

ていくというね、基本ベースで３割でいくという

ことを発表しておりまして、そういった関係も見

えてくるんですけども、太陽光について、なぜ補

助金ゼロにしてしまうのかと。買い取り価格につ

いても、これもどんどん下げていくという。10キ

ロ未満はなくしていく方向ということも言われる

ということで推進しようという姿勢が大きく後退

していると、そんなふうに思いませんか。 

○環境課長 

 国の考え方は、いろいろ与党側も考え方がある

と思いますので、私の立場では物が言えませんが、

知立市としては、今のところ継続の意思でござい

ます。 

○中島委員 

 国のほうとしては、相当後ろ向きだなと。ソフ

トバンクがたくさん北海道にパネルを設置してと

いうね、メガソーラーというあれについても北海

道の電力会社が買い取りしないと、拒否と、こう

いうようなことで、ほんとに推進をはばむような

姿勢が強まっているということを感じざるを得な

いですね。国のほうが、もっと音頭をとって、も

っともっとやりましょうということであれば、あ

んなことにはならないだろうというふうに感じて

おります。 

 市長、国のほうは、何かそういう感じで後退ぎ

みなんですよね。買い取り価格下がるということ

に対しては、一面では設置工事費が下がるからと

いうことも言われているんですよ。だから、下が

ればそれは買い取り価格が下がってもペイできる

ような形になるだろうと。それはしっかりキープ

していけばいいんじゃないかと、そんなふうに私、

思いますけども、大分変わってますからね、設置

費が。そういうことも中電も言ってるというか、

全体としては非常にブレーキがかかってるという

感じがいたしますけども、市長はどんなふうに御

所見を持っていらっしゃいますかね。 

○林市長 

 国の施策は、なかなか私から申し上げるのも難

しいんですけれども、いずれにしましても、私ど

もは、予算書を見てのとおり太陽光発電の設置補

助をやりますし、その上の太陽熱に対する補助も

やっていきます。再生可能エネルギーに対する啓

発、また、促進を知立市としてはこれからも続け

ていきたいと考えております。 

○中島委員 

 ぜひその姿勢をキープしていっていただきたい

というふうに思います。 

 碧南市も相当高い補助金をつけたけども下げち

ゃったんですね。７万円ぐらいいってたのが下が

った。下がっても各市の状況がわかればまたあれ

ですけど、わかりますかね。頑張っていかないと、

どんどんみんなと一緒に下げていくと、この補助

金も危うくなっていくなという心配もあるんです

よ。どうですか。 

○環境課長 

 他市の状況でございます。碧南市はキロワット

５万円ですね、４キロワット上限、刈谷市も５万

円、４キロワット上限、安城市４万円、４キロワ

ット上限、知立市は３万円で高浜市は５万円で４

キロワット上限となっております。 

○中島委員 

 碧南市は下げても７万円から５万円ということ

で、うちよりも相当高いと。県下ではという話が

ありましたけども、この近辺では知立市は一番低

いということですね。 

○環境課長 

 高浜市はちょっと特殊で、かわらを使わないか

んとかいろいろ条件がありますので一概には言え

ません。 

 県内では２万円、全部を読み上げると時間がか

かりますので、おおむね３万円から２万円が多い

のかなというふうに感じます。 

○中島委員 

 当面この３万円というのを引き上げることがで

きるのか、尐なくともキープしてください。国が

余りに後退しているので、そこのところが心配で、

必ずキープし、またさらに充実ということも考え

てもらいたいなというふうには思うんですけどね。 
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 ＣＯ２削減ということを大きく目標に環境のほ

うの計画も持ってるわけで、その目標数値に達成

していくためにも、これは太陽光発電をふやさな

きゃならないと。常に全体のキロワット数が知立

市内、これは補助金がついた部分ですね、それ以

前のものも含めてどのぐらいあるのか、そして、

ＣＯ２削減にどれぐらい貢献しているのか、これ

を大きく評価するような発表もしてもらわないと

いけないと思うんですよ。 

○環境課長 

 平成21年度から平成25年８月末現在、総出力が

3,526.38キロワット、削減したＣＯ２は128万

5,440キログラムＣＯ２／キロワットということ

になっております。 

○中島委員 

 調べていただきまして、ありがとうございます。 

 こういった数字も年々にきちんと追っていくと

いうことでＣＯ２削減ということも念頭にやって

いかなきゃいけないというふうに思います。 

 今、原子力発電については再稼働ということが

言われ始めてまして、鹿児島の川内原発、これを

今急いで再稼働に向けているような動きがありま

す。やっぱりこういうものについては、自治体の

ほうも慎重にやってくれということを他の自治体

のものではありますけども、市長会等でもやって

もらいたいなと思うんですけども、特に国際原子

力機関が、ＩＡＥＡありますけども、そこでは稼

働させる条件というのに５つの防備ということが

言われているんですね。 

 今、日本がやっているその中で欠けているのが

予期せぬ、あそこの場合だと火山ということがあ

りまして、こういったものに対してもきちんとど

うかということを検証しなきゃいけないよという

ことですね。想定外ということに対する防備はど

うなんだと、それから、避難という計画について

はどうなんだという、これは防備の必置義務みた

いな形でＩＡＥＡが言ってるんですけども、日本

ではここのところは軽んじられているというよう

な状況で稼働の話も片方では進む、片方では太陽

光が補助金がなくなっていく、大変これはセット

で危険だなというふうに私は感じます。国のやる

ことではあるというものの、原子力の発電につい

ては、やはり多くの国民が危ないというふうに感

じているわけでして、こういったものについては、

ＩＡＥＡの基準を満たさない限り絶対だめだとい

う、こういうふうな大きな声を私は市長会からも

あげてもらいたいなと思うんですけども、そうい

った問題についてはいかがでしょうか、市長。 

○林市長 

 市長会があげるということは知立市の意思表示

として表示していくわけであります。そのあたり

は、ほんとに市民、議会、そして私がそうした意

見を総合して市長会へあげるだったらあげていく

わけでありますけれども、先ほど申し上げました

ように、私としては、この国の考え方、まだ私自

身どういうふうに進んでいくか、なかなか難しい

ところ、難しいというか、この件に関しては難し

いなという考えがございます。 

 何遍も申し上げますけど、私はこれからも再生

可能エネルギーの促進、啓発はしっかりと進めて

まいりたいと思っております。 

○中島委員 

 もう尐し平和の取り組みということも原子力の

原爆ということの危害ということと被害というの

は通ずるものでありまして、同じようにそういっ

た被害がないような世界をという思いはきちっと

持っていただきたいというふうに思います。 

 環境課長へずっと聞いてきたもので、もう尐し

先聞こうと思って、ミニステーションの話、これ

も聞いておかなきゃいけないなと思って、本会議

でもありましたかね、ミニステーションの話が。

市長が冒頭の御挨拶の中で、ミニステーションを

ふやしていきたいというような話がありまして、

これについての概念がいまいち明確でなかったの

で、それについて伺っておきたいと思うんですが。 

○林市長 

 今、ミニステーションの話でありますけれども、

冒頭、所信で申し上げたのが、ミニステーション

を試行的にやっていくという、そういうことを発

言させていただきました。 
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○環境課長 

 実は、１月の区長会のほうで取り上げさせてい

ただきました。ごみの集積所が地域によって、狭

い地域で多い箇所と大きなエリアの中で１カ所し

かないところいろいろあって、なかなか用地の確

保が難しいということもあります。そういうこと

もあって、簡易集積所ということで青いかごを４

つか５つ並べて、あとはプラごみの緑の袋を飛ば

ないようにネットをかぶせると、それだけの装備

ということで、あとは10世帯ぐらい地域の組単位

ぐらいの人数でおもりをしていただけるというこ

とがあれば、そちらも１つの集積所という扱いを

して回収に向かおうかと。それは、あくまでも遠

いところにまで持って行かないかんということを

尐しでも減らしたいということと、あともう一つ

は、収集効率を上げたいという、そういうことで

考えております。 

○中島委員 

 それは資源ごみに関してということになるわけ

ですね、ステーションだから。 

○環境課長 

 地区でやってる月、水の、あるいは不燃物の週

と資源の週があります、あれと同じように考えて

おります。 

○中島委員 

 １つの方法、遠くまで行かなくてもいいという

メリット。大変お金がかかるものをあっちもこっ

ちもつくるのが大変だという、そういうものも多

分思いの中にはあるんだろうと思いますが、近く

にあるというメリットはあると思います。 

 ただ、どこでも置けるものではないという、こ

この問題点はあるので、モデル的にやっていくと

いうことですかね。このステーションを本年度の

モデル的なものは、どのぐらいの箇所ということ

ですか。 

○環境課長 

 今のところ５カ所ぐらいはせめてと思っており

ます。手を挙げていただけるところが１月の区長

会からはまだちょっと１件もございませんので、

年度が過ぎましたら、ここら辺はどうですかとい

う話もですね、悩んでみえる町内会のほうにはい

ろいろ一緒に話し合いながら決めていきたいと思

ってます。 

○中島委員 

 これ、最後にしたいんですが、92ページから95

ページ、７ページにかけて農家台帳のシステムの

改修、経営所得安定対策システムの構築事業、計

画の見直しと、こういうふうにあるんですけども、

この辺のシステムの改修ですね、これ、一番大き

なポイントは何ですか。 

○経済課長 

 まず、農家台帳システムでございます。農家台

帳システムは平成12年に最初やりまして、平成15

年に更新しております。その関係のシステムが、

まず農家台帳システムと次にあります経営所得安

定対策システム構築、これというのは水田台帳の

ことでございます。 

 今回、平成25年度で農家台帳システムは入れて

おります。平成26年度は、今度、地図情報を入れ

る形でございます。この３つのシステムを連携を

保つように地番を入れると地図も出てくる、それ

から、水田台帳とも連動するような形で、今まで

のやつは単体で一つ一つで連携を図っておりませ

ん。非常に事務に支障が来ております。ですから、

平成15年に入れたシステム、もう10年たちます。

ですから、農家台帳システムをことし入れており

ます。地図情報を来年度入れまして、平成12年に

エクセルで入っておるんですけども、水田台帳は

システムに入っておりません。エクセルで今、管

理しております。ですから水田台帳、これが経営

所得安定対策システムというんですけども、これ

も来年度補助金をいただいて入れまして、全て３

つのシステムが連動して動くような形を図って事

務の効率化を図っていきたいと思っております。 

 それから、もう一つ、農業振興地域整備計画の

見直し事業です。これは平成20年度に計画を見直

しをしております。本来ですと５年で見直しをす

る計画になっておりますけども、尐しおくれてお

ります。平成26年、平成27年の２カ年間を使いま

して、まず平成26年度基礎調査を行いまして、平



- 77 - 

成27年度に整備計画をつくっていくという形を考

えております。これは総合計画もありますので、

総合計画でどういう形で農地の扱いが、例えば上

重原北部の土地だとか、前の市民グランドの土地

だとか、その辺のことも前の総合計画にうたって

あります。そういうものを見きわめながら、この

農業振興地域整備計画の見直しを図っていきたい

と思っております。 

 ちなみに、農振法というのは昭和44年に制定さ

れまして、平成11年に改定、平成21年度に改正さ

れて大きく動いております。平成21年度改正され

ておりますので、それも踏まえまして、農地利用

権だとか賃借権だとか使用貸借だとか、そういう

農地を貸しておられる方も非常にたくさんいらっ

しゃいます。そういう人たちのデータ等もしっか

り把握しまして、今後の農業振興地域のあり方、

それをしっかり見直しまして、新しい計画をつく

っていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 今、国のほうでは農地の管理ということで言い

ますと、農地中間管理法というのをつくったんで

すね。昨年の臨時議会で成立していると。農地面

積の８割が担い手によって利用されることを目指

すと、生産コストは４割削減することを目標とす

るというようなね。法人経営体を５万法人にふや

していくと、こういう大きな農地政策を概要とし

てもつような農地中間管理法というのを成立させ

ているわけです。 

 知立市の農業行政の方向性ということを明らか

にするというこういうことで、この予算計画づく

りのところでは書いてあるわけですけども、こう

いった法律と関係というものもおのずと出てくる

のかなと思いますけれども、その辺はどのように

認識をしていらっしゃいますか。 

○経済課長 

 今回の農地中間管理機構という組織ですけども、

県がつくります、これに関しましては、耕作放棄

地の解消を一番大きな目標にさせておりますので、

知立市は、現在、耕作放棄地がほとんどありませ

ん。ですから、今の現状からいくと、農地の中間

管理機構の農地を預けていくとしているのは、ほ

とんど知立市の場合は今見当たらない状況でござ

います。 

 ですけども、担い手に農振農用地の中で約50％

利用権を設定しております。その利用権の設定に

関しましては見直しを実施して集約していくよう

な形、１カ所に田んぼを集めて同じ方がつくった

ほうが当然効率がよくなりますので、そういうよ

うなことを見直していく必要があると思っており

ます。 

 ですから、今度の計画の中でもそういうことは

うたいながら、それから、国が示しました農地中

間管理機構、当然その制度も国がつくった制度で

すので踏まえますけども、知立市には非常に希薄

な制度でございますので、どういう形で取り上げ

ていくかというのは、また今後検討させていただ

く予定でございます。 

 以上です。 

○中島委員 

 集約化して大きくして法人化してコストを下げ

ると、こういった方向がずっと流れているという

ことは明らかで、集積集約化ですね、これに対し

てこれを強めるための予算というのも国のほうは

具体的にどういうことに予算がつくのかわかりま

せんけども、そういう予算も今年度は国があげて

いるというような、そういうことに対する予算援

助をあげるというようなこともありまして、どん

どんそういった法人化にいきなさいよということ

で流れております。 

 知立市の農業の今後ということについていくと、

どこまで大型化するのかということも見えてこな

いし、どういうような意向があるのかなというこ

とを疑問に思うんですけども、関係者のＪＡの皆

さんが、どんなふうにこの問題については考えて

いらっしゃるのか。ＴＰＰの問題も当然ここには

ひっかかってくるというようなことがあるわけで

すよね。ＴＰＰに対忚する環境づくりというよう

なことも、これは当然視野に入った法律だという

ふうにも思いますし、その辺はどのようにＪＡの
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方たちが心配していらっしゃるのか。市がこうや

って台帳をつくってやる効率化はいいんですけど

も、その辺はどういうふうにお考えになっている

んでしょうか。 

○経済課長 

 あいち中央農協管内におきましては、非常に耕

作放棄地が尐ない農協になっております。ですか

ら、国の政策とあいち中央農協の政策がちょっと

アンマッチするところがありまして、平成26年度

におきましても飼料用米、豚だとか牛が食べる飼

料、そういう米を国が政策でつくっていきたいと

いう方針を示していますので、あいち中央農協管

内でもそういう人が食べるお米じゃないお米をつ

くるという方向で動いております。 

 ですけども、基本的に知立市の場合でいいます

と、農家の方が高齢化が進んでおるのと、拡大し

て農家を経営していきたいという方が非常に尐な

いです。今ある農地を維持していこうというのが

やっとの思いで、それから、みずから農地を買っ

て拡大して農家をやろうという方は、ほとんどい

ません。ですから、担い手に集積していくのが方

向性としてはどんどん担い手に集積していくよう

な方向になっていくと思います。 

 それからあと逆に、農地を宅地化していくよう

な方向性も多尐なりとも検討しなければいけない

んですけど、うちは農政という立場がありますの

で、農地を守っていくということで計画はつくり

ますけども、総合計画との連動も図らないかんも

んですから、緑のマスタープランとか、その辺の

連動も図りながら今度の計画を見直していきたい

と思っています。 

 以上でございます。 

○中島委員 

 知立市の農家の皆さんの現状を今、御披瀝をい

ただいたわけですね。今後、自分で大きくしてい

きたいという人は、ほとんどいないというような

ことです。 

 ＴＰＰもなかなか困難な状況といいますか、絶

対守ると言っていた５品目等についてもなかなか

うまくいかないというような状況がありますし、

アメリカの中でいいますと、関税撤廃に対して抵

抗している。何を抵抗しているかというと、自動

車の関税撤廃は絶対だめと。日本から入ってきて

も関税をかけるといって撤廃はだめ。お砂糖と乳

製品はだめ。これは国会に大変大きな力で出てる

というそういうようなことでありますし、また、

アメリカのほうが企業がいろいろ活動するに当た

って制限を設けてはならない。規制緩和をしろと

いうことを各国に要求していると。特に、たばこ

ですね、これの日本でいうと余り吸わないように

健康によくないということのＰＲをしますけれど

も、これは営業妨害だというようなことで、たば

こについての規制はやめなさいということも現実

に言われていると、こういうような国の法律その

ものも変えてほしい、制度を変えてほしいという

強い要請も出てきているというようなことがあり

ます。 

 ですから、こういうことに対して日本だけじゃ

なくてマレーシアとかオーストラリアも反発して

いると。ほんとに今のＴＰＰがアメリカが都合の

いいようにしたいんだなというのがよく見え見え

になるわけですけども、そんな中で、米を守って

ほしいとか酪農を守ってほしいとか、そういう日

本の農家の思いというものが、なかなか成就され

ないというような見通しが大変強まっている。 

 もうじきオバマ大統領が来日するという話あり

ますけど、どこでどういうふうにこういう問題を

話し合うのか、いろいろなところで話し合うのか

わかりませんが、大変ひどい話だなというふうに

思います。関税撤廃といいながら、都合の悪いも

のは撤廃してはならないというようなことで、そ

れぞれの国の経済のあり方についても口出しをす

るような状況が大国によって押しつけられようと

していると。そういう意味では、大変危険なもの

だし、大変不平等だというふうに思いますし、メ

リットもあるというかもしれないけど、大きな問

題もいっぱい抱えていると、こういうことで、こ

れは市長がすぐどうこうするということができな

い問題ではありますけども、認識として持ってお

かなきゃいけないと。今の状況はこんなに大国に
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押し切られているような状況なんだというね、Ｔ

ＰＰの状況がね。このまま、はい、なんて言って

いったら大変なことになるよという状況だけは認

識として持っておいていただいて、その上で、日

本の農業をどうするの、知立市の農業どうするの、

こういうような発想を思いとしてはしっかり持っ

ておいてほしいと、こんなふうに思います。市長

いかがですか。 

○林市長 

 ＴＰＰのいろいろな課題とかいろいろあろうか

というふうに思っております。ほんとに難しい課

題、問題だなというふうに感じております。 

 なお、私は、まず農業のことでいいますと、本

会議で申し上げたんですけれども、まずは地産地

消ということ、安全で安心できる食べ物を子供た

ちに提供したいなということは、学校給食もかな

り、知立市における地産地消はなかなか難しいん

ですけれども、この衣東管内、ＪＡあいち管内で

の地産地消、幅を広げればかなり率が高まってき

ております。 

 もう一つ、農業で生計を立てていくかという話

の視点でいいますと、知立市において、例えばイ

チゴ農園が知立市、このＪＡあいち管内で初めて

か２例目かという話をＪＡあいちの方がされてた

んですけど、非常に今はやって繁盛をされていら

っしゃいます。 

 また、マコモダケというのを、これは本会議で

申し上げたんですけども、ちょっとこれを第６次

産業という言い方をされているようなんですけど

も、知立市の名物にしようよというようなことも

おっしゃられて頑張っていらっしゃる人もいらっ

しゃいます。 

 また、せんだっては、米自体は普通の米かもし

れないですけど、銘柄が愛・かきつばた姫という

米をパッケージにして売り出して人気を出してい

ただいた。 

 それから、園芸農家の方が、なかなかかきつば

たを育てるのは難しいんですけども、かきつばた

は知立市の花ですから、上手に皆さんにかきつば

たを育ててもらう、その苗をつくろう、頑張って

育て方も出しながらやっていこうという、そうや

って頑張って意欲あられる方も結構いらっしゃる

なと感じたわけでありまして、そういったことを

見ると、知立市は交通の便がいいだけに、非常に

いいものを出せば売れる、また、非常に知立市の

イメージも上がっていくということでありまして、

そういった意味では、農家、農業も希望持てる部

分もあるのかなという感じをしております。 

○中島委員 

 ＴＰＰに対して、私は毅然として農業を守る立

場、たとえ小さな市であっても、たとえ小さな農

業の地域であっても、これを壊さないでほしいと

いう気持ちを明確に示していただきたいというふ

うに思います。いろんな課題がありますねという

ことで、課題があるんですよ。 

 だから、しっかりそれを今の農業を守れるのか、

また、いろんな経済のルールを守れるのか、こう

いうことを、ほんとはあなたの意思表示、力がす

ぐに及ぶわけじゃないですけども、地方の一首長

としての意思表示というものはね、やっぱりこの

問題危惧するんだということをはっきり言わなき

ゃいけないんじゃないかと思いますけども、その

点だけ、どういうふうですか。 

○林市長 

 ほんとに難しい課題で、勉強不足の点ありまし

て、ＴＰＰがいかんのだとか、いいとか、なかな

か今、私、そういう強い思いで言えないなという

のがほんとのところであります。 

○池田福子委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 
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 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第24号について、挙手により採決します。 

 議案第24号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○池田福子委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第24号 平成

26年度知立市一般会計予算の件は、原案のとおり

可決すべきものと決定しました。 

 議案第25号 平成26年度知立市国民健康保険特

別会計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 今回、県の国保事業への補助金が全額カットと

いうふうになっておりますが、この説明をお願い

します。 

○国保医療課長 

 この補助金につきましては、福祉医療波及分の

補助金ということで当初スタートしたものですけ

ども、それがだんだん減額になってきて、本年度

を最後に来年度以降は事業効果が尐ないからとい

うことで全額カットというふうになったものです。 

○中島委員 

 福祉医療の波及分も含まれてはおりますけれど

も、県がこれは計算式の根拠がないということで、

相当昔から０点何とかかんとかという掛け算をし

て出すような案分を県がつくって、国保会計を補

助していたんです。その流れの中にこの波及分も

プラスしてきたんです。もっと前からあるんです

よ、県の補助金は。 

 福祉医療が入ってからも波及分というような形

で入ってきたということでやってきたんですけど

も、結局波及分だけという今あなたおっしゃった

ので、波及分なんていうことは私どもは一回も聞

いてないですけども、それも含めるという県のほ

うのあれでもないですよ、これは。計算式が全く

ないという話だけであって、ほんとにさじかげん

で、ちょっとちょっとと補助をしていたものが、

じわじわなくなってきて、今回は全面カットにす

ると県のほうの動きを聞いたわけですけども、波

及分についてということで、あなたは思っていた

と。それを補助する効果がないということは、ど

ういうことですか。 

○国保医療課長 

 私の記録といいますか、資料を見ますと、平成

17年は247万5,000円、それが平成24年には55万

3,000円まで順次下がってきております。 

 それについては、県のほうの算出によってこう

いう形になってきておって、そのもととなるもの

は福祉医療の波及分が出てきて、それによって計

算式はあるけれども、予算の枞の中で削られてき

たというふうにちょっと思ってたんですけど、古

いほうの話の中で、金額的に尐なくなってるので

事業効果がないのではという、それは県の言い分

ですけども、そういう形で来年からはありません

というふうに通知が来たということです。 

○中島委員 

 余り尐ない金額では効果がなければ、もっと上

げればいいじゃないですか。全然話がおかしいで

すよね。国保医療課長の言葉ではないので、県が

そう言っていると。効果があるように、もっとふ

やしてほしいですよね。要は、そういった波及効

果分が入っているということは確かなんですよ。

そこのところをなくしていきたいという意図なの

かなということを感じざるを得ないというふうに

思います。 

 県のほうもいろんな福祉予算の見直しという中

の一つで国保の県補助をなくすというのが一つの

項目に挙がったわけで、ここが知立市は今回は80

万円だったので去年80万円だったので減額ですけ

ども、そういうことです。国保に対しては支援は

余りしないよということに今なりつつあるという

ことだと思います。 

 細かくいろいろとしませんけども、今回、議会

からも要望があって、糖尿病の重症化予防治療と

いうことが入りました。参考資料の189ページ、

本体は327ページということであります。この事
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業について、委託という形ですけど、委託料とい

うことでお金があがってますけども、説明を願え

ますか。 

○国保医療課長 

 これにつきましては、新規事業で来年度から計

画をさせていただいているものです。 

 対象人数としては10名程度というふうに考えて

おります。 

 指導の中身につきましては、基本的には食事指

導、運動指導、服薬指導、ストレスマネジメント、

血糖管理、こういった項目について個別に指導を

していくという方向です。 

 指導に当たっていただくのは、保健師等そうい

った保健の資格を持ったような人にお願いをして

いくということで、これは委託先で出していただ

く人ということです。 

 医療機関の先生からこういった指導を行ってい

くことについて、こういう方向でよろしいかとい

う確認を先生にとった上で実施をしていくという

ことですけども、こちらのほうの内容としては、

先ほど言った指導を１人当たり６カ月間、面談に

よる指導が３回程度、電話による指導が９回程度、

２週間おきにプログラムを組んでやっていくとい

うような今現在の案でございますけども、最終的

に詰める段階にはきておりますので、そういった

方向で今、検討している最中ということでござい

ます。 

○中島委員 

 ここの説明の中で、糖尿病の重症化予防が期待

される人に対して医療機関と連携して保健指導す

るということで、この重症化予防が期待される方

というのはどうやって発見するというんですか。 

○国保医療課長 

 基本的には特定健診を受けた方の中で出してい

くと。 

 それと、もう一つの方法は、今度国保連合会が

ＫＤＢというレセプトデータを活用したデータ分

析システムを導入します。そこの中で、糖尿病で

の受診の方というのが拾い上げることができます。

その中から重度と思われる方、重度といいますか、

糖尿病による腎臓病になったような方、そういう

方で人工透析まではいっていない方、そこを水際

で食いとめるということを狙って行うわけですけ

ども、どういう形でそういう方たちを拾い上げる

かということについては、そんな方法を検討をし

ているところです。 

○中島委員 

 連合会のほうのデータで対象者を拾っていくと。

糖尿病から腎臓が悪くなりかかっている人という

ことですか。それをデータでピックアップしてく

ると。そんな簡単にできるんですか。 

 今回は、そういうことでいうと相当たくさんい

るんじゃないかと思うんですが、この102万6,000

円という委託料は、これはどのぐらいの、何人の

方を対象にして、ピックアップして10名程度と、

やってみるかということですかね、まずは。 

○国保医療課長 

 やってみるかということももちろんそうなんで

すけど、大概に10人ということではありません。

年間に糖尿病から糖尿病腎症で透析になられる方

が、たしか四、亓名あるかと思うんですけども、

そういう方たちの数と、それと先進地の具体的に

いうと呉市とか全国的にもこういった事業で成果

を上げたというところの事業があるわけですけど

も、そういったところの実績から数字を割り出し

て、向こうは規模が大きいですので、そうすると

この程度の人数がそこの水際作戦の対象にはして

いくことが一番効率的であろうと。 

 もちろん糖尿病の方は、もっとたくさんいるわ

けですので、軽度の人から指導をしていくという

ことができればそれが一番いいわけですけども、

それはちょっとお金も手も足りませんので、一番

危ないところ、そこを重点的にやっていこうとい

うことでございます。 

○中島委員 

 専門的な目で見て対象にふさわしい人をピック

アップするという、こういうことでしょうね。危

ない人というのは、ちょっとわからないわけで、

そういうところからピックアップしていって、個

人情報をどうしたのと、こういうふうにならない
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のかね。ちょっと心配ですよね。勝手に対象者だ

というふうにしてやられることに対するデリケー

トな問題もありますよね、そこからやってくると。

特定健診でこういうふうだからやりましょうとい

うのはオープンですけどね、病院でかかってる人

たちのレセプトをチェックするということですよ

ね。それは大丈夫なんですか。 

○国保医療課長 

 おっしゃるとおりの心配は危惧はあるわけです

けども、国のほうもデータヘルス計画ということ

でそういった事業を進めていくんだということは

表明をしております。 

 それから、その辺の勝手に見るということにつ

いては、確かにそういうことにはなるのかなとは

思うわけですけども、事業を進めていくかどうか

は、当然本人の御了解を得た上でやっていくとい

うことになりますので、その辺のところは問題な

いというふうには言いませんが、やっていきたい

というふうに考えています。 

 それと、対象者をどうやってピックアップする

かという話の中で、ちょっと補足ですけども、レ

セプト等が特定健診の結果の中で見ていきますと、

血液検査の結果の数値とかがあるわけです。その

数値が基準以上になっている方というふうで拾っ

ていきますので、機械で拾い上げることができる

というふうに思ってます。 

○中島委員 

 今、危ないところまできてる人は特定健診を受

けないですよね、多分。病院にかかってるから。

ここだけでやるというのならそうなんだけど、そ

ういうひどい人は、逆に来ないような気もするん

だけど、やっぱりレセプトの中で重症化を防ぐ水

際作戦的なことでいうならば、特定健診には多分

そういう人は来てないというふうに私は思います

よ。病院にかかってる人は来ないもの。ずっとか

かってるから行かないというふうになってるとい

うのが実態じゃないかなと思うんですね。そうじ

ゃないですかね。 

 保健センターのほうで特定健診のほうは、わか

ります、そういうのって。 

○国保医療課長 

 今、特定健診は保健センターですけども、その

あと特定保健指導ということで数値の悪い方は指

導もしていただいていると思います。 

 さらにその先という考え方なのかなとは思うわ

けですけども、医療機関にかかっているから特定

健診を受けないかどうかというのは一概に言い切

れないのかなというふうには思います。レセプト

のほうで拾える部分から拾う部分が多くなってく

るのかなということは思うわけですけども、そう

いった面を含めて両面から拾い上げて対象者にア

プローチしていきたいということです。 

○中島委員 

 慎重にやってくださいね、これは。非常にデリ

ケートで、何でこんな通知が私のところへ来るん

だというようなことになる可能性も否定できない

ので、そこのところは慎重でなければならないと

いうふうに思います。 

 ここの予算というのは、医療費特定推進化事業

の中に糖尿病重症化予防委託料というのが入って

いるわけです、327ページで。一般的な検診的な

予防的なものではなくて、ここに入ってると。こ

れは医療費を抑制する目的でここに入れたと、そ

のものずばりで目的はここに入れたと、こういう

解釈でいいですね。この事業について、補助金と

かそういうものがここに入れると補助金がついて

くるとか、そういうことなんでしょうか。 

○国保医療課長 

 目的は事業費の抑制はもちろんあるわけですけ

ども、あと、御本人のＱＯＬを高くしていくとい

うことで被保険者の方のためであるというふうに

考えております。 

 それと補助金については、今の段階で必ずとい

うことは言い切れないところなんですけども、ま

ず対象になってくるというふうに考えています。 

○中島委員 

 ここに入れることによって対象になる可能性が

高いということですね。国のほうは国保の調整基

金的なものについてもきちんと適正化を努力して

いるのかということが１つのポイントだというふ
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うに従来から言われてきましたので、そういう努

力をしているその１つのメニューだということで

ここに入れ込んだと。補助金がつくかもしれない。

それはいいでしょう。本人の健康第一ということ

でこれは行うんだよというそこのところが当然に

必要だというふうに思いますけれども、これはい

つごろ、補助金がつくなら補正予算等で財源構成

がされてくると、こういうことですね。 

○国保医療課長 

 国保のこういった補助金は調整交付金等に入っ

てきますので、額が非常に大きな中での補助金と

いうことになってきますので、補正をあげるかあ

げんかということになると、全体的な動きのほう

がかえって大きくなってしまいますので、そこの

中で多尐あっても、これも対象のうちに入ってる

んだなというふうに説明させていただけるように

なるというだけの話で、わざわざそこの部分を対

象になりましたから補正ということはないと思い

ます。 

○中島委員 

 大変微々たるものだということでね、交付金の

中にそういう努力がないとだめですよということ

が１つ入るものですから、そのあかしみたいなこ

とでこれがカウントされるということだと私は思

っております。 

 消費税が医療機関のこういったもの、介護保険

もそうなんですが、消費税がかかる部分という影

響してくる部分ですね、薬剤が上がってくるとか、

いろんな形で言われておりますけれども、どのよ

うに影響があると思われますか。 

○国保医療課長 

 医療費にかかわる消費税については、個々に消

費税８％とかそういう扱いではなくて、診療報酬

の中で決まってくるわけです。 

 国のほうは、今回については初診、再診のそこ

の部分の引き上げを行って全体の中では、ほぼと

んとん、ややゼロコンマどれだけのプラスではな

かったかなと。ちょっと数字持ってませんので記

憶で申しわけないですけど。 

 0.1％の引き上げになってくることですので、

予算的に見れば今回特に消費税どうこうというこ

とは意識せずに医療費は組んだわけですけども、

誤差の範囲内なのかなというふうに思っておりま

す。 

○中島委員 

 医療費これは0.1％って私も聞いてるんですけ

ども、客体は何ですか。0.1％といっても客体が

大きいと相当大きくなりますよ。療養給付費とい

うことなんですか。 

○国保医療課長 

 医療費全体というふうに思ってますけど。全て

を含んで0.1％ということです。 

 ただ、予算的に見ますと、対前年度比で３％増

であるだとか、そういう形で組んでますので、そ

れが2.9％増だったのかなというふうに見れば、

予算上は大きな影響はとりあえずはなかったのか

なというふうなお話でございます。 

○中島委員 

 全体予算で0.1％ということが消費税の影響額

だということははっきりしてますよ。大したこと

がないというわけではないですよ。療養給付費で

も54億円、大きいですよ、これは。それの計算で

すから、全体でいうと0.1％、0.001を掛ければい

いわけですよ。幾らになるんですか、ちょっと言

ってください。大したことがないなんて。 

○国保医療課長 

 50億円に0.001を掛けると500万円かなと思いま

すけど。 

○中島委員 

 544万4,000円と私が計算したのがありますけど、

じわっとこういうふうに出てくるんですよ。これ

が今後どういうふうになっていくのかということ

も一忚0.1％で計算しなさいということになって

るので、その以下についてはちょっとわからない

ところがありますけど、影響が出てるということ

であります。 

 それから、やはり従来からの問題で、県のほう

は広域化をという話もありますけれども、これも

相当の重要な問題でありまして、メリット、デメ

リットというところでは大変あるので、この辺は
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ちょっと慎重にやってもらいたいと思うんですけ

ども、賛成、反対、キャラバンがずっと資料で出

しましたけれども、結局、市町村のお荷物的なも

のはないほうがいいという議論もあるし、そうい

う議論が背景にあるということも指摘しながらい

るんですけど、半数以上が今のところは賛成はで

きないと、様子を見ておるというようなことであ

ります。この広域化ということについては、私は

方向性としては食いとめなければならない。なぜ

ならば、繰入金は一切できなくなるし、独自減免

というものができなくなるし、そういう保険料は

平準化していくという名のもとに、どこに平準化

されるか、上がるところも出てくるだろうしとい

うデメリットも大変多いというふうに思うんです。 

 これは何回も言ってきたことなのであれですけ

ども、この辺がじわじわと迫ってくるような気が

いたしますけれども、この辺の動きということに

ついては、今どんなことなのか、どんなふうにま

たお考えなのか、あわせて伺っておきます。 

○国保医療課長 

 動きについては、特に進展はないのかなと今、

思ってます。我々のところの情報が入ってはきて

ません。 

 ただ、国と地方の協議ですかね、これはたしか

２月ぐらいからスタートするというふうに事前に

ちょっと聞いた記憶がありますので、今やってる

のかなというふうには思ってますけど、特にその

結果というか、中間の状況が聞こえてくるという

ことはありません。 

 考えはと言われましても、ちょっと私の立場で

どうこうということはないんですけども、圏域化

すればしただけのメリットもあるし、先ほど言わ

れたデメリットもありますので、その辺について

は様子をうかがって、その動きにきちっと対忚で

きるように準備はしていきたいなというふうには

思っております。 

○中島委員 

 準備はしていきたいなということをいうと、進

んでいく方向にずっといっちゃいそうですけども、

赤字の国保の会計のところは県に移譲する前に全

部それは解消しておくことみたいな至上命題も出

てて赤字のところは、それをきれいにしてから移

譲しなさいというようなことまで言われておりま

して、簡単に準備できるのかどうなのかわかりま

せんが、繰入金等もことしは751万7,000円昨年度

よりも減額をされました。じわじわと下げておら

れます。こういうことも国保会計から繰入金をど

んどん減らしていくというのが全体の流れも出て

いるんですけども、今回特に繰入金を下げたとい

うのは何か意味合いがありますか。なぜ下げるん

ですか。 

○国保医療課長 

 職員給与費がまず700万円ほど前年度より減額

になってますので、その分が減額、それから、出

産育児一時金の分につきましても出産数が尐ない

ということで歳出の予算を削減しておりますので、

その分が560万円、それから、福祉医療波及分に

つきましても110万円ほど減額、あと、独自軽減

分が今までなかった分が630万円ほど増額になっ

てます。この差し引きということになります。 

○中島委員 

 人件費も700万円減ってるよということで、そ

の部分が減ると、そうすると、それだけでこれで

とんとんになっちゃうような形ですので、逆にふ

えてるところもあるよということを今、言われた

んだろうというふうに思いますけども、いつもこ

のその他一般会計繰入金というのが、そういった

中身は全く見えない形で入ってますよね。義務化

されているものと義務化されてないものと、これ

がいつもわからないようになってるので、これは

これからは分けて計上していただけませんかね。

義務化されているものとそうでないもので入れて

るものと、ほんとの意味の繰入金という財政の支

援という意味でなってるものと全然わからないの

で、毎回こうやって聞かなきゃいけなくなっちゃ

うので、そういった処理をしていただけませんか

ね。その辺は厚くしていただきたいということを

お願いをしておきます。 

○国保医療課長 

 今までこういうふうで予算要求をさせてもらっ
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てましたのでこういう形できてしまったわけです

けども、わかりやすい予算をつくるというのも

我々の大事な仕事かなというふうに思いますので、

来年度からは明細がわかるような予算要求という

ふうにさせていただきたいと思います。 

○池田福子委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第25号について、挙手により採決します。 

 議案第25号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○池田福子委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第25号 平成

26年度知立市国民健康保険特別会計予算の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第28号 平成26年度知立市介護保険特別会

計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 介護保険についても消費税のかかる部分という

ものがあれば教えてください。 

○長寿介護課長 

 消費税の関係でございますけども、介護報酬の

ほうが施設におきましても在宅のサービスでやっ

てる事業所においても消費税分が実質的な負担が

生じないように補填する意味合いで介護報酬の改

定を行うということで、平均0.63％の報酬改定を

行うというふうには、ちょっと正式な数値ではな

いんですけど、そういう情報はいただいておりま

す。 

 それに合わせて各要介護度で区分支給限度額と

いうものがあるわけですけども、そこが若干その

分を上乗せした形で尐しずつ今よりも上がるとい

う、そういう形でございます。 

○中島委員 

 金額的にこれも出ますか。 

○長寿介護課長 

 要介護１ですと今ですと１万6,580単位、これ

が１万6,692単位。総トータルと申しますと介護

保険のその分は、特に消費税分として0.63％とい

う形では今回の当初予算には見込んでおりません。

当初予算には反映する形にはしておりませんけど

も、もともと事業計画の中で平成26年度の分は介

護保険事業計画の中で平成26年度までのこれぐら

いの介護給付費だというのは見込んでおりまして、

その数字をベースに使っておるわけです。今まで

の前年までの伸びですとか、先ほど御質問いただ

きましたように、特別養護老人ホームが平成26年

度にオープンする予定もありまして、その分で平

成26年度はかなりの介護給付費を見込んでおりま

した。そういうこともありまして、それに事業計

画に沿った形で介護給付費、今回上げさせていた

だいておりますので、この分はクリアできるだろ

うという形で、直接考慮はしておりませんけど、

そういう考え方の予算になっております。 

○中島委員 

 結果的にいえば介護報酬の0.63％は消費税分だ

よという計算上の問題にはなるという。国保が

0.1％でしたけど介護は0.63％ということで、尐

し高いということになるわけですね。 

 今この平成26年度の介護報酬全体でいうと特養

がオープンしないわけですけれども、それについ

ては入った形のものになっているというふうに言

われたんですかね。 

○長寿介護課長 

 事業計画があるものですから、これをベースに
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予算編成するわけですけど、これがないからその

分が全くなくなるということではなくて、やはり

これはそういう人たちがサービス使わないとなる

と、在宅サービスをフルに使えば特養に入ったの

と同じような数字になるわけですし、例えばロン

グショートですとか、老健施設に入所するなりし

ますと、その分がそのまま減額されるということ

でもないものですから、そのまま移行するとは思

っておりませんけども、ある程度はそこの在宅サ

ービスのほうにはね返るのかなというふうに考え

ております。 

○中島委員 

 ここの予算の中では、施設介護サービスの利用

の中に膨らんだものが入ってるけど、決算的にい

えば、それが在宅のほうで使われて大きな差はな

いのではないかという御説明ですね。 

 だから、当局としては、この特養をつくったこ

とを前提に今回は計上されているということです

ね。会計上はそう変わらないよ。施設だとたくさ

んかかわって、在宅のほうが安いというふうにも

一般的には言われておりますよね。だから在宅に

してくださいと。施設は余りつくらないで在宅に

してくださいということがずっと言われてきたん

ですけども、それはとんとんなんだというふうな

御意見を私は珍しいなと思って聞いたんですけど

も、大体そういう見込みですか。 

○長寿介護課長 

 一般的には施設に入ったほうが高くなるんです

けども、ただ、区分支給限度額というのがござい

まして、例えば要介護５の方がマックスまで使わ

れると、とんとんになるということでございます。 

○池田福子委員長 

 ここで10分間休憩します。 

休憩 午後７時35分 

――――――――――――――――――――――― 

再開 午後７時42分 

○池田福子委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○中島委員 

 今、特養に入らなきゃならないような人は在宅

でやってもらうならば、大変多くのサービスが要

るので高くかかってしまうだろうということで、

予算的にはそのままいったと、こういうことが言

われました。 

 知立団地も大変高齢化の中で、ひとり暮らしで

介護を受けてる人がふえてて、ほんとに心配。き

のうもちょっと訪問しましたら、元気な方が出て

きたものだから、あらっと思ったら、名古屋の兄

弟の方が面倒を見に来てると、ひとり暮らしでや

ってるのでということで、今、ショートステイと

かデイサービスとかいろいろつなぎながら何とか

ひとり暮らしをしていると。だけども月に２回は

土日付き添いますということでたまたまみえてい

たわけですね。 

 介護を受けていらっしゃる方は認知症も入って

きてるので１人では危なくてしようがないという

ことで、ガスや何かも全部とめましたというよう

ないろんな支援を組み合わせるというような形で、

もうとめてあるというような人もひとり暮らしで

まだ在宅でいるということでね、何とか施設にお

願いしないとだめだわって。自分も体がもたんし

ねっていう兄弟も高齢の方ですからというような

実態がすぐそばにもあって、やはり特養が早くで

きるといいなということをつくづく思いました。 

 特養ができた場合の入所の優先順位というもの、

待機はいっぱいあったとしてもこれは大変だなと

いうことに対しては、優先順位というものですく

い上げていただけるのかどうか、その辺はどんな

運営をしているのかということをちょっと伺って

いいですか。 

○長寿介護課長 

 優先順位というのは施設の中で直接どのような

優先順位というのが、その方の介護度ですとか、

あと生活環境ですとか、いろんな項目を総合的に

判断して優先順位をつけておるというふうには聞

いておりますし、あと、市内、市外については特

別その辺のところは順番に入れないけども、そう

いう優先順位の中であきが出ると御連絡してやっ

てるというふうには聞いております。 

○中島委員 
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 だから百何名も待機があるからね、あきらめち

ゃうというようなそんな言葉も出てくるんですけ

ども、決してそうでないと思いますから、申請し

ましょうねというような話もしましたけど、その

本人は認知がきてるので、兄弟の方が動くしかな

いなということでやっておみえになりましたけれ

ども、そういうようなことから、やはり施設の不

足というのは、多分こういう方たくさん待ってみ

えるということでは、何としても次の採択はしっ

かりとゲットするということを頑張ってもらいた

いと思いますが、その辺は県も２回も不採択にな

ったんだからね、その辺はぐんと押していけば希

望が持てるのかなというふうに思いますけども、

その辺の感触、もうどうしてもそこをこじあけて

でもつくっていくという決意、その辺を聞きたい

と思っておりますが。 

○長寿介護課長 

 先ほども申しましたとおり、今回刈谷市も平成

26年度のオープンを目指して私どもの同じ60床と

いうことで、今も言われたとおり、知立市は２回

だめだったということになるわけですけれども、

そういうことで残った５つの自治体につきまして

は、今回もう既に第６期の事業計画が平成26年度

から始まるところで、まだできないという、残っ

てしまったという県も相当気にはしていただいて

おるという感触を得ていますので、最優先して次

回は絶対通していただくということを間違いなく

やっていきたいというふうに。 

○中島委員 

 ぜひお願いします。市長のほうからもぐんぐん

と声を上げていただくということで、担当任せじ

ゃなく首長としてもしっかり動いていただきたい

と思います。いいですかね。 

○林市長 

 私もまた出向いて行きたい。あわせて、刈谷市

に今度開所されるやつなんですけども、当然なが

ら知立市民も使えますので、先ほど申し上げまし

たように、ＰＲをどんどんさせていただきたいと

思っております。 

○中島委員 

 ケアマネたちにしっかり言っておけば、そこで

相談を受けたケアマネが動いてもらうというよう

なことを含めてやっていただきたいなというふう

に思います。 

 それから、介護認定なんですけども、どうも軽

く見られてしまうという傾向も今もあるんですね。

必要なサービスが受けられないというようなこと

もありますけれども、その辺はどんな御意見をい

ただいていますか。再申請という形で動いていう

方もいると思いますけど。 

○長寿介護課長 

 私ども担当課で軽く見られてしまうというふう

な認識はないんですけども、そういうふうに感じ

られる方もおみえになるかと思いますので、変更

申請という形で再度やっていただくという方法に

はなると思いますが、私ども調査員が調査した項

目というのは１次判定でということでコンピュー

ターである程度の出るものですから、その上で２

次審査という認定審査会、これでは大体そこを軽

くするというようなことはなくて、大体そこから

特記事項など委員の方の御意見で、そこからもう

尐し要介護度が上がる方のほうが多いものですか

ら、どうしても申請されたときとはまた状態が変

わる方もおみえになりますので、それは変更申請

はいつでもできる権利でございますので、その方

法で対忚していきたいというふうに思います。 

○中島委員 

 ある方は、介護１だったのに要支援２に落とさ

れたということなんですね。当然、支援も違って

くるということもあるんですが、ヘルパーが来て

いただけるけども30分の生活介護だと、身体介護

にはならないということですよね。30分でお買い

物を頼むとお買い物だけしてきて終わって調理し

ないで帰っちゃうというわけですよ。あとは自分

で調理しなければならない。男性の方なんですけ

ども、結構器用な方なので、できなくはないんで

すけども、立ってるのつらいという状況で、何だ

これはということで相談もされて、もう一度申請

して介護１になったそうです。だけど、ほんとに

何でそんなふうに軽くなってしまったのか。僕は



- 88 - 

全然足が悪いし、腰が痛くて動けないしという状

況なのにかかわらず調査をしたら軽く結果が出て

しまったということですよね。 

 でも、ひとり暮らしの方というのは、その辺の

調査が、ある意味正確にできない面があるのかな

という感じも受けます。ひとり暮らしが多いです

からね、自分が調査員に対して答えていくんだけ

ども、そこのところが正確ではなかったりもする

んじゃないかなという感じがしますので、ひとり

暮らしの方については、特に注意してその方の状

況を把握をしたそういう形でやってもらいたいな

というふうに、そういう場合は、特にケアマネが

つくとか、市の調査員じゃなくてヘルパーがつく

とか、そういうことでフォローはしていただいて

いるんでしょうか。 

○長寿介護課長 

 新規の申請の方でなければ、その方にはヘルパ

ーが入っていたりケアマネがいたりするものです

から、どなたかお身内の方がどうしてもというこ

とでなれば、そういう方で調整させていただいて、

できるだけ１対１というふうにはならないような

形をとらさせていただいております。 

○中島委員 

 その方もヘルパーも一緒になって、何でこんな

に下がっちゃったんだろうと言って、もう一回再

申請しようねということでヘルパーも一緒に考え

てくれたということなので、フォローがあっても

そういうふうになっちゃったということだったん

だと思うんですね。二度手間になるし、いっとき

は苦労するし、やはりその辺は十分にフォローし

てもらいたいなということをお願いをしておきま

す。 

 それから、地域包括ということで宅配給食もあ

りますけども、先ほどの認知のかかった方が、ガ

スとめてるものですから宅配給食を利用している

と。それで、食べ残しを入れたまま返したら、洗

って返してくださいと言われたと。そういう指導

しているんですか。ちょっと違うんじゃないです

かね、これは。 

○長寿介護課長 

 原則なんですけども、すごくそのまま使えると

いう状態という意味ではないんですけども、中の

ものを残したままにするとか、どうしてもにおっ

たりするものですから、軽くきれいな状態でお返

しいただくというようなお願いはしてあります。 

○中島委員 

 その方は、そんなこと言うなら要らないと言っ

て、洗えないんだと、その人は。とても無理なの

でやめますと。どうしちゃったのかなと逆に思っ

たんですけども、当初は残りを見て、この方が食

べたかどうか確認できるという話があったんです

よ。１週間も置いとくわけじゃないもんね。食べ

れなかったんだなと、今回は、食欲がないなと。

見守りのかわりにこれがなるというふうな当初の

話もあったので、私は何かの間違いではないかと

思ったんですよね。ですから、ほんとならどれだ

け食べたのかということがわかるようなシステム

にしないと、ほんとの目的からちょっと外れてし

まうんじゃないですか。洗って返してくださいと

言われたので、もうそれは無理と言ってやめたと

いう話は大変身につまされる話でした。私が謝っ

てきちゃっても違うんですけども、ごめんなさい

ねということで謝りましたけど、そういうことも

あるので、これは検討してもらいたいと思います。 

 ２つの業者になりましたけど、これについては

評判というか、２つになってよかったなという何

かありますか。なかなかずっと使っている人は、

やっぱりおいしくないという、そこがという意味

じゃなくて一般論として余り評価が高くないなと

いうのがあってね。どうですか、それは。 

○長寿介護課長 

 どちらがいいというのを私の口から申し上げに

くいんですけど、割合で申しますと、以前からや

っていただいたところが８割、新しく参入された

ところが２割程度で、今は自由に選択できるよう

になっておりますので、ただ、毎月毎月変えるの

はもちろんまずいんですけども、変えたいという

ことで御希望があれば変えているんですけど、現

状としては、そんな割合で推移しております。 

○中島委員 
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 準備基金の積立金というのが436ページにあり

ますが、今回、積立金そのものは非常に尐ないわ

けですけれども16万4,000円と。これは基金の積

み立てはこれだけということですね。残高とかそ

ういうものについてお聞かせください。 

○長寿介護課長 

 こちら、利息分ということでございます。 

○中島委員 

 これの基金の残高は幾らですか。 

○長寿介護課長 

 平成25年度末で１億446万1,110円でございます。 

○中島委員 

 今回の積み立ては利子分だけが積み立ててある

ということですね。最終年度ということになりま

すもんね、平成26年度は最終年度。最終年度で１

億円余が残るというふうに見ていいのかな、基金

がこれだけになると。 

○長寿介護課長 

 平成25年度末の分でございますので、そこから

また繰り入れる可能性もありますし、平成26年度

でまた繰り入れますので、かなりなくなるんじゃ

ないかなというふうに思います。 

○中島委員 

 次期のほうに繰り越すお金はほとんどないと。

5,000万円ほどといって一生懸命抵抗しておりま

したけど、5,000万円ぐらいが次期に繰り越され

るもの。第５期の締めはかつかつだというところ

ですかね。 

○長寿介護課長 

 第５期の計画の中では１億7,000万円あったう

ちの１億円を取り崩して7,000万円は第６期のほ

うにもっていくというのが計画ベースだったんで

すけども、7,000万円は残らないんじゃないかな

というふうに思います。 

○池田福子委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第28号について、挙手により採決します。 

 議案第28号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○池田福子委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第28号 平成

26年度知立市介護保険特別会計予算の件は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第29号 平成26年度知立市後期高齢者医療

特別会計予算の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○中島委員 

 これは２年ごとの料金改定ということで、粛々

と値上げが行われたということであります。 

 値上げ分についての御説明をお願いします。 

○国保医療課長 

 値上げの中身は、まず被保険者の均等割が４万

5,761円、所得割が8.55％であったものが９％、

賦課限度額が55万円であったものが57万円、１人

当たり平均保険料でいいますと７万9,962円であ

ったものが８万2,584円、3.28％の増となったと

いうものでございます。 

 主な増加要因としましては、１人当たり医療給

付費の伸びが2.2％、後期高齢者負担率の増加分

が2.09％、２割５割軽減拡充による減額分がマイ

ナス1.06％、合計で3.23％、差の0.05％はその他

の要因、主なものはこういったものだというふう

に聞いております。 

○中島委員 

 後期高齢の方ばかりの集団で医療をみるという
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形になるので、これがまたずっと高齢になってい

けば、当然医療費が多くなるということで、それ

を吸収するために２年ごとに値上げをするという

前提でこの制度ができているということで、これ

は非常に矛盾といいますか、そこに入ってしまえ

ば当然、膨らんでいく医療費を本人たちにかぶせ

ていくと。もちろん国、県、市ありますけど、そ

ういう制度ということで、やはり大きな問題を抱

えたままの制度であるということを思います。 

 私、後期高齢の場合は天引きが多いしと思った

んですけども、やはりこれでも短期保険証が出て

る部分があるんだなということをキャラバンの数

字で見たんですけれども、今日段階でそういう方

たちというのはいるんでしょうか。このキャラバ

ンの数字は、尐し前の数字でありますね。滞納が

62人、そしてその後に短期保険証になっている方

が６人、滞納のうちの約１割の方が短期保険証に

切りかわっていると、こういうのが当局の回答か

ら出された資料ですけども、これは直近ではない

ので、今どんなような状況なのか、こういう後期

高齢で短期保険証というのは大変つらい、命にも

かかわってくる可能性もあるので、なるべくこう

いうふうにならないようにと思うんですが、どう

いう状況ですか。 

○国保医療課長 

 ちょっと細かい数字を持っておりませんので、

最新の数字ということになりますと、後で報告さ

せていただきたいと思います。 

 現実には６人という数なんですけども、この中

には収入がなくて払えないのにという方というこ

とではなしに、制度に反対して後期高齢医療制度

なんかは嫌だということで滞納になって短期証に

なった方も、知立市でいえばどうかということは

わかりませんけど、全体の中ではそういう方もい

るというふうに広域の会議等でそういう説明も聞

いたことはあります。 

○中島委員 

 知立市はわからないけどもということでね、だ

けど基本的に年金から天引きされますもんね。だ

から天引きじゃない普通徴収の人というふうじゃ

ないと、そういったものがないと思うんですけど

も、そうすればお金はあるけれどもというふうに

は言いがたいような気がするんですけど、そうい

う会議でそういう発言があったということでね、

それは受けとめて、この制度に怒っている人がい

るということですよね、今も。それは深刻に逆に

受けとめなきゃならないということだし、お金が

なくて普通徴収の方しか滞納にはならないですよ

ね。ですから、年金の尐ない人ですよ。どういう

ことですか、これは。 

○国保医療課長 

 年金からの特別徴収については原則ということ

であって、本人がそれを普通徴収に変えてくれと

いえば普通徴収に変えますので、そういった格好

ということです。 

○中島委員 

 そうすると、やっぱり制度に抵抗しているのか

なというのがちょっとうかがえるような気がいた

します。 

 結局この制度も変える変えると言って、大変問

題を抱えたまま変えなかったところに大きな問題

があるなということを感じます。 

 以上です。 

○池田福子委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第29号について、挙手により採決します。 
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 議案第29号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○池田福子委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第29号 平成

26年度知立市後期高齢者医療特別会計予算の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第33号 平成26年度知立市一般会計補正予

算（第１号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、自由討議に入ります。 

 本案に対する自由討議の発言を許します。 

（「自由討議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 自由討議なしと認めます。これで自由討議を終

わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第33号について、挙手により採決します。 

 議案第33号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○池田福子委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第33号 平成

26年度知立市一般会計補正予算（第１号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で、本委員会に付託されました案件の審査

は全て終了しました。 

 なお、本会議における委員長報告の文案につき

ましては正副委員長に御一任願いたいと思います

が、御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○池田福子委員長 

 異議なしと認め、そのように決定しました。 

 以上で、市民福祉委員会を閉会します。お疲れ

さまでした。 

午後８時09分閉会 

――――――――――――――――――――――― 
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